


　　平成１６年版　
　　環境白書の刊行にあたって　　  

　環境の世紀といわれる２１世紀において、私たちは、これまで
の大量生産・大量消費・大量廃棄といった社会経済活動やライフ
スタイルを見直し、持続的発展が可能な循環型社会を構築するこ
とが必要となっています。このため国、地方公共団体のみならず
事業者やＮＰＯをはじめとした多くの人々が、様々な取組を行っ
ています。
　本県でも、平成１２年１月に策定した環境基本計画に基づき、
「人と自然とが共生する環境の創出」、「快適な生活環境の保全と
持続的発展が可能な社会の構築」、「地球環境の保全を目指した地
域からの実践」、「すべての人々と共に築く環境の時代」という４
つの基本目標の達成のために様々な環境保全施策を実施していま
す。

　そのような中、本年７月、高野・熊野の自然環境が、「紀伊山地の霊場と参詣道」
として世界遺産に登録されました。このことに代表されるように本県は、世界に誇
れる豊かな自然環境を有しています。このかけがえのない素晴らしい環境を将来の
世代に引き継いで行くことが、私たちの責務であり、今後、より一層環境保全施策
を推進する必要があるとの思いを強くしているところです。
　そのため、環境保全施策の目標を定めている環境基本計画についても社会情勢の
変化に伴い、計画の実行性を高め、さらに効果的に実施できるように見直しを行っ
ているところです。
　申すまでもなく、環境を保全するためには、国・県だけの取組だけでは十分では
なく事業者、ＮＰＯをはじめとする県民の皆様方の取組、さらには県と皆様方との
協働での取組が必要不可欠です。
  この白書は、平成１５年度の本県における環境の現状と保全施策を中心に取りま
とめたものです。本書が、皆様方に広く活用され、環境問題について一層理解を深
めていただくとともに、多くの方々の環境保全活動、さらには県と皆様方との協働
関係構築の一助となれば幸いです。

　　　　平成 1６年９月

和歌山県知事　木　村　良　樹　
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第１章　環境に関わる県勢の概要

図表１　気温（平年値：1971 ～ 2000 年平均）

注：和歌山市は和歌山地方気象台、潮岬は潮岬測候所の観測値

１　地勢・気候

　本県は、近畿地方の南につきでた紀伊半島
の南西部に位置し、北は大阪府、東は奈良県
と三重県、南は熊野灘に接し、西は紀伊水道
をはさんで徳島県と向かいあっている。東西
93.9 ㎞、南北 105.6 ㎞に及び、総面積は 4,726
㎢で、国土の 1.25％を占める。
　県土の大部分は紀伊山系を中心とする
1,000m 前後の山岳地帯で、高野山、那智山
など古代から親しまれた山々が多い。平野は
少なく、紀の川流域の和歌山平野と、有田川・
日高川などに小さな平野がある。

　海岸線は総延長６４８㎞に及ぶリアス式海
岸で、とりわけ潮岬を中心とした県南部の海
岸は、黒潮に洗われ景勝に富んでいる。
　気候は、北部が日照時間が長く、降水量が
少ない瀬戸内気候区で、南部は黒潮の影響を
受けて温暖で雨が多く、台風の進路に当たっ
ている。

（図表１・図表２参照）

図表 2　月間降水量（平年値 :1971 ～ 2000 年平均）和歌山地方気象台

単位 :℃

単位：㎜
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２　人口

　平成 15 年 10 月１日現在の県内人口は、
105 万 6,050 人であり、平成 14年 10 月から
の 1年間に 5,596 人（0.5％）減少した。人口
の推移は、平成２年から平成７年にかけて増
加したが、平成８年以降は８年連続して減少
している。
　平成 14 年 10 月から平成 15 年９月までの
１年間の出生数と死亡数は、死亡数が出生数

を 1,705 人上回り、6年連続して人口の自然
減となった。社会増減は、転出者数が転入者
数を 3,891 人上回り、転入者数は平成 6年を
ピークに減少が続くとともに、平成８年以降
転出が転入を上回る社会移動による人口減も
続いている。

（図表３参照）

図表 3　県人口の推移

ている。耕地面積は、都市化の進展や担い
手の減少等に伴い、平成 13 年で 36,800ha
と減少している。普通畑は、和歌山市、御
坊市等でまとまった団地があるものの平
坦地は少なく、また平坦地にあたる傾斜
1/100 未満の水田が主に河川流域に見られ
る。

⑵　林業
　県土の 77％を占める森林は、県土資源と
して大きな地位を占めており、ヒノキ、ス

３　産業

⑴　農業
　本県の農業は立地条件を生かした果樹、
野菜、花きを主体に営まれている。果樹は
粗生産額が全国第１位であり、味一みかん
等の高品質果実の生産に取り組んでいるほ
か、梅は健康食品として評価が高まり、紀
南地域を中心として生産量を飛躍的に伸ば
している。野菜は、冬季温暖な条件を生か
し冬春野菜を中心に生産されている。
　花きは、海岸地帯で洋花を中心とした施
設栽培、中山間で花木などの栽培が行われ

２　人口　　　３　産業
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（和歌山県統計情報館（http://www.pref.wakayama.lg.jp/pgefg/020300/wtoukei.htm）
の「推計人口」→「地域別人口」に郡市別の人口推移を掲載しています）
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ギの人工林資源の醸成が進んでいるが、間
伐等の森林整備を必要とする森林が未だ多
数存在する。天然林、広葉樹林は、紀州備長
炭原木林等として利用されているが、近年
では優秀な緑資源である環境財として関心
が高まっている。

⑶　水産業
　本県の海面は、良好な漁場が形成されて
いる反面、黒潮の離接岸に強い影響を受け
ている。瀬戸内海では底びき網漁業、船び
き網漁業等、太平洋では、まき網漁業、刺
網漁業や魚類養殖業、遠洋・近海かつおま
ぐろ業等が行われており、タチウオ、シラス、
アジ、サバ、カツオ、マグロ、イセエビ等
が漁獲されているほか、マダイ、ブリ等が
養殖されている。また、内水面では紀の川
から熊野川まで豊かな清流と資源に恵まれ、
その流域で主にアユが養殖されている。こ
のような状況下で、近年の水産業は、資源
の減少、輸入水産物の増加等により依然厳
しい状況下にある。

⑷　工業
　平成 14年における本県製造業（従業者４
人以上の事業所）の事業所数は 2,659 事業
所、従業者数は 55,276 人、製造品出荷額等

は２兆 535 億円となっているが、事業所数、
従業者数は長期的な漸減傾向にある。本県
の工業構造は、素材型産業が大きな割合を
占め、業種構造の多様性に欠けていること
から、不況に対する抵抗力は少なくなって
いる面がある。加工段階別に見ると、製造
品出荷額等では、素材系、繊維系、木材系
統の中間財の占める比率が高く、また付加
価値率は全国平均よりも低いのが現状であ
る。

⑸　商業、サービス業・物流関連産業
　平成 14 年における本県の商業は、商店
数 17,258 店（卸売業 2,860 店、小売業
14,398 店）、従業員数は 89,961 人（卸売業
20,935 人、小売業 69,026 人）年間商品販
売額は、1兆 9,522 億円（卸売業 9,850 億円、
小売業 9,673 億円）となっている。平成 11
年から 14 年にかけて商店数は 1,525 店の
減少、従業員数は 1,599 人の減少、年間商
品販売額は 2,862 億円の減少となっており、
近年減少傾向が続いている。本県は地形が
南北に長く、集落が分散し、道路交通網の
整備が遅れたことから、零細規模の生業的
な家族経営の商店が多く、その業態は様々
となっている。

る県土利用の変化を見ると、農用地が減少し、
宅地が増加している。農用地はこの間 45 ㎢
（年平均 375 ヘクタール）の減少で、その大部
分は宅地、公共施設用地等へ転換されている。
宅地は核家族化の進行に伴う住宅地の拡大と
経済のソフト化、サービス化の進展による事
務所、店舗用地の増加等により 17㎢増加して
いる。

（図表４・図表５参照）

４　県土利用状況

　平成 14年度時点における県土面積は 4,726
㎢で、これを利用形態別にみると、森林面積
が 3,637 ㎢（77.0％）で県土に占める割合が
最も大きく、次いで農用地が 365 ㎢（7.7％）、
工業用地を含む宅地が 154 ㎢（3.3％）その他
（鉄道軌道用地、ゴルフ場用地、空港、港湾、
公園、遊園施設等）が 310 ㎢（6.6％）となっ
ている。平成２年から平成 14 年の間におけ

３　産業　　　４　県土利用状況
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５　道路交通

　県内の広域幹線道路網は、和歌山市と大阪
府を結ぶ国道 26号をはじめとして、海岸線に
沿って県土を半周する国道 42号、紀の川沿い
に奈良県に通じる国道 24号を幹線軸とし、県
内陸部を南北に縦断する国道 168 号、169 号、
371 号、424 号と、東西に横断する国道 311
号、370 号、425 号、480 号等の骨格路線で
構成されている。高規格幹線道路として、近
畿自動車道紀勢線は県内では一般有料道路区
間を含めて府県境から南部までの間が供用され
ており、引き続き延伸が図られている。また、
京奈和自動車道は、橋本市から和歌山市間全

線で事業が推進されている。
　関西国際空港は平成６年に開港し、現在２
本目の滑走路の整備を図る２期事業が進めら
れている。南紀白浜空港については平成８年
３月にジェット化空港として新たな施設によ
り開港し、定期就航路線としては、東京便が
１日 2～ 3往復就航している。
　鉄道、バス等の公共交通機関については、
大量輸送や定時性に優れ、環境に対する負荷
も比較的少ない等の特性を有しており、交通
手段として大きな役割を担っている。

図表４　土地利用の推移

※県土面積については国土地理院「全国都道府県市町村別面積調べ」による。

４　県土利用状況　　　５　道路交通

（単位：㎢）

平成２年 平成７年 平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
410 394 385 380 376 376 372 365
3,649 3,643 3,639 3,640 3,638 3,637 3,638 3,637

1 1 1 1 1 1 1 0
148 146 146 146 147 147 147 147
100 104 107 108 108 110 111 113
137 147 150 150 151 152 153 154

住 宅 地 81 85 89 89 90 91 92 93
工 業 用 地 19 20 19 19 20 18 18 18
その他の宅地 37 42 42 42 41 43 43 43

278 289 297 300 304 303 304 310
4,723 4,724 4,725 4,725 4,725 4,726 4,726 4,726

区 分
農 用 地
森 林

合 計
そ の 他

宅 地
道 路

水 面 ・ 河 川 ・ 水 路
原 野

森林
3,637k㎡

農用地
365k㎡

その他
310k㎡

宅地
154k㎡道路

113k㎡

水面・水路他
147k㎡

県土面積4,726k㎡

図表５　平成 14年度土地利用状況
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　本県の環境の状況を振り返ると、昭和 30年
代から昭和 40年代にかけての経済の高度成長
とそれに伴う人口の都市部への集中等により、
北部臨海工業地域を中心に大気汚染や水質汚
染などの＊公害問題が引き起こされてきた。こ
のような状況に対応するため、県公害防止条
例（昭和 41 年）や公害対策基本法（昭和 42
年）の制定をはじめ、公害関係法令や行政組
織が整備されるとともに住民、企業、行政が
一体となって公害防止に取り組んだことによ
り、昭和 40年代後半から公害問題も大幅に改
善され、近年は総体的には良好な状況で推移
している。しかしながら、都市化の進展や生
活様式の変化等を背景として、生活排水など
による都市内河川の水質汚濁や自動車交通騒
音など、一部の地域においては依然として改
善を要する状況にある。また、最近の傾向と
して、典型７公害以外の環境に関わる問題が
相当数発生しており、とりわけ廃棄物につい
ては、減量化、再資源化、＊最終処分場の確保
などが重要な課題となっている。一方、本県
は豊かな自然に恵まれており、自然環境保全
法、自然公園法、鳥獣の保護及び狩猟の適正
化に関する法律等によりその適正な保全と活
用が計られてきているが、自然公園区域等に
ついては利用形態の変化などに対応した見直
しが進められている。また、生活水準の向上
や余暇時間の増加に伴って県民の環境に対す

るニーズはより多様化してきており、自然と
のふれあい、快適な環境づくり、環境保全の
ための啓発、環境教育などが重要となってい
る。さらに、近年、二酸化炭素の増加による
地球温暖化や、フロンによるオゾン層の破壊
等、＊地球的規模の環境問題が人類の共通課題
として認識されるようになり、平成４年６月
にブラジルで「＊地球サミット」が開催され、
21 世紀に向けた人類の行動計画である「＊ア
ジェンダ 21」などが採択され、世界各国で地
球環境を守るための取り組みが進められてい
る。特に、地球温暖化問題の取り組みについ
ては、平成９年 12 月に開催された「＊地球温
暖化防止京都会議」で各国の具体的な目標が
設定された。このような状況のなかで、今後
のわが国の環境政策の枠組みを示すものとし
て、平成５年 11月に「環境基本法」が制定され、
また、平成６年 12 月に「環境基本計画」が
定められ、これに沿って各般の施策が進めら
れるとともに、地球温暖化問題については平
成 10 年 10 月に「地球温暖化対策推進に関す
る法律」が公布される等の法整備が行われた。
本県においても、こうした国の動向や地球の
環境状況を踏まえ、平成９年 10月に「和歌山
県環境基本条例」を制定するとともに、平成
12年１月には、環境の保全に関する施策の総
合的計画的な推進を図るため「和歌山県環境
基本計画」を策定した。

第２章　環境の現状と対策の概要

第１節　自然環境の現状と対策

１　自然環境

⑴　自然環境の現状
本県には、温暖多雨な気候や複雑な地形
等により、多種多様な動植物が見られる。
北部を東西に流れる紀の川は水量豊富で流
域に広い沖積平野を作っているが、その他
の河川は、山が海に迫り、その山間を蛇行
して海に注いでいるため、流域の平野は比
較的小さい。海岸線は急峻な山々を背景と
して約 600 ㎞におよび、隆起性海岸で海岸
段丘や海蝕台地もあり、江須崎のスダジイ

林やウバメガシ群落等、優れた海岸植生も
見られ、豊かな自然景観を呈している。山
岳地帯はスギ・ヒノキの植林地が多くを占
めているが、護摩壇山のブナ林、城ヶ森山
のツガ林（亀谷原生林）、大塔山系の原生林
など、優れた自然林も残されており、環境
保全に重要な役割を果たしている。
野生動物については、豊富な種類と数多
くの個体を有している。特に昆虫類では、
北方系・南方系のものが入り交じり、また

公害
　公害とは、事業活動その他
の人の活動に伴って生ずる相
当範囲にわたる大気汚染、水
質汚濁、土壌の汚染、騒音、
振動、地盤の沈下及び悪臭に
よって人の健康又は生活環境
に係る被害が生ずることをい
う。

最終処分場
　一般廃棄物及び産業廃棄物
を埋立て処分するために必要
な場所及び施設・設備の総体
をいう。産業廃棄物処分場に
は、安定型（廃プラスティッ
ク等）、管理型（汚泥等）、しゃ
断型（有害物質を含む廃棄物）
がある。

地球環境問題
　被害、影響が一国内にとど
まらず、国境を越え、ひいて
は地球規模にまで広がる環境
問題や、我が国のような先進
国も含めた、国際的な取組が
必要とされる開発途上国を中
心とした環境問題のことで、
具体的には次のような問題が
ある。
　①オゾン層の破壊、②地球
の温暖化、③酸性雨、④有害
廃棄物の越境移動、⑤海洋汚
染、⑥野生生物の種の減少、
⑦熱帯林の減少、⑧砂漠化、
⑨開発途上国の公害問題

地球サミット（開発と環境に
関する国連会議）
　1992 年６月にブラジルの
リオデジャネイロで地球環境
の保全と持続可能な開発の実
現のための具体的方策を得る
ことを目的に、各国元首、首
脳が参加して開催された。主
要な成果は次の通りである。
①開発と環境に関する国際的
な原則を確立するための「開
発と環境に関するリオ宣言」
の採択、② 21 世紀に向けて
の具体的な行動計画「アジェ
ンダ 21」の採択、③森林の多
様な機能の保持と利用を行う
ための原則をうたった「森林
原則声明」の採択、④「気候
変動に関する国際連合枠組み
条約」への署名、⑤「生物多
様性に関する条約」への署名

アジェンダ 21
　環境と開発に関する国連会
議において採択された行動計
画。「環境と開発に関するリオ
宣言」で定められた行動原則
を実行するため、21世紀に向
けての行動計画を具体的に示
したもの。「社会的、経済的要
素」、「開発のための資源の保
全と管理」、「主要な社会構成
員の役割の強化」、「実施手段」
の４部で構成されている。

地球温暖化防止京都会議
（COP3）
　平成９年 12 月に京都市で
開催された「気候変動に関す
る国際連合枠組み条約第３回
締結国会議」のことで、この
会議において先進国における
温室効果ガス排出削減目標な
どを定めた「京都議定書」を
採択した。

第１節　自然環境の現状と対策
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多くの亜熱帯性の昆虫を多数産しているのが
本県の昆虫相の大きな特徴である。爬虫類で
は、千里の浜（南部町）が本州で最大のアカ
ウミガメの産卵地として知られている。鳥類
では、2003 年１月１日現在で 345 種の野鳥
が確認されている。また、哺乳類では、ツキ
ノワグマ等の希少動物が生息している。

⑵　自然環境の対策
　本県の持つ豊かな自然環境については、瀬
戸内海及び吉野熊野の２国立公園、高野龍神
及び金剛生駒紀泉の２国定公園、10 県立自
然公園、７か所の県自然環境保全地域のほか、
鳥獣保護区の指定を行って、その保全・保護
に努めている。また、近年のアウトドアブー
ムに見られる、身近な自然にふれあうという
自然志向の高まりに対応するために、自然公
園施設や長距離自然歩道の整備充実等を行っ
て、自然体験の場の提供を図っている。
　野生鳥獣については、生息地の減少、個
体数の減少している種、地域個体群の維持が
危ぶまれている種がある一方、農林水産物へ
の食害などの被害の問題が生じてきているた
め、その保護に努めると同時に、適正管理を
図っている。こうした中で、貴重な自然環境
を適正に保全しつつ、地域の特性を生かして
積極的に活用することが重要であり、そのた
めには、県民ひとりひとりの自然環境に対す
る意識の高揚を図るとともに、＊ＮＰＯやボ
ランティア等の民間の活力を導入した施策を

進めていくことが求められている。

２　森林環境
⑴　森林環境の現状
　本県の森林面積は、363,707 ヘクタール
（平成 16年４月現在）で県土面積の 77％を
占め、このうち民有林人工林率は、61％で
ある。森林は県土最大の緑資源であり、木材
等の林産物を供給するとともに、国土の保全、
水資源のかん養、保健休養の場の提供、自然
環境の保全・形成等公益的機能を有しており、
県民生活と深い関わりを持っている。
⑵　森林環境の対策
　最近の森林及び緑に対する県民の要請が、
ますます高まり、また、多様化かつ高度化
してきているため、その機能が高度に発揮さ
れるよう、森林を適正に管理し、これらの要
請に応える森林の整備を推進することが重要
な課題となっている。特に今日、地球上から
急速に森林が減少していることから、全世界
的に緑の育成と森林の保全に努める必要があ
り、本県においても、森林の適正な管理、利
用及び保全等にいっそう努める必要がある。
　また、二酸化炭素吸収源として森林の果た
す役割が大きな注目を浴びており、森林は我
が国全体、地球全体にとって大きな意味があ
る地球的な資産であり、森林を抱える地域は、
森林の適正な管理や木材の積極的な利用を通
じて地球温暖化防止に貢献していく必要があ
る。

第２節　公害の現状と対策

１　大気環境

　大気汚染とは、工場・事業場における事業
活動に伴って発生するばい煙や自動車などか
ら排出される汚染物質及び＊光化学オキシダン
トなどの二次汚染物質によって空気が汚れ、
人の健康や生活環境に被害を及ぼすような状
態をいう。
⑴　大気環境の現状
　　大気汚染の原因となる物質には、二酸化
いおう、窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化
窒素）、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、粉じん、
光化学オキシダント、炭化水素などがある。
このうち、人の健康を保護し生活環境を保

全する上で維持することが望ましい基準と
して、これまでに二酸化いおう、一酸化炭素、
浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二
酸化窒素について、＊環境基準が設定されて
いる。

資料編４－１（P.131）
　この評価には、長期的評価、短期的評価
及び９８％値評価があり、環境基準の適合
状況で大気汚染を評価している。　

資料編４－２（P.131)
　県内の平成 15年度における大気汚染常時
監視測定の結果は、前年度と比べて各地点
ともほぼ横ばいの傾向で推移し、概ね良好
な大気環境が保たれている。主な汚染物質

ＮＰＯ（Non-Profi t
 Organization）
　「民間非営利団体」と翻訳さ
れる。広義には営利を目的と
しない民間組織は全てＮＰＯ
であるが、一般的には公益的
活動を行う非営利・非政府の
民間組織を指す。
ＮＧＯ（Non-Governmental 
Organization）とほぼ同義で
あるが、ＮＰＯのうち主に国
際的な活動を行う組織を特に
ＮＧＯと呼ぶこともある。

光化学オキシダント（Ｏｘ）
　大気中の窒素酸化物や炭化
水素等が太陽の紫外線により
光化学反応を起こして発生す
る二次汚染物質で、オゾン、
ＰＡＮ（パーオキシアセチル
ナイトレート）など酸化物質
の総称をいう。光化学オキシ
ダントは、日射量の多い夏季
に発生しやすく、目や喉を刺
激したり、農作物に被害をお
よぼしたりすることがある。

環境基準
　公害対策基本法は「環境基
準は、環境基本法の中で大気
の汚染、水質の汚濁、土壌の
汚染及び騒音に係る環境上の
条件について、それぞれ、人
の健康を保護し、及び生活環
境を保全する上で維持される
ことが望ましい基準」と定め
られている。

第２節　公害の現状と対策
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である二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化
炭素及び浮遊粒子状物質については、すべ
ての測定局において環境基準に適合してい
る。光化学オキシダントについては、全て
の測定局で環境基準を超えた時間がある。
また、光化学オキシダント（スモッグ）の
緊急時の措置については、予報の発令が 4
回あり、注意報の発令はなかった。有害大
気汚染物質については、ベンゼン、テトラ
クロロエチレン、トリクロロエチレン及び
ジクロロメタンはすべての測定地点で環境
基準以下であり、他の物質も低濃度となっ
ている。また＊ダイオキシン類についても環
境基準を満足している。

（図表６参照）
⑵　大気環境の対策
　大気汚染を防止するために、工場・事業
場からの大気汚染物質の排出に対して、大
気汚染防止法や県公害防止条例に基づき、

排出濃度の規制や指導を行っている。大気
汚染状況を迅速に把握するため大気汚染常
時監視体制（＊テレメーターシステム）によ
り、気象も含めた大気汚染物質を測定する
とともに大規模工場・事業場からの * いおう
酸化物等の排出量を監視している。自動車
排出ガスについては、大気汚染防止法で「自
動車排出ガスの量の許容限度」が定められ
ており、道路運送車両法により個々の車両
が規制されている。なお、継続的に摂取さ
れる場合には人の健康をそこなうおそれが
あるとして、大気汚染防止法で位置づけら
れた有害大気汚染物質のうち、ベンゼン等
３物質が指定物質とされ、それぞれ排出抑
制基準が定められている。また、ダイオキ
シン類については、平成 12年１月にダイオ
キシン類対策特別措置法が施行され排出基
準が定められたため、現在同法に基づき規
制を行っているところである。

第２節　公害の現状と対策

図表６　大気環境測定結果

二酸化いおう濃度の推移（日平均値の２％除外値） 浮遊粒子状物質濃度の推移（日平均値の２％除外値）

二酸化窒素濃度の推移（日平均値の 98％値） 一酸化炭素濃度の推移（日平均値の２％除外値）

ダイオキシン類
　物の燃焼過程で非意図的に
生成される物質で、ポリ塩化
ジベンゾパラジオキシン（Ｐ
ＣＤＤ）、ポリ塩化ジベンゾフ
ラン（ＰＣＤＦ）及びコプラ
ナーポリ塩化ビフェニル（コ
プラナーＰＣＢ）の総称を
いう。ＰＣＤＤは 75 種類、
ＰＣＤＦは 135 種類、コブラ
ナー PCB は 10 数種類の仲間
（うち毒性があるとみなされて
いるのは 29種類）がある。

テレメーター・システム
　無線又は有線回路により遠
隔地の測定局のデータを中央
監視局で一元的に収集するも
ので、通信回線とコンピュー
タとの組み合わせによりシス
テム化される。広域にわたる
大気の汚染状況の常時監視・
測定などに用いられている。

いおう酸化物（ＳＯＸ）
　いおう酸化物は、二酸化い
おう（ＳＯ２亜硫酸ガス）、三
酸化いおう（ＳＯ３無水硫黄）
などのいおう酸化物の総称で
ある。
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２　水環境

　水質汚濁とは、工場・事業場、家庭等から
排出される汚水によって、河川や海域の水質
が悪化したり水底の土砂が汚染される現象を
いう。一般に河川や海域には汚れをきれいに
する自然の働きがあるが、汚れがひどくなる
につれ、この * 自浄作用が働かなくなる。水
質汚濁が進行すると、農業や漁業等に被害を
もたらすばかりではなく、人の健康にまで影
響を及ぼす場合がある。
⑴　水環境の現状
　平成１５年度の河川の水質測定結果は、
*健康項目のうち、和歌川（旭橋）でふっ素
が、山田川（海南大橋）、有本川（若宮橋）、
真田堀川（甫斉橋）、和歌川（海草橋・旭橋）、
和田川（新橋）、市堀川（住吉橋）及び土入
川（河合橋・土入橋）でほう素が環境基準
を達成できなかった。
　*生活環境項目については、*ＢＯＤ（生
物化学的酸素要求量）については、３４環
境基準点のうち２９地点で環境基準を達成
し、その達成率は８５％となっている。
　環境基準を達成できなかったのは、南部
川（古川橋）、和歌山市が測定を行っている
大門川（伊勢橋）、和田川（新橋）及び土入
川（河合橋・土入橋）の５地点である。
　海域の水質測定結果は、*ＣＯＤ（化学的
酸素要求量）については、環境基準の類型
をあてはめている水域の環境基準達成率状
況は３６環境基準点のうち３５地点で環境
基準を達成し、その達成率は９７％となっ
ている。
　環境基準を達成できなかったのは、下津
初島海域の１地点である。
　水の *富栄養化を表す指標である全窒素・
全りんについては、環境基準の類型をあて
はめている５水域全てで環境基準を達成し
ている。
　地下水の水質測定は、地域の全体的な地下
水の概況を把握するための調査（概況調査）
を国土交通省近畿地方整備局が１地点、県が
１００地点、和歌山市が３０地点で行った。
　また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の汚染
の継続的な監視のための経年的な調査（定期
モニタリング調査）を県が８地点で行った。
　概況調査結果は、砒素について和歌山市

の調査地点で１地点が、硝酸性窒素及び亜
硝酸性窒素について県の調査地点で７地点、
和歌山市の調査地点で３地点が、ふっ素に
ついて県の調査地点で１地点がそれぞれ環
境基準を超過した。
　また、定期モニタリング調査結果は、４
地点で環境基準を超過した。

資料編 5－ 36（P.264）
資料編５－ 37（P.266）

⑵　水環境の対策

　* 公共用水域及び地下水の水質について
は、定期的に測定を実施し、環境基準の達
成状況等を監視している。工場・事業場か
らの汚濁対策については、水質汚濁防止法
に基づく排水規制を実施し、必要に応じて
改善指導を行っている。家庭から流される
*生活排水のうち、し尿を除く生活排水は未
処理のものが多く、水質汚濁の主な要因と
なっていることから、現在、和歌山市及び
田辺市（会津川に係る地域）を水質汚濁防
止法に基づく*生活排水対策重点地域に指定
するなど生活排水対策の推進を図っている。

３　騒音・振動公害

　騒音とは、「好ましくない音」、「ない方がよ
い音」の総称で、人に心理的・生理的な影響
をもたらす。振動は、「人為的な揺れ」で、騒
音と同じく人に心理的・生理的な影響を与え
るものであるが、騒音・振動とも好みや感じ
方に個人差があることから感覚公害と呼ばれ
ている。
⑴　騒音・振動公害の現状
　騒音・振動の発生源は、工場・事業場、
建設作業、道路交通のほか、深夜営業の飲
食店等多岐にわたっている。騒音に係る環
境基準については、環境基準をあてはめて
いる和歌山市と海南市で実施した環境騒音
測定の結果、測定地点における環境基準の
達成率は一般地域、道路に面する地域とも
良好な結果になっている。なお、道路に面
する地域については、＊地理情報システム（Ｇ
ＩＳ）の活用により、道路に面する地域内
のすべての住居等のうち、環境基準を超過
した戸数及び超過する割合を推計している。
工場等において発生する騒音・振動につい
ては、県条例に基づく届出工場及び公害防

自浄作用
　河川などに汚濁物質が流入
しても、時間が経つと汚濁物
質量が減少し、もとの状態に
もどる。これは、水中生物によ
り有機物が分解されたり、汚濁
物質が沈殿したり、希釈拡散し
たりすることによるものである
が、このような水自身の持って
いる浄化作用を自浄作用という。

健康項目
　水質汚濁に係る環境基準のう
ち、人の健康の保護に関する項
目で、カドミウム、全シアンな
ど26項目が定められている。

生活環境項目
　水質汚濁に係る環境基準で、
生活環境を保全するうえで維
持することが望ましい基準と
して設定された項目である。
これには、pH、BOD、COD等
9項目あり、基準値は、河川、
湖沼、海域別に、水道、水産、
工業用水等の利用目的に適応
した類型によって項目ごとに
定められている。

BOD
　B i o c h em i c a l  O x y g e n  
Demand の略。河川等の汚れ
の度合いを示す水中の汚染物質
（有機物）が微生物によって無機
化あるいはガス化するときに必
要とされる酸素量から求める。
単位はmg／1で表す。この数
値が大きいほど水中の汚濁物質
の量が多いことを示している。
環境基準では、河川の汚濁指
標として採用されている。

COD
　Chemical Oxygen Demand 
の略。河川や海水の汚れの度
合いを示す指標である。水中
の有機物などの汚濁源となる
物質を、通常、過マンガン酸
カリウム等の酸化剤で酸化す
るときに消費される酸素量を
mg／ 1で表したものであり、
数値が大きいぼど水中の汚濁
物質の畳も多いということを
示している。
環境基準では、海域及び湖沼
の汚濁指標として採用されて
いる。

富栄養化
　水の出入の少ない閉鎖性水
域では、工場排水、家庭排水、
農業排水などにより、水中の
栄養塩類である窒素、りんな
どが増えると藻類やプランク
トンなどが太陽光線を受けて
爆発的に増殖し、腐敗過程で
さらに水中に窒素やりんが放
出され、次第に栄養塩が蓄積
される現象のことである。

公共用水域
　水質汚濁防止法で、「「公共
用水域」とは、河川、湖沼、港湾、
沿岸海域その他公共の用に供
される水域及びこれに接続す
る公共溝渠、かんがい用水路
その他公共の用に供される水
路（下水道法第二条第三号及
び第四号に規定する公共下水
道及び流域下水道であって、
同条第六号に規定する終末処
理場を設置しているもの（そ
の流域下水道に接続する公共
下水道を含む。）を除く。）を
いう。」と定義している。

生活排水
　「し尿排水」と「日常生活に
伴って排出される台所、洗濯、
風呂等からの排水（生活雑排
水）」とをいう。生活排水の 1
日1人当たりのBOD負荷量は、
し尿排水が約 30％生活雑排水
が約 70％である。

生活排水対策重点地域
　水質環境基準が達成されて
いない水域等で、生活排水によ
る水質汚濁を防止するため、生
活排水対策の実施を推進するこ
とが特に必要であるとして、知
事が指定した地域をいう。

地理情報システム（GIS）
　電子地図上の仮想空間に地球
上の位置と明確に関連づけられ
た様々なデータ（建物・道路・
交通量・降雨量など）やデー
タの状態や特性などの属性情報
（建物の建築年月日等）を表現し、
それらのデータについて、分析、
測定、シュミレーション等を行
うシステム。

第２節　公害の現状と対策
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WECPNL
 W e i g h t e d  E q u i v a l e n t  
Continuous Perceived Noise 
Level（加重等価感覚騒音レベ
ル）の略。航空機騒音の評価
単位として、騒音の継続時間、
飛行時間帯、一日の飛行回数、
騒音の大きさを組み合わせた
もの。音の大きさを表す単位
としてはデシベルが用いられ
るが、これは音の大きさを示
すだけで心理的・感覚的な不
快感、うるささは表現できな
い。このため空港周辺での「や
かましさ」の国際単位として
ICAO（国際民間航空機関）が
定めたもので国際的に使われ
ている。

止協定工場に対し、立入検査を実施した結
果、８割の事業所において、排出基準を満
足していた。自動車交通振動については、
和歌山市が市内２２地点で振動測定を行っ
たところ、すべての地点において要請限度
値を下回っていた。また、南紀白浜空港の
航空機騒音については、白浜町白浜と安久
川、関西国際空港の航空騒音については和
歌山市深山と加太及び日高町久志において
実態調査を実施した結果、環境基準の類型
指定は行っていないが、環境基準値の 70
＊WECPNL を下回っていた。

⑵ 　騒音・振動公害の対策
　環境基準の類型指定を行っている和歌山
市及び海南市において環境騒音の実態把握
を行い、環境基準の維持達成に努めるとと
もに、工場・事業場の騒音・振動については、
立入検査による排出基準の適合状況の確認、
指導を行っている。自動車騒音については、
沿道の騒音実態調査を行い、必要に応じて
関係行政機関と対策を協議している。航空
機騒音については、南紀白浜空港周辺の環
境を保全するため環境基準の類型指定の検
討をするとともに、関西国際空港について
は、周辺地域住民の生活環境に支障の及ぶ
ことのないよう「関西国際空港の環境監視
計画」に基づき航空機の騒音監視を行って
いく。

４　悪臭公害

　悪臭とは、人に不快感を与える臭いである
が、感知の程度に個人差があることから、騒音・
振動とともに感覚公害と呼ばれている。
⑴　悪臭公害の現状
　悪臭に関する苦情は例年数多く寄せられ、
その発生源も食品製造業、化学工業などの
工場のほか、最近特に、野外焼却に伴うも
のが増加している。悪臭防止法により和歌
山市、海南市、有田市及び下津町の全域を
規制地域に指定し、22 物質を悪臭物質とし
て規制基準を定めて規制を行っている。ま
た、同法の規制地域以外は、和歌山県公害
防止条例に基づく悪臭に係る特定施設を定
めて指導を行っている。

⑵　悪臭公害の対策
　悪臭防止法の改正により、平成８年度か
らは、メチルメルカプタン、硫化水素、硫
化メチル、二硫化メチルの悪臭物質につい
て、排出水中の悪臭濃度が新たに規制対象
に加えられた。また、従前から規制されて
いる悪臭物質の排出濃度による規制手法で
は十分な規制効果がみられない複合臭の対
策として、平成７年４月からは臭気指数（臭
覚測定法）による規制が導入され、物質濃
度規制か臭気指数規制かを選択できるよう
になった。敷地境界線における規制基準に
加え、平成 10年度には、排出口における規
制基準が、平成 13年４月からは排出水にお
ける規制基準が加えられた。

　廃棄物には、主に家庭から発生するごみや
し尿などの－般廃棄物と工場などの事業活動
に伴って発生する燃えがら、廃油、汚でい等
の産業廃棄物がある。一般廃棄物については
市町村の、産業廃棄物については事業者の責
任で処理することとなっている。

1　－般廃棄物

⑴　一般廃棄物の現状
　一般廃棄物のうち県内のし尿及び浄化槽
汚泥の収集量は平成 13年度で 1,443 ㎘／日

で、し尿処理施設等により処理されている。
　また県内のごみの総排出量は、平成 13年
度では 1,253t ／日で、前年度より約 1％の
増加となっている。ごみの減量化やリサイ
クルを推進するため 50市町村で分別収集を
行っている。し尿の海洋投入問題について
は、平成 13年度から海南海草環境衛生施設
組合（1市 3 町）が陸上処理を開始してお
り、施設改修に伴う暫定的措置等で残存し
ているが、順次、全面陸上処理になってい
くものと考えられる。また浄化槽について
は、浄化槽法及び建築基準法の改正により、

第３節　廃棄物の現状と対策
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図表７　ごみ処理量及び排出量の推移

ごみ処理量の推移（県総計） ごみ排出量及び、１人１日当たりごみ排出量の推移（県総計）

2　産業廃棄物

⑴　産業廃棄物の現状
　本県の産業廃棄物の発生量は、近年減少
傾向にある。これは、経済情勢が大きく影
響していると考えられるが、一方では、事
業者の発生抑制努力が進んできたためでも
あると考えられる。産業廃棄物処理施設の
状況を見ると、法改正による許可対象範囲
の拡大や、社会的な必要意識の高まりなど
から、処理施設の数は増加傾向にあるが、

燃えがら等の処分が可能な管理型最終処分
場は県内には設置されていない。
　また、産業廃棄物の公共関与処理につい
ては、平成 8年 7月に財団法人和歌山環境
保全公社の和歌山北港処分場が終了、大阪
湾広域臨海環境整備センターが運営する処
分場で実施されている。
⑵　産業廃棄物の対策
　平成12年6月に「廃棄物の減量化の推進」、
「公共関与による産業廃棄物処理施設の整備
の促進」、「廃棄物の適正処理のための規制
強化」を柱とする廃棄物の処理及び清掃に
関する法律の改正法が施行された。
　県では、法律の厳格な運用による産業廃
棄物の排出事業者及び処理業者に対する指
導並びに審査を徹底するとともに、関係機
関との連携を図りながら不法投棄等不適正
事案の未然防止のための監視を徹底し、産
業廃棄物処理業者の信頼性確保、処理施設
の信頼性確保を通じて産業廃棄物処理に対
する県民の信頼回復に努めている。

平成 13年度から新たに浄化槽を設置する場
合は、し尿と併せて生活排水も処理する浄
化槽が義務付けられ、今後、急速に生活排
水処理が進むものと考えられる。

（図表 7参照）

⑵　一般廃棄物の対策
　一般廃棄物の処理は、単に燃やして埋め
る処理体制から資源循環型の処理体制への
変換を図ることとしている。このため、ご
みの減量化、リサイクルの推進を図りなが
ら、ダイオキシン類の発生が少なく、安定
した燃焼が可能な全連続炉への転換、資源
化施設、最終処分場等についての広域的な
整備を促進することとしている。



環境影響評価（環境アセスメ
ント）
　開発事業の実施に際し、環
境にどのような影響を及ぼす
かについて、調査、予測をし
て評価を行い、さらにその結
果を公表して地域の人々の意
見を聴き、環境保全のための
対策をより十分なものとする
こと。

自然公園
　すぐれた自然の風景地の保
護とその利用を目的として指
定された公園で、国立公園、
国定公園及び都道府県立自然
公園がある。また、自然公園
の区域は、その風致景観の質
により特別地域と普通地域に
分けられ、開発にあたっては、
それぞれ許可及び届出が必要
である。

浮遊粒子状物質（SPM）・ベー
タ線吸収法
　大気中を浮遊する粒子状物
質のうち、粒径が 10 ミクロ
ン以下のものをいう。いおう
酸化物や窒素酸化物とともに
代表的な大気汚染物質のひと
つである。ベータ線吸収法に
よる測定法では、分粒装置の
付いた採取装置により試料大
気から 10 ミクロンを超える
粒子をカットした後、ベータ
線の吸収量が粒子の質量に比
例して増加することを利用し、
ろ紙上に捕集した浮遊粒子状
物質の量をもとめる。
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　今日の環境問題は、地球的規模から身近な問
題まで幅広く、社会経済構造や私たち一人ひと
りの生活のあり方に根ざす問題であり、その解
決のためには、社会経済システムや生活スタイ
ルそのものを見直し、環境保全型社会を目指し
ていくことが必要である。そのため近年の環境
問題の広がりも踏まえて、本県において、環境
の保全に関する基本的な理念を明らかにすると
ともに、県、市町村、事業者、県民の役割や環
境保全に関する基本的施策の枠組を示す「和歌
山県環境基本条例」を平成９年10月に制定し、
同条例に基づき、平成 12年１月に和歌山県環
境基本計画を策定した。
　また、環境基本法で施策の大きな柱の一つ
として位置付けられている＊環境影響評価の推
進に関しては、平成９年６月に「環境影響評
価法」が公布され、平成 11 年６月 12 日から
全面施行された。これは、環境影響評価の手

続等に明確な法的根拠を与えるとともに、環
境影響評価の手続きの早い段階から事後調査
にわたるまで、地方自治体や住民の関与の下、
実効性と弾力性のある手続きを進めようとす
るもので、開発事業等を行うに際して、環境
への悪影響を未然に防止し、持続可能な社会
を構築していく上で極めて重要である。さら
に、地球環境問題については、平成９年１２
月に内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化
対策推進本部が設置され、同推進本部は平成
１０年６月に「地球温暖化対策推進大綱」を
決定した。また、同年１０月には「地球温暖
化対策の推進に関する法律」が成立したこと
により、法に基づく温室効果ガスの排出抑制
のための措置が講じられることとなった。そ
の後、平成 14年３月に「地球温暖化対策推進
大綱」が見直さた。

１　自然環境の保全

２　大気環境の保全

　近年、景観や自然環境の保全に対する認識
が高まり、また心身のリフレッシュを身近な
自然とのふれあいの中に求める人々が増加し
てきている。こうした中で、残された貴重な
自然環境を適切に保全するとともに、多種多
様な自然体験の場として活用する必要がある。
　＊自然公園については、法令に基づく適正な
保全・管理を行うこと、利用施設の整備充実
を図ること、社会情勢や周辺環境等の変化に
応じた公園区域及び公園計画の見直しを行う

ことが課題となっている。里山や水辺など身
近な自然環境については、その保全、さらに
は復元を図り、その持つ機能を積極的に活用
することが重要である。これら自然環境と歴
史・文化・風土等を一体のものとして、それ
らに触れ、自然保護に対する意識を高めるこ
とを目的とした長距離自然歩道の整備を行っ
ている。野生動植物については、その生息状
況等について調査・研究を行い、生息環境の
保全とその適正管理を図る必要がある。

　大気汚染物質のうち光化学オキシダントが
全局で環境基準を超えており、今後も常時監
視を行っていく必要がある。工場・事業場へは、
立入調査や公害監視パトロールを通して、指
導等を行うとともに、未規制の有害大気汚染
物質について、環境濃度や排出状況の実態の
把握を行い、排出抑制等の指導を行う必要が
ある。特に、ダイオキシン類については、環

境基準及び排出基準が設定されたため、常時
監視を実施していくとともに廃棄物焼却炉等
の排出基準の遵守を指導していく必要がある。
　自動車交通に起因する大気汚染について
は、国により窒素酸化物、炭化水素、＊浮遊粒
子状物質等の排出ガスの規制の他に自動車燃
料の品質の許容限度の設定等段階的に強化さ
れているが、依然として大都市地域では問題
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となっており、本県においても自動車保有台
数や交通量の増加による影響が懸念されるた
め、特に交通量の多い幹線道路沿いでは注意
していく必要がある。
　地球的規模で問題になっている二酸化炭素
等の排出分析等の研究を継続しているが広域

的に取り組む必要がある。また、二酸化炭素
等の排出の増加に伴う地球温暖化に対し、省
エネルギー対策の推進を図るとともに、クリー
ンエネルギーへの燃料転換等を進め、ライフ
スタイルを見直していく必要がある。

　公共用水域及び地下水の水質については、
河川の健康項目の一部及び地下水の環境基準
項目の一部で環境基準が達成されていない状
況であり、今後とも監視を続けていく。工場・
事業場から排出される排水については、立入
調査等を実施し、*排水基準及び総量規制基準
等の順守状況を監視するとともに、必要に応
じ、排水処理施設の維持管理等を指導してい
く。生活排水については、水質汚濁の主な要
因の一つであり、また、水質汚濁防止法にお
いて、国、地方公共団体及び国民の責務等が
明確化されていることから、今後とも法律の
趣旨に沿って、計画的な生活排水対策の推進

を図っていく。
　ゴルフ場で使用される農薬については、環
境省から示された「ゴルフ場で使用される農
薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」
を踏まえ、県内のゴルフ場の排水調査を行っ
ていく。
　ダイオキシン類については、環境基準が設
定された公共用水域及び地下水の監視を続け
ていく。また、多種多様な化学物質の生産の
拡大及び使用の普及による公共用水域の汚染
を防止し、県民の健康を確保するため、工場・
事業場に対する基準順守の指導等を図ってい
く。

　騒音・振動の問題は生活環境を保全するう
えで地域周辺の土地利用状況と密接な関係が
あることから、騒音規制法及び振動規制法の
地域指定は都市計画法に基づく用途地域の設
定状況に併せて行っている。環境騒音につい
ては、和歌山市及び海南市に環境基準を適用
して監視を行っているが、一般の地域及び道
路に面する地域とも、環境基準の達成率は高
い水準を保っている。さらに、地理情報シス
テム（ＧＩＳ）の活用により面的評価を行い、
道路沿道の住居等における環境基準の達成状
況の推定を行った。また、騒音規制法第 17条
第１項の規定に基づく指定地域内における自
動車騒音の限度（要請限度）を定める環境省
令が改正され、平成 12 年４月１日から施行
されている。平成 11年４月１日施行の騒音に
係る新環境基準と同様、新要請限度は、基準
の評価を＊騒音レベルの＊中央値（Ｌ 50）から
＊等価騒音（ＬＡ eq）に変更されたものであり、

併せて、地域の類型区分及び時間の区分も見
直されている。今後、新環境基準及び新要請
限度値の達成に向けて総合的な対策の推進が
望まれている。航空機騒音については、関西国
際空港の運用に伴い、「関西国際空港の環境監
視計画」に基づき定期的に航空機の騒音監視
を行っている。
　悪臭については、その発生形態が変化して
きており、複合臭が原因となる苦情もみられ
ることから、悪臭防止法が改正され、従来か
ら規制している物質の臭気濃度に加えて臭気
指数（嗅覚測定法）規制が導入された。平成
７年度には、敷地境界線における規制基準、
平成 10年度には、排出口における規制基準が
設定されており、平成 13年４月には、排出水
における規制基準が設定された。今後、規制
区域の設定について検討を行っていく。　

３　水環境の保全

４　騒音・振動・悪臭公害対策

３　水環境の保全　　　４　騒音・振動・悪臭公害対策12

騒音レベル（Noise level）
　騒音レベルとは、騒音計を
用いて得られる騒音の大きさ
であり、単位は dB（Ａ）を用
いる。騒音規制法における騒
音の測定は、計量法第 71 条
の条件に合格した騒音計で、
周波数補正回路Ａ特性を用い、
音圧レベルを人間の聞こえ方
に合うように補正してもとめ
る。

中央値（Ｌ 50）
　街路騒音のように大きさが
不規則に変動する場合の騒音
レベルの表現の一つで、中央
値は、その値より大きい音が
出ている時間と、小さい音が
出ている時間が等しいことを
意味する。騒音レベルの瞬時
値を多数回測定し累積度数曲
線を作成する場合、累積度数
50％に相当する値をいう。

等価騒音レベル（ＬＡ eq）
　一定の時間内に測定された
騒音をエネルギー量として平
均し、その平均値から音の大
きさ（デシベル）を求めた値
であり騒音の評価手法として
国際的に用いられている。

排水基準
　排水基準は、水質汚濁防止
法及び県条例に規定されてい
る工場・事業場からの排水の
規制を行うための基準であり、
カドミウムなどの有害物質や
BODなどの生活環境項目ごと
に定められている。



５　廃棄物対策　　　６　地球環境問題

⑴　一般廃棄物対策
　近年、県民生活の多様化・経済活動の
活発化等に伴い、大量生産、大量消費、大
量廃棄が日常の生活に定着し、ごみ処理費
用の増加や処分場の確保はいっそう困難に
なっている。また、焼却により非意図的に
発生するダイオキシン問題も重要な課題で
ある。このため、廃棄物の発生抑制や再資
源化、適正処理が重要であり、生産、流通、
消費、廃棄のあらゆる段階において、ごみ
の減量化・リサイクルに努め、循環を基調
とする経済社会を構築することが緊急の課
題となっている。
⑵　産業廃棄物対策
　産業廃棄物は、事業活動に伴い不可避的
に発生するものであり、排出事業者自らが

発生量の抑制とリサイクル等有効利用に努
めるとともに、排出事業者の責任において
適正に処理・処分することが必要である。
しかし、環境への影響を危惧する住民の理
解が得られないことなどにより、中間処理
施設や最終処分場の確保が困難な状況にあ
る。県民の生活環境の保全と公衆衛生の向
上及び継続的な県経済の発展を図るために
は、適切な廃棄物の処理体制の確立が緊急
の課題となっている。なお、県外から多量
に搬入される産業廃棄物により、最終処分
場周辺地域の住民とのトラブルが発生した
ことから、「和歌山県産業廃棄物の越境移動
に関する指導要綱」を策定し、県外からの
搬入を規制している。

　私たちが生きている地球は、人類の誕生以
来私たちを育み、その発展を支えてきた。し
かし、先進国を中心とする経済活動の拡大と
それに伴う資源やエネルギーの膨大な消費、
森林の伐採や開発、また開発途上国における
貧困と人口の急増・都市集中などにより、人
類共通の「ふるさと」である地球の環境はそ
こなわれてきている。地球環境問題は、人類
の生存と他の生物との共存に関する重大な問
題となっている。地球環境問題とは、影響が
国内に止まらず、国境を越えてもたらされる
環境問題や、先進国も含めた国際的な取組が
必要とされる開発途上国の問題で、次に掲げ
る９つがある。

　①オゾン層の破壊
　②地球の温暖化
　③酸性雨
　④海洋汚染
　⑤有害廃棄物の国境移動
　⑥森林（熱帯林）の減少
　⑦開発途上国の環境問題
　⑧砂漠化

　⑨生物多様性の減少

（図表 8参照）　
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６　地球環境問題

５　廃棄物対策
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図表８　地球環境問題と人間活動の相互作用

６　地球環境問題

熊野古道からの雲海
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第１節　環境基本法及び環境基本条例

第２節　環境基本計画

１　環境基本法

　環境基本法は、今後の国の環境保全の基本
的理念とこれに基づく基本的施策の総合的な
枠組を示す基本的な法律として、平成５年 11
月に公布・施行された。その内容は、「環境の
恵沢の享受と承継」、「環境への負荷の少ない
持続的発展が可能な社会の構築」、「国際的な
協調による地域環境保全の積極的推進」を基
本理念とし、環境の保全に関する施策を総合
的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民
の健康で文化的な生活の確保に寄与するとと
もに、人類の福祉に貢献することを目的とし
ている。主な施策等としては、＊環境の日（６
月５日）の制定、環境基本計画の策定、環境
影響評価の推進、環境への負荷の低減に資す
る製品等の利用の促進、環境の保全に関する
教育・学習の振興、地球環境保全に関する国

　

際協力等が唱われている。

２　和歌山県環境基本条例

　本県では、都市・生活型環境問題や地球環
境問題、良好な自然環境や快適環境に対する
県民二一ズに適切に応えるため、平成９年 10
月に「和歌山県環境基本条例」を制定し、行政、
事業者、県民のそれぞれの責務と環境施策の
基本的な方向を明らかにした。この条例では
「本県の恵み豊かな環境の確保と次世代への承
継」、「自然と人間との共生の確保」、「環境保
全へ自主的・積極的な取り組み」、「地球環境
保全の積極的な推進」の４つを基本理念と定
めている。

環境の日
　昭和 47 年６月ストックホ
ルムで開かれた国連環境会議
を記念して毎年６月５日を「世
界環境デー」と定めることが
同年 12月の第 27回国連総会
において決議された。わが国
においては、環境基本法で６
月５日を「環境の日」と定め
ている。また、環境省の主唱
により６月を環境月間として
各種啓発行事が実施されてい
る。

　国の環境基本計画は、環境基本法第 15条第
１項の規定に基づき定められている国の環境
保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るための基本的な計画であり、「環境への
負荷の少ない循環を基調とする経済社会シス
テムの実現」、「自然と人間との共生の確保」、
「公平な役割分担の下でのすべての主体の参加
の実現」、「国際的取組の推進」を環境政策の
長期的な目標に掲げ、その実現のための施策
の大綱、各主体の役割、政策手段のあり方等
を示している。本県においても、環境基本条
例第 10条に基づき、県環境審議会の答申を受
けて平成 12年１月、「和歌山県環境基本計画」
を策定した。その概要は以下のとおりである。

１　和歌山県環境基本計画の概要

⑴　計画策定の意義と役割
　今日の社会では、私たちの日常生活や事
業活動が、環境に何らかの影響を与えてい
る。すなわち、私たちすべてが、被害者で
あり、同時に加害者にもなりうるという側
面を持っている。このような複雑な側面を
持つ環境問題を解決するためには、県民や
事業者の参画の下で、社会のしくみやライ
フスタイルの変革も視野に入れた行政計画
を策定することが必要である。そして、県
民や事業者、民間団体及び行政が今日の環
境問題を自らのこととして受け止め、問題
の解決に向けてそれぞれの役割分担の下、
協働で取り組むことが大切となる。本計画は、
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このような認識の下、環境基本条例の理念
を受け、県の行政全体における環境の保全
に関する総合的な大綱を定めるものであり、
環境政策の基本的考え方と長期的な目標と
ともに、その実現に向けた県の施策展開の
あり方を示すものである。また、県民や事
業者、民間団体及び行政の役割や期待され
る取組の方向についても示している。

⑵　計画の対象
　本計画では、人間活動によって環境に何
らかの影響を与えているすべての事象や、
景観、文化など人間が生み出す環境の新た
な価値、環境保全を目指した行政や事業者、
県民及び民間団体の取組みを対象とする。
具体的には、以下に示す８つの要素を対象
としている。
①　生物やそれを支える生態系及び自然
景観など自然環境を構成する様々な要
素

②　自然の環境資源を活用した人間の営
み

③　まちなみや歴史・文化など身近で快
適な環境を構成する要素

④　大気汚染や水質汚濁など公害関連項
目

⑤　廃棄物の発生抑制や適正処理の取組
み

⑥　資源の有効利用と循環的利用
⑦　地球の温暖化やオゾン層の破壊など
地球規模の環境問題
⑧　環境保全を目指したすべての人々の
取組み

⑶　計画の期間
　本計画の期間は平成 11 年（1999 年）か
ら平成 20 年（2008 年）までの 10 年間で
ある。

⑷　計画の目標
　本計画は、環境基本条例の理念を具現化
するものであり、それらの理念の実現に向
けて次の４つの基本目標を掲げている。
①　人と自然とが共生する環境の創出
②　快適な生活環境の保全と持続的発展
が可能な社会の構築
③　地球環境の保全を目指した地域から
の実践
④　すべての人々とともに築く環境の時
代

⑸　計画の進捗状況
　環境基本計画に掲げる施策・事業がどの
程度進捗しているかを判断する環境指標と
して設定した主要 54項目について、その推
移をとりまとめた。

資料編２－１（P.113）

第３節　共通的基盤施策の推進

　すべての環境施策体系の推進に共通して関
わってくる環境影響評価制度の推進、公害防
止計画の推進、環境保全協定等の適切な運用、
公害の苦情処理、公害紛争調停、公害防止施
設に対する融資制度及び調査・研究体制等に
ついて報告する。

１　環境影響評価制度の推進

　環境影響評価は、土地の形状の変更や工作
物の新設等の事業を行う者が、その事業の実
施前に環境への影響について、自ら調査、予測、
評価を行い、環境の保全に配慮しようとする
ものである。国においては、従来から閣議決
定要綱や個別法により環境影響評価が実施さ

れ、また、本県においても和歌山県環境影響
評価指導要綱により実施され、手続きとして
社会に定着してきた。そして、環境基本法の
大きな柱の一つとして環境影響評価の推進が
位置付けられたことを契機として、平成９年
６月に環境影響評価法が制定され、平成 11年
６月に全面施行された。環境影響評価法では
地方自治体の関与が明確に位置付けられてお
り、県としても適切な対応を行っている。ま
た、県独自の手続きとして、平成５年から適
用してきた環境影響評価指導要綱についても、
国における手続きが法制化されたことや環境
基本条例においても環境影響評価の推進が掲
げられたことなどから、所要の見直しを行い、
平成 12年３月に「和歌山県環境影響評価条例」

第３節　共通的基盤施策の推進
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を制定し、同年７月から全面施行した。
⑴　国の制度による環境影響評価
　環境影響評価に関する取組みは、昭和 47
年６月に「各種公共事業に係る環境保全対
策について」が閣議了解されて以後、本格
的に始まった。その後、港湾法や公有水面
埋立法の改正（昭和 48年）等により、港湾
計画の策定や公有水面埋立の免許等に際し
環境に与える影響について事前に評価する
こととされた。また、瀬戸内海環境保全臨
時措置法（昭和 48年）にも環境影響評価に
関する規定が設けられた。一方、行政指導
の形でも発電所の立地（昭和 52 年）、建設
省所管事業（昭和 53年）、整備五新幹線（昭
和 54 年）などについて環境影響評価が行
われることとなった。昭和 59年８月「環境
影響評価の実施について」が閣議決定され、
手続き等の統一的なルールとして「環境影
響評価実施要綱」が定められた。道路、ダム、
鉄道、飛行場、埋立、干拓、土地区画整理、
工場団地造成、ごみ焼却場などが対象事業
となっており環境影響評価に伴う調査等の
方法は関係省庁から通達された。環境基本
法において、第 20条に環境影響評価の推進
に係る条文が盛り込まれ、また、平成６年
12 月の国の環境基本計画では、「環境影響
評価制度については法制化を含め所要の見
直しを行う」との行政方針が示された。こ

れらを受け、中央環境審議会の答申を踏ま
え環境影響法案が国会に提出され、平成９
年６月 13日に公布され、平成 11年６月 12
日に全面施行された。
　環境影響評価法では閣議決定要綱を基本
としながら、スコーピング、スクリーニン
グ手続きなどの新たな手続きや情報交流の
拡大等大幅な変更を行うとともに対象事業
も追加された。さらに、環境影響評価項目
については、従来からの典型７公害と学術
的に貴重な自然環境に加え、廃棄物や温室
効果ガスによる環境負荷の低減、生態系の
保護、生物の多様性の確保、自然とのふれ
あいなど環境基本法における「環境」一般
が広く対象となった。平成 15年度では環境
影響評価法に基づく案件はなかったが、そ
の他個別法等による環境影響評価に関し、
審査指導を行った。
⑵　県の制度のよる環境影響評価
　本県においては、環境に影響を及ぼすお
それのある開発事業等について国の制度と
は別に「和歌山県環境影響評価指導要綱」
を平成４年７月に公布し、平成５年１月か
ら施行してきたが、平成 12年３月に和歌山
県環境影響評価条例を制定し、同年７月１
日から全面施行している。なお、平成 15年
度では条例に基づく案件はなかった。

（図表９・図表 10参照）

第３節　共通的基盤施策の推進
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図表９　県環境影響評価対象事業の種類と規模等の要件
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図表 10　県環境影響評価の手続のフロー
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２　公害防止計画の推進

　公害防止計画は、環境基本法第 17条に基づ
き、現に公害が著しい地域等において、公害
の防止に関する施策を総合的、計画的に講じ
るために策定する計画であり、全国では 27都
道府県 33 地域において策定されている。　
和歌山地域においては、平成１４年３月末で
第６次の計画期間を終え、これまで硫黄酸化
物等による大気汚染対策に大きな成果を上げ
てきたが、なお同地域は自動車交通公害、河
川の水質汚濁等依然として改善すべき課題が
残されている。このため引き続き総合的な公
害防止施策を講ずる必要があることから平成
１４年６月２８日環境大臣より新たな計画策
定の指示を受け、同地域を範囲とする第７次
の「和歌山地域公害防止計画」を策定し、平
成１５年２月２４日環境大臣の同意を得て諸
施策を推進しているところである。

〔和歌山地域公害防止計画の概要〕

１　地域の範囲
　　和歌山市の区域
２　計画の目標
大気汚染、水質汚濁、騒音について、

平成 18年度末を目途に環境基準等を達
成維持するよう努める。

　３　計画の期間
　　平成 14年度から平成 18年度の５年
　間
４　計画の主要課題
　⑴　自動車交通公害

騒音の著しい沿道における騒音の
防止を図る。

⑵　河川の水質汚濁
　・ダイオキシン類、ＢＯＤに係る水
　　質汚濁の防止を図る
　・大阪湾のＣＯＤに係る水質汚濁、
　　窒素及び燐による富栄養化を防止
　　するため同湾に流入する河川の水
　　質汚濁の防止を図る。

５　地方公共団体が講じる主要事業
⑴　公害対策事業
公共下水道、廃棄物処理施設、公
園緑地等の整備、しゅんせつ、導水、
監視測定設備整備等

⑵　公害関連事業
交差点の立体化、信号機の高度化、
港湾緑地整備等

　この計画に基づき地方公共団体が講じる
公害対策事業については、「公害の防止に関
する事業に係る国の財政上の特別措置に関す
る法律」により、国の負担又は補助の割合の
かさ上げなどの特別措置を受けることができ
る。なお、第６次計画の最終年度に当たる平
成１３年度には、地域の概況、環境質の推移、
施策の実施状況等について、「公害防止計画実
施状況等調査報告書」として、とりまとめを
行っている。

資料編２－ 2（P.115）

３　公害防止協定（環境保全協定）の
　適切な運用

　大規模工場からの公害は広範囲に影響を及
ぼすおそれがあることから、地域住民の健康
と生活環境の保全を目的に、関係市町ととも
に事業者との間に公害防止協定を締結し、＊総
量規制方式による規制の充実、監視体制の確
立や公害防止施策による計画的な整備などを
図ってきた。また、協定締結後も地域の状況
や工場の稼働状況等、公害の実態に合わせ適
宜協定の見直しを実施している。
　平成 11年７月には、西防波堤沖埋立地の用
途変更等の諸手続が終了したことや、工場の
稼働状況の変化等を踏まえ、住友金属工業㈱
和歌山製鉄所との公害防止協定を改定し、地
球環境問題への取組も織り込んだ環境保全協
定として締結した。
　さらに平成 12年２月には、関西電力㈱御坊
第二発電所の建設工事を開始とともに、既設
の御坊発電所の大気保全対策を強化すること
から、両発電所について一括して新たに環境
保全協定を締結し、その中に地球環境問題へ
の取組も織り込んだ。
　また、同年３月には、関西電力㈱和歌山発
電所についても、環境保全協定を締結し、地
球環境問題や優れた環境の創造への取組も織
り込んでいる。
　今後とも、効果的な環境保全が図れるよう
必要に応じ適宜変更を行うとともに、公害防
止協定（環境保全協定）の適切な運用を行っ

総量規制
　工場や事業場が集中してい
る地域で、排出基準（濃度規制）
のみでは環境基準を達成、維
持することが困難な地域に適
用される規制方式。汚染物質
の排出量（総量、濃度と排ガ
ス量又は排水量との積）を規
制する。県では、大気汚染に
ついてはいおう酸化物（北部
臨海工業地域）、水質汚濁につ
いては化学的酸素要求量・窒
素含有量及びりん含有量（瀬
戸内海地域）が総量規制の対
象項目となっている。
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ていく。
資料編２－３（P.116）

４　公害の苦情処理

　県及び市町村は、県民から寄せられる公害
の苦情に対応するため、県立各保健所及び市
町村の環境担当課を窓口として、処理に努め
ている。平成 15年度中に県及び市町村が新規
に受理した公害苦情件数は、1,584 件（県 236
件、市町村 1,348 件）であった。
　公害苦情件数を種類別に見ると、＊典型７公
害に関する苦情は 672 件で、その中では大気
汚染に関する苦情が最も多く 318 件（47.3％）

で、以下、悪臭 133 件（19.8％）、水質汚濁
112 件（16.7％）、騒音 99件（14.7％）、振動
7件（1.1％）、土壌汚染 3件（0.4％）の順となっ
ている。典型７公害以外の公害苦情は 912 件
で、不法投棄に関する苦情が 468 件（51.3％）
と最も多くなっている。これは、県立保健所
への環境指導員の配置、県内警察署へのエコ
ポリスの設置により、監視の徹底が図られ、
住民の廃棄物の不適正処理に対する意識が向
上したことによるものと思われる。

（図表 11・図表 12参照）
資料編 2－ 4（P.117）

典型７公害
　大気汚染、水質汚濁、土壌
汚染、騒音、振動、地盤沈下、
悪臭の７項目。環境基本法（平
成５年法律第 91 号）第２条
第３項に規定されている。

図表 11　公害苦情件数種類別推移
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５　公害紛争調停

　公害に係る紛争について、公害紛争処理法
に基づき公害審査委員候補者を委嘱しており、
住民から公害紛争に係る調停等の申請が出さ
れた場合、その中から委員を指名して調停（仲
裁、あっせん）委員会を開催し、解決を図る。
　公害紛争に係る案件については、従来の産
業型公害だけでなく都市・生活型公害やダイ
オキシン類をはじめとする有害化学物質問題
なども課題となっており、さらに、今後、開
発における自然の保護や保全対策の実施の問
題など、住民の環境に対する価値観はますま
す多様化することが予想され、そういった変
化に即した対応が必要となる。

６　指定工場制度

　和歌山県公害防止条例においては、工場全
体を規制する指定工場制を設け、和歌山市、
海南市、有田市及び下津町に立地する工場で、
１時間当たりの燃料使用能力が 5,000 リット
ル（重油換算）以上または、一日当たりの総
排水量が 5,000 立方メートル以上の大規模工
場を指定工場とし、その新設及び変更につい
ては、知事の許可を必要とすることとしてい
る。現在は 11 工場が指定工場となっている。
平成９年４月１日からは、和歌山市内の７工
場については、和歌山市に事務委任されてい
る。なお、平成 15年度には３件の変更申請が
あり県において審査し、許可を行った。

資料編２－５（P.118）

７　公害防止施設（環境保全施設）に
　対する融資制度

　公害防止施設の整備には多額の資金を要す
るため、県では昭和 41年度より、自己資金で
公害防止施設を整備することが困難な県内の
中小企業者を対象に融資制度を設け、公害防
止施設に対する助成と公害防止施設の整備促
進に努めているところであるが、平成 14年度
より、地球環境の保全を進めるため、*低公害
車導入や、リサイクル施設、自然エネルギー
利用などを対象として加え、一層の制度充実
を図った。

（図表 13・図表 14参照）
資料編２－６（P.119）、２－７（P.120）

８　調査・研究体制の整備

　地球環境問題から地域の環境まで多岐にわ
たる環境問題に対応するには、環境の状況を
的確に把握し、その評価を行うとともに環境
の変化予測や機構解明等を行い、それらの結
果を適切に施策に反映していくことが必要で
ある。環境の保全を推進していく上で科学技
術が果たす役割は極めて大きく、本県でも、
様々な試験研究機関において、環境問題に取
り組んでいるところである。
　今日の複雑化、多様化された環境問題の解
決には、高度で専門的な知見や技術が必要と
されることから、県の研究機関では施設整備
や人材の育成に努め、一層充実した調査・試験・
研究に取り組むとともに、県内外の各種研究
機関との連携を図るなど産・官・学が一体と
なった体制整備が必要である。

　　　　　　　　　　　  年度
 区分 10 11 12 13 14 15

和
歌
山
県

県 受 付 12 19 18 157 200 236

市 町 村 受 付 505 508 497 879 1,037 1,348

計 517 527 515 1,036 1,237 1,584

全国公害苦情件数
（総務省公害等調整委員会事務局調べ） 82,138 76,080 83,881 94,767 96,613

図表 12　公害苦情件数の推移

低公害車
　使用時の排出ガス、騒音な
どの環境負荷ばかりでなく、
燃料や車体の製造時の環境負
荷、さらには使用に当たって
の走行距離、積載性能、燃料
供給状況などを総合的に勘案
して、その普及により環境の
改善を図ることができる自動
車をさす。現在では、天然ガ
ス自動車、メタノール自動車、
ハイブリッド自動車及び電気
自動車の４種類の自動車がこ
れに該当すると考えられてい
る。
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図表 13　和歌山県環境保全施設整備資金融資の概要

図表 14　和歌山県環境保全施設整備資金融資対象事業一覧

中小企業若しくは中小企業団体が環境保全のため施設・設備の設置、改善を行う場合に、必要な
資金の融資を行います。

融資対象項目 ・低公害車、低公害車用燃料供給
・産業廃棄物の再生利用・再生資源化（排出事業者及び排出事業者共同の
  処理施設に限る。但し収集運搬設備を除く。）
・自然エネルギー
・エネルギー効率化
・公害防止
・産業廃棄物処理（排出事業者及び排出事業者共同の処理施設に限る。但
   し収集運搬設備を除く。）
・工場適地への工場移転

資金使途 設備資金
融資限度 ５，０００万円（所要額の９０％以内）
融資利率 年１．６％
融資期間 １０年以内（うち据置期間１年）
償還方法 元金均等月賦
担保、保証人 取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。
信用保証の要否 取扱金融機関による
申込先 取扱金融機関

取扱金融機関

商工組合中央金庫、紀陽銀行、和歌山銀行 , ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
りそな銀行、みずほ銀行、南都銀行、泉州銀行、百五銀行、第三銀行、
関西さわやか銀行、近畿大阪銀行、きのくに信用金庫、湯浅信用金庫、
近畿産業信用組合、新宮信用金庫、ミレ信用組合

　

　

融

資

対

象

事

業

　

　

 項 目  融資対象事業費

低 公 害 車

事業の用に供する低公害車を購入する経費又は低公害車用燃料供
給施設・設備の設置又は改善に要する経費
※低公害車は、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス
　自動車、ハイブリッド車が対象です。

再 生 利 用・
再 資 源 化

産業廃棄物の再生利用、再資源化のための施設・設備の設置又は
改善に要する経費（排出事業者及び排出事業者共同の処理施設に
限る。但し収集運搬設備を除く。）

自然エネルギー 自然エネルギー利用施設・設備の設置又は改善に要する経費
　※太陽光、太陽熱、風力、波力、地熱を利用した設備が対象です。

エ ネ ル
ギ ー 効 率 化

エネルギー効率化施設・設備の設置又は改善に要する経費
※コージェネレーション（熱電併給システム）、ごみ焼却
　廃熱・工場廃熱等の未利用エネルギーを利用した設備が
　対象です。

公 害 防 止

公害を防止するために必要な施設・設備の設置又は改善に要する
経費
※大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地
　盤沈下を防止するための施設・設備が対象です。

産業廃棄物処理
産業廃棄物処理施設・設備の設置又は改善に要する経費（排出事
業者及び排出事業者共同の処理施設に限る。但し収集運搬設備を
除く。）

工 場 移 転
製造業等を営む事業所が、住居地域等から市町村長が工場立地の
適地と認める区域への工場の全面移転を行うのに必要な移転先の
施設・設備に要する経費
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第２章　人と自然とが共生する環境の創出

第１節　自然環境の保全

　本県は豊かで多様な自然環境を有している
ことから、ここでは、これらを本県の財産と
して将来にわたって残していくことを目指し
た「多様な自然環境の保全」と、多種多様な

生物の保護や生息環境の確保といった生態系
の保全を目指した「生物の多様性の保全」の
２つの事項について報告する。

　私たちをとりまく自然は、多様な生物とこ
れを支える大気、水、土壌などから構成され
る生態系として成り立っており、微妙なバラ
ンスで全体的に均衡が保たれている。
　私たちはこれまでの様々な活動によって、
自然界の微妙なバランスを崩し、その結果と
して自然が持つ再生・浄化能力等の環境保全
機能を低下させてきた。自然界のバランスを
保つためには、私たちと自然とのかかわり方
を見直し、自然の持つ機能を保全・回復して
いくための健全な関係を築いていかなければ
ならない。そして、多様な生物とこれらを含
めた生態系を将来に継承していくことによっ
て、人類の新たな歴史を築いていくことが可
能となる。本県は、豊かな森林や清らかな水、
変化に富んだ海岸線等の自然環境資源に恵ま
れるとともに、気候風土も紀北・紀中・紀南
と移り変わり、それぞれの地域で多様な生態

系が築かれ、多くの生物が育まれている。私
たちは本県に残る多くの良好な自然環境資源
の魅力と価値について再認識し、私たち県土
の誇りとして、より良い状態で将来の世代に
引き継いでいく責任がある。そして、本県の
自然が多くの人々に愛されると同時に、様々
な生き物とともにその恵みを享受していかな
ければならない。平地の少ない本県では、様々
な工夫を凝らした土地利用が図られてきた。
このようにして生まれた風景は、季節の移り
変わりや周辺の自然とあいまって、県民に豊
かな心を育んでいる。私たちは地域固有の風
景を愛し、時間の流れに耐えうる美しさを見
出すとともに、先人が残してくれた美しい自
然とその中に刻まれた歴史を次の世代に引き
継ぎ、安らかで誇らしい空間を創出していか
なければならない。

Ⅰ　多様な自然環境の保全

　本県は、その大部分が紀伊山地を中心とす
る山地地域で、森林が県土の約 77％を占めて
いる。その森林は約 60％が人工林、40％が天
然林となっており、林種別では 65％が針葉樹、
35％が広葉樹で形成されている。それらの森
林は国土の保全や水源のかん養、保健休養の
場、さらには二酸化炭素の吸収源等の公益的
機能を併せ持っている。
　山地地域と都市との間の里地には、山の斜
面の果樹園や棚田、里山、さらには水田地帯
など、人の生活とのかかわりの中で形成され

てきた空間が存在する。また、紀伊山地に源
を発する多くの河川が海域に流入し、その河
口部には平野が開けている。沿岸部は入り組
んだ海岸線が多く、その延長は六百数十㎞に
及び、特に県南部の沿岸は黒潮に洗われる優
れた景観を呈している。また、自然公園とし
ては、国立公園、国定公園が各２地域、県立
自然公園が 10 地域で合計約 43,000ha（県土
の約９％）が指定され、また自然環境保全地
域として７か所約 330ha、＊鳥獣保護区として
101 か所約 33,200ha が指定されている。

現　状

鳥獣保護区
　鳥獣保護区には、環境大臣
の指定する国指定鳥獣保護区
と、都道府県知事の指定する
県指定鳥獣保護区とがあり、
土地に対する規制等に変わり
はない。鳥獣保護区の種類は、
森林鳥獣生息地の保護区、大
規模生息地の保護区、集団渡
来地の保護区、集団繁殖地の
保護区、希少鳥獣生息地の保
護区、生息地回廊の保護区、
身近な鳥獣生息地の保護区に
分けられる。
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図表 15　県自然環境保全地域一覧表

＊面積表の（　）内は、野生動植物保護地区（　）の面積を示す

平成 16年３月末現在（単位：ヘクタール）　　

　課　題
　本県の多様な自然は、人とのかかわりの程
度に応じて様々な地域特性を有している。ほ
とんど人の手が加わっていない自然について
は、その現状を的確に把握した基礎調査に基
づき、関係法令による自然環境の改変規制や
自然公園地域の指定・見直しにより適正に保
全する必要がある。また、人々の生活とかか
わりのある自然については、適切に人がかか
わることによって保全、維持を図る必要があ
る。多様な自然環境は県民の貴重な財産であ
り、それぞれの必要性を認識し、地域の特性
に応じた管理、保全が必要である。

　取　組
１　自然環境保全基礎調査
　県内において、保護すべき自然環境の実
態を把握し、その維持及び保全を図るため
の基礎資料を得ることを目的とした＊自然
環境保全基礎調査を、国からの委託を受け、
実施している。

資料編３－１（P.121 ）

２ 　自然環境保全地域
　現存する貴重な自然環境を保全するため、

自然的・社会的諸条件からみて自然環境を
保全することが特に必要な特定の地域を、
和歌山県自然環境保全条例に基づき、自然
環境保全地域に指定し、適正な保全に努め
ている。

（図表 15・図表 16参照）

３　公園計画の見直し（再検討と点検）
　近年の自然公園をとりまく社会・経済環
境の変化は激しく、また住民の自然環境に
対する意識は高まってきている。しかしな
がら、自然公園の公園区域及び公園計画は、
指定後相当の年数がたったにもかかわらず、
その変更を行っておらず、現行の公園区域
及び公園計画が現実の環境に対応していな
い公園（地域・地区）がでてきている。こ
のような状況のなか、自然公園の保全・管
理が行えるよう、公園区域及び公園計画の
見直しを計画的に行っている。このことを
公園計画の「再検討」と呼んでいる。また
国立・国定公園については、公園計画の再
検討後、概ね５年ごとに、公園区域及び公
園計画の修正を行うための見直しとして、
「点検」を行っている。

資料編３－２（P. 122）

自然環境保全基礎調査（緑の
国勢調査）
　地形・地質、植生及び野生
生物に関する調査その他自然
環境を保全するために講ずべ
き施策の策定に必要な資料を
得るため、自然環境保全法第
４条に基づき環境省が全国的
に実施する調査。５年ごとに
実施され、一般に「緑の国勢調
査」と呼ばれている。第１回
調査（昭和 48 年度）は、植
物（植生調査、すぐれた自然
調査）を中心に行われ、第２
回調査（昭和 53～ 54 年度）、
第３回調査（昭和 58～ 62 年
度）、第４回調査（昭和 63 ～
平成４年度）では、植物、動
物をはじめ、陸水域、海域の
環境などについても調査が実
施された。また、平成５年度
から 10 年度まで第５回調査
が行われた。

名　称 所在地
面　　　積

特　徴 標　高
指定年月
日

及び告示
番号

特別地区 普通地区 合計

立神社杜寺林 有田市野 1.30 1.30 ホルトノキ、スダジイ 5～ 65
S51.3.30
県告示第
192 号

川 又 観
音 社 寺 林 日高郡印南町川又 3.90 3.90 トガサワラ、ヒメシャラ、

ツゲモチ 350 ～ 560 〃

西ノ河原生林 日高郡美山村寒
川、西ノ河国有林 64.58 20.97 85.55 ツガ林、ブナ林の極相林 700 ～

1,120
S52.3.26
県告示第
203 号

亀 谷 原 生 林 日高郡龍神村龍
神、亀谷国有林 215.81 10.95 226.76 ツガ林、ブナ林、県下で最

大の極相林
700 ～
1,268 〃

大 滝 川 日高郡川辺町大滝
川及び山野

(2.60)
2.60

(2.60)
2.60

シダ類、キクシノブ、コショ
ウノキ、ウエマツソウ 85～ 250

S55.3.29
県告示第
243 号

静 寂 瀞 東牟婁郡熊野川町
鎌塚

(5.68)
5.68

(5.68)
5.68

Ｖ字谷、キジョウロウホト
トギス、ウナズキギボウシ、
キシュウギク

130 〃

琴 の 滝
西牟婁郡すさみ町
周参見字広瀬谷及
び字上戸川北側

3.60 3.60
滝、渓流、ヒノキ、ホンシャ
クナゲ、コバンモチ、ハマ
センダン、ヒロハコンロンカ

100 ～ 300 〃

合計 (8.28)
297.47 31.92 (8.28)

329.39
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図表 17　特定民有地買上げ箇所表

（平成 14、15年度は、買上げ箇所なし）

年度 買上場所 公園名 地種区分 事業主体 買上面積
（㎡）

事業費
（千円）

57
天 神 崎 田辺南部海岸県立 ３ 特 田 辺 市 7,581 50,158
生 石 高 原 生 石 高 原 県 立 １ 特 金 屋 町 10,000 10,100

58 生 石 高 原 生 石 高 原 県 立 １ 特 金 屋 町 3,521 3,581
59 護 摩 壇 山 高 野 龍 神 国 定 １ 特 和歌山県 194,050 94,255
63 生 石 高 原 生 石 高 原 県 立 １ 特 野 上 町 16,153 16,303

４
生 石 高 原 生 石 高 原 県 立 １ 特 金 屋 町 18,306 14,126
百間山渓谷 大塔日置川県立 １ 特 大 塔 村 33,100 6,157

５ 天 神 崎 田辺南部海岸県立 ３ 特 田 辺 市 4,568 159,999
６ 天 神 崎 田辺南部海岸県立 ３ 特 田 辺 市 2,560 110,535

８ 生 石 高 原 生 石 高 原 県 立 １ 特 野 上 町 6,738 3,040
1・2 特 金 屋 町 18,270 8,457

９ 生 石 高 原 生 石 高 原 県 立 １ 特 野 上 町 17,714 70,856
10 天 神 崎 田辺南部海岸県立 ３ 特 田 辺 市 2,090 54,081
12 百間山渓谷 大塔日置川県立 １ 特 大 塔 村 12,174 7,289
13 百間山渓谷 大塔日置川県立 １ 特 大 塔 村 14,491 2,000

計 361,316 610,937

図表 16　県自然環境保全地域位置図

和歌山紀の川

有田川 有田

立神社社寺林
亀谷原生林

橋本

御坊

日
高
川

大滝川

川又観音
社寺林

西の河原生林

田辺

富
田
川

日
置
川

琴の滝

静閑瀞

古座川

新宮

新宮川
（熊野川）

（平成 16年３月末現在）
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４　特定民有地買上げ制度
　自然公園内では、その区域の自然環境を
保全するために利用制限が課せられている
ことから、土地の所有権者等との間でその
私権との調整を必要とする場合が生じる。
そのため、国立・国定公園の特別保護地区
又は第１種特別地域（同等の扱いの地域も

含む。）にあっては県が、県立自然公園の第
１種特別地域等にあっては市町村が、その
地域に所在する民有地のうち特に買上げて
その自然環境を保全することが必要な土地
の買上げを行っている。

（図表 17参照）

　現　状

　本州の最南端に位置する本県は、大部分が
山地であり、これらの山々を源とする河川が
蛇行して流れ、海岸線は出入りが激しく複雑
な地形となっている。また、黒潮の影響を受け、
全域が温暖で比較的降水量が多く、紀南地域
を中心に豊富な生物相を呈している。
　植生では、スギ、ヒノキの植林による人工
林が多い中でウバメガシ群落やシイ・カシ萌
芽林などの暖温帯に生育する群落が主となっ
ているが、1,000 ｍ級の大塔山系や護摩壇山山
頂周辺では冷温帯に属するブナ、ミズナラな
どの落葉広葉樹林も見られる。野生鳥獣の生
息状況は、気候・地形等により種類は豊富で
生息数も多い。獣類については、山岳地に集
中して生息し、都市及びその周辺地について
は比較的少ない。鳥類については、留鳥、渡
り鳥等の種類及び生息数も多く、山地、農地、
人家の周辺等広い範囲に分布している。和歌
山県鳥類目録（2003 年１月現在）によると本
県で確認された鳥類は 345 種である。哺乳類
は、クマ、シカ、サルの大型獣をはじめ多数
生息しており、また、天然記念物であるヤマ
ネやニホンカモシカの存在が確認されている。

　課　題

　近年、人間活動による生息・生育環境の悪
化や乱獲等による生息地の減少や個体数の減
少により地域個体群の維持が危ぶまれる種が
生じている。野生生物や希少生物については、
実態調査に基づき、将来にわたって保護管理
を総合的に推進するとともに県民等への保護
意識の啓発を図ることも重要である。また、

生物多様性を保全するためには、種の絶滅を
防止することは勿論、生物の生息基盤である
自然の生態系の多様性を適切に維持するとと
もに、移入種による地域の生態系のかく乱等
による遺伝子レベルでの多様性の低下問題に
ついても配慮が必要である。

　取　組

１　＊第９次鳥獣保護事業計画（改定版）の実
　施
　鳥獣の保護繁殖を目的とする事業を実施
するため、環境大臣が定める基準に従って、
鳥獣保護事業計画を定めたものである。
　この計画は、野生鳥獣の生息環境を保全
するために、長期間にわたって計画性をもっ
た鳥獣保護施策を統一的かつ積極的に推進
していくことが重要であり、また鳥獣の生
息状況等は、地域的にきわめて特殊性に富
んでいるので、地域の鳥獣の生息状況に即
応するものとしている。計画の概要は、次
のとおりである。

（図表１８参照）
⑴　計画の期間は、平成 15 年４月 16 日～
平成１９年３月３１日である。
⑵　鳥獣の保護繁殖、生息環境の保護を推
進する等のため、鳥獣保護区・特別保護 
地区・休猟区の指定を行うものである。
⑶　キジの人工増殖及び放鳥(1,300羽／年)
は、和歌山県猟友会へ委託し、実施する。
⑷　有害鳥獣捕獲は、鳥獣による農林水
産物被害等が生じているかまたはそのお
それがある場合に、原則として被害防除
対策によっても被害等が防止できないと      
認められるときに限って行うものであり、
それに係る許可基準を定めている。

Ⅱ　生物の多様性の保全

第９次鳥獣保護事業計画（改
定版）
　法律の改正（Ｈ 15.4.16 施
行）により、改定版を作成した。
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⑸　鳥獣の生息状況の調査として、鳥獣保
護対策調査・狩猟対策調査・有害鳥獣対
策調査を行う。

⑹　長期的な観点から当該地域個体群の安
定的な維持及び保護繁殖を図る必要があ
るものとして、「ニホンザル、タイワン
ザル及びタイワンザルとニホンザルの交
雑ザル」及び「ツキノワグマ」について、
特定鳥獣保護管理計画を策定する。

(7)　鳥獣保護事業の啓発として、 鳥獣保護
思想の普及、野鳥の森等の整備、愛鳥モ
デル校の指定、法令の普及徹底を図る。

(8)　鳥獣保護事業を実施するために、行政
担当職員だけではなく鳥獣保護員を設置

し、事業の充実に努める。また、保護管
理の担い手の育成も併せて努めていく。
鳥獣保護センターは、傷病鳥獣の保護・
治療及びリハビリ施設及び県民の愛鳥思
想の高揚のための施設として位置づける。
(9)　有害鳥獣の捕獲以外に、学術研究を目
的とする場合、特定鳥獣保護管理計画に
基づく数の調整を目的とする場合、及び
その他特別な事由を目的とする場合の鳥
獣の捕獲について、許可基準を設定する。
　　銃猟による危険を未然に防止するため
に銃猟禁止区域・銃猟制限区域を、水辺域
における水鳥の鉛中毒事故を防ぐために
鉛製散弾使用禁止区域を設定する。　　　

２　カモシカ調査
　紀伊山地保護地域において、特別天然記
念物であるカモシカに関して、和歌山、奈良、
三重の３県が同時におおよそ５年おきに特
別調査を実施している。特別調査は、平成
12 ～ 13 年度の継続事業として実施し、14
年度からは特別調査を補完するため県内の
カモシカ保護地域で通常調査を実施してい
る。調査内容は、カモシカの分布、生息密度、
個体群など生息状況とその生息環境をも含
めた総合的な資料の収集を行い、保護地域
におけるカモシカの保護管理施策を検討す
る資料を作成する。

３　鳥獣保護対策
　鳥獣保護対策としては鳥獣保護区等を指
定し、狩猟の適正化並びに生息数の少ない
鳥獣については、積極的な保護増殖を図っ
ている。また、貴重な鳥獣の生息地につい
ては、特別保護地区を指定して重点的に保
護管理を行っている。本県の鳥獣保護区等
の指定状況は、平成15年度末現在152か所、

面積 53,272.2 ヘクタールである。また、県
下各市町村に鳥獣保護員を設置し保護に努
めている。狩猟者の資質の向上を図るため、
狩猟に関する講習会を実施するなど適正な
狩猟が行われるよう努めるとともに、保護
増殖のため、休猟区等にキジ放鳥を行って
いる。野生鳥獣は、自然環境を構成する重
要な要素であることから、鳥獣の保護思想
の普及啓発のため巡回啓発、巣箱設置、鳥
獣保護員の巡視等を実施するとともに、愛
鳥週間のポスター原画募集、愛鳥モデル校
の巣箱の設置等教育活動を通じ愛鳥意識の
高揚に努めている。しかし、一方において
野生鳥獣による農林水産物に対する被害も
あるため、有害鳥獣捕獲を有効かつ適切に
実施して農林水産業の振興と調和を図って
いる。

（図表 19参照）

第１節　自然環境の保全

〔単位：ha（　）内は箇所数〕

図表 18　鳥獣保護区等面積及び箇所数の計画期間（計画期間：H14.4.1 ～ 19.3.31）中の増減状況

既存面積及び箇所数 新規及び区域拡大 廃止及び区域縮小 計
鳥 獣 保 護 区   33,129.8（101） 1,400.6（5）   △  30（1）   34,500.4（104）
同特別保護地区 1,050.4（9）           0（0）           0（0） 1,050.4（9）
休 猟 区 1,886.5（4）       320（1） 1,886.5（4）       320（1）
銃 猟 禁 止 区 域 19,348.9（45）         61（2）       620（1） 18,789.9（46）
銃 猟 制 限 区 域           0（0）           0（0）           0（0）           0（0）
鉛製散弾使用禁止区域      11.5（1）           0（0）           0（0）      11.5（1）
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図表 19　鳥獣保護区等の設置状況
（平成 16年 3月 31日現在）

（注）　（　）内は特別保護地区、鳥獣保護区内に指定するので内数である。

愛鳥週間用ポスターコンクール特選作品

４　傷病鳥獣救護対策
　病気や傷ついた野生鳥獣を指定の救護医
や救護所で保護治療するにあたり、獣医師
等の連携を図ることにより、機動的に傷病
鳥獣の保護、収容及び介護を行う。
５　鳥獣保護センターの運営
　県では傷病鳥獣保護等鳥獣保護思想の普
及啓発や鳥獣保護に関する調査等の効果的
実施を図るため、野上町国木原に鳥獣保護
センターを設置している。この施設では主
に、救護された傷病鳥獣の治療や野生復帰
までのリハビリ、鳥獣保護に関する情報収
集及び関係機関への指導を行っている。施
設の主な概要として、入院室、処置室のあ

る管理棟、大型動物・小型動物を収容、飼
育できる飼育棟（屋外リハビリゾーン含む）、
また鳥類飼育のためのフライングゲージ等
を備えている。
６　和歌山県サル保護管理計画の策定・実施
　現在、県内には有田川以南のほぼ全域に
ニホンザルが生息し、多様な生物による豊
かな自然環境の一部を形成している。これ
らの個体群は和歌山県だけでなく紀伊半島
全体の個体群の中で重要な位置を占めると
思われる。また、紀伊半島のみならず本州
全域の中でも貴重な存在として位置づけら
れている。こうした中、平成 11 年度の調
査により、従来、ニホンザルの群れが生息
していなかった和歌山県北部において、移
入種であるタイワンザルが野生化して繁殖
し、既に在来種のニホンザルとの交雑が進
んでいることや、また、農作物被害を引き
起こしていることが確認された。このまま
繁殖が続くと生息域及び被害地域が拡大し、
ニホンザルの遺伝子かく乱が紀伊半島全域、
やがては本州全域に波及することが懸念さ
れるため、＊特定鳥獣保護管理計画を策定し、
捕獲事業を行っている。
７　生きもの共生川づくり事業
　川が本来持つ、多様で豊かな自然環境を
保全・創出・再生するための水辺環境及び
魚道等の整備を行う。平成15年度は天満川、
芳養川及び富田川で実施した。

特定鳥獣保護管理計画
　地域的に著しく増加又は減
少した野生鳥獣の地域個体群
の長期にわたる安定的な維持
を図り、人と野生鳥獣との共
生を実現することを目的とし
て都道府県知事が特定の鳥獣
を対象に策定する計画。一般
的に地域個体群として地域的
に著しく増加している種とし
てはシカやサル、著しく減少
している種はツキノワグマな
どがあげられる。

区 分
鳥 獣 保 護 区 休 猟 区

鉛 製 散 弾 使
用 禁 止 区 域

銃猟禁止区域 計

箇 所 面 積 箇 所 面 積 箇 所 面 積 箇 所 面 積 箇 所 面 積

県 下
全 域 101

⑼

ha
33,141.8
（1,050.4）

2
ha

689 1
ha

11.5 48
ha

19,429.9 152
ha

53,272.2
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第２節　自然環境とのふれあいと活用

　私たちは、自然とのふれあいを通して心の
やすらぎを得、自然の大切さを知るとともに、
自然から多くの恵みを適切に享受することに
より、農林水産業を営んできた。ここでは、
自然と健全に親しむことのできる環境整備を
目指すための「自然環境とのふれあいの推進」
と、これまで人間の営みを介して維持・活用
されてきた自然の恵みを今後とも享受し得る
環境づくりを目指した「森林や農地、沿岸域
等の保全と公益的機能の維持・増進」の２つ
の事項について報告する。

Ⅰ　自然環境とのふれあいの推進

　本県は、紀伊山地の雄大な山並みをはじめ、
大小多数の河川、海岸など様々な自然環境資
源に恵まれている。こういったなかで県下で
14の自然公園が指定され、多くの人々が県内
外から訪れて自然とのふれあいを楽しんでい
る。「自然公園」とは、すぐれた自然景観を保
護するとともに、その利用の増進を図り、国
民の保健、休養等に資することを目的として、
自然公園法に基づき、区域を定めて指定され
る公園のことをいう。本県では、昭和 11年に
吉野熊野国立公園が指定されたことに始まり、
昭和 25年には和歌浦及び加太地区が瀬戸内海
国立公園に編入指定された。続いて、昭和 30
年代から 40 年代にかけて、高野龍神国定公
園や 10か所の県立自然公園が指定され、平成
８年には金剛生駒紀泉国定公園が拡大指定さ
れている。これらの自然公園が県土に占める
面積の割合は約９％となっており、自然環境
を保全する上で重要な役割を果たすとともに、
多くの人々がこれらの自然公園を訪れている
ことから、観光資源として、またレクリエー
ションの場、身近な自然体験の場としても大
きな役割を担っている。

資料編３－３（P.123）
資料編３－４（P.124）

　その他、沿岸域も様々な自然とのふれあい
の場となっており、多くの人々が海水浴や潮
干狩り、釣りなどを楽しんでいる。さらに、
県下には 89 の温泉地が点在し、県内外の人
が多く利用している。県では、安全で快適に
自然とふれあい、体験する場を提供するため、
自然公園内の園地や野営場、休憩所などの施
設、自然公園や文化財などを有機的に結ぶ長
距離自然歩道、森林公園や生活環境保全林な
どの森林空間等の施設整備を行っている。

　課　題

　生活様式の変化や余暇時間の増加などによ
り、自然との充実した時を過ごしたいという
人々のニーズが高まっている。このような声
にこたえるため、自然公園を中心として、自
然環境の保全に配慮しつつ、自然観察や野外
レクリエーション等を通じて自然とふれあう
場を計画的に整備するとともに施設の維持管
理を適切に行っていく必要がある。また、施
設を効果的に利用し、自然に対する知識と理
解を深めるためのシステムづくりも必要であ
る。さらに、温泉については、優れた天然資
源として保護と利用を進める必要がある。

　現　状

第２節　自然環境とのふれあいと活用
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　自然の中で人々が活動する際には一定の
ルールのもとで、賢明な利用を図る必要があ
る。様々な自然とのふれあいの場や機会を提
供すると同時に自然の大切さが多くの人々に
理解されるような働きかけを行うことが重要
である。

　取　組

１　自然公園の施設整備
　優れた自然環境を有する自然公園におい
て、自然とのふれあいを求める住民の二一

ズに応え、安全で快適な自然体験の場を提
供するため、その自然環境の保全に配慮し
ながら、園地、野営場、公衆トイレ、長距
離自然歩道などの整備を進めている。
〔国立・国定公園の施設整備〕
　県では、吉野熊野国立公園並びに高野龍
神及び金剛生駒紀泉国定公園において、そ
の公園計画に基づき、環境省の補助を受け
て、園地、野営場、休憩所、公衆トイレな
どの利用施設の整備を進めている。

（図表 20・図表 21参照）

第２節　自然環境とのふれあいと活用

図表 20　国立国定公園施設整備箇所表

年度 国立･国定公園名 公 園 事 業 名 町 村 名 事業費（千円） 整　備　内　容

14 吉 野 熊 野 国 立 七色峡野営場 北 山 村 60,000 公衆トイレ、炊事棟

13
吉 野 熊 野 国 立 玉 ノ 浦 園 地 那智勝浦町 30,000 遊歩道、見晴台、案内板

金剛生駒紀泉国定 葛 城 山 園 地 那 賀 町 38,000 公衆トイレ

12

吉 野 熊 野 国 立 湯の峰駐車場 本 宮 町 36,000 公衆トイレ

金剛生駒紀泉国定
杉 尾 園 地 橋 本 市 32,000 公衆トイレ、駐車場

葛 城 山 園 地 那 賀 町 30,000 歩道、園地

11

高 野 龍 神 国 定 護摩壇山園地 龍 神 村 30,000 園地、休憩所

金剛生駒紀泉国定
杉 尾 園 地 橋 本 市 40,000 階段、歩道、駐車場、橋梁

葛 城 山 園 地 那 賀 町 34,000 歩道、園地、駐車場

10

高 野 龍 神 国 定 護摩壇山園地 龍 神 村 55,000 歩道、園地、休憩所

金剛生駒紀泉国定
堀 越 園 地 かつらぎ町 45,000 歩道、駐車場、公衆トイレ

葛 城 山 園 地 那 賀 町 30,000 展望休憩所
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図表 21　和歌山県自然公園・自然環境保全地域位置図
（平成 16年３月末現在）
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２　自然公園の保護と利用
⑴　自然公園の保護・管理
　　自然公園は、その優れた自然景観の保

護を図るため、公園区域及び公園計画（保
護規制計画）を定めている。

（図表 22参照）

図表 22　公園計画の構成

　　これらの地域では、国立・国定公園に
おいては自然公園法、県立自然公園にお
いては県立自然公園条例に基づき、工作
物の新築・改築や木竹の伐採等の各種行
為について、一定の基準を設け、許可等
を要することとし、その風致景観の保護
に努めている。自然公園の管理体制につ
いては、県環境生活総務課、各振興局県
民行政部及び各市町村の担当課室が協力
して、その保護・管理に努めるとともに、
国立公園においては、これらに加え、環
境省近畿地区自然保護事務所及び同熊野
支所が保護管理事務を行っている。また、
国から委嘱された 30名の自然公園指導員
や知事から委嘱された 50名の自然保護監
視員が自然公園及び自然環境の保護・管
理並びに自然公園の適正な利用を図るた
め、利用者に対する指導・助言等を行っ
ている。自然公園内の美化清掃について
は、環境月間（毎年６月）、自然公園クリー
ンデー（毎年８月第１日曜日）等に開催
される行事により、自然公園の清掃及び
マナーの向上、美化啓発を行っている。

資料編３－５（P.124）
⑵　車両等の乗り入れ規制地域の指定
　　近年、レジャー用を中心に普及の著し
いオフロード車、モーターボート等の無

秩序な乗り回しにより、自然公園内の自
然景観や動植物の生育・生息環境が悪化
している地域が見られ問題となっている。
　　このような状況に対応するため国立・
国定公園の特別地域内で環境大臣が指定
した地域において、車馬、動力船あるい
は航空機を乗り入れることは要許可行為
とされている。この指定がなされた地域
を「乗り入れ規制地域」という。
　　同様に、県立自然公園については、県
立自然公園条例において、知事が指定し
た地域に車馬の乗り入れが規制されてい
る。

（図表 23参照）
【乗り入れ規制地域の指定要件】

①　現在、相当程度の車馬の使用などが
ある地域で、そのために動植物の生息・
生育環境や植生の破壊等自然環境への
影響が生じているか、その恐れが大き
い地域。
②　現在、車馬の使用等の例はないが、
その被害が将来生じることが十分に予
想され、かつ当該地域の自然が特に脆
弱又は貴重であり、厳正な保護を図る
必要のある地域。
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３　近畿自然歩道の整備
　環境省では、国民が広く自らの足で自然
や史跡などを訪ねることにより、健全な心
身を育成し自然保護に対する理解を深める
ことを目的とし、自然公園や文化財など
を有機的に結ぶ全国長距離自然歩道網、約
21,000 ㎞の整備計画を進めている。県下に
おいても、平成９年度に、＊近畿自然歩道の
路線及び整備計画（路線延長約 510 ㎞：53
コース）の決定がされ、近畿自然歩道整備
計画に基づき、環境省の補助を受けて、長
距離自然歩道やその付帯施設として、休憩
所、公衆トイレなどの利用施設の整備を進
めている。

（図表 24・図表 25参照）

図表 23　車両等乗り入れ規制地域一覧

図表 24　近畿自然歩道整備箇所表

近畿自然歩道
　近畿を中心に、２府７県に
またがり、路線延長 3,258 ㎞
にわたる全国で８つ目の長距
離自然歩道。主に既存の“みち”
を利用し、四季を通じて手軽
で楽しく、また安全に歩くこ
とができるようにテーマを決
めた 247 の１日コースが設定
されている。

図表 25　近畿自然歩道（和歌山県ルート図）

海 浜 名 公　　園　　名 市 町 名 面積 ha 指  定  理  由 規 制 期 間

千里の浜 田辺南部海岸県立自然公園 南 部 町   ７ アカウミガメの
上陸･産卵地 通年

大 浜 吉 野 熊 野 国 立 公 園 新 宮 市 29 アカウミガメの
上陸･産卵地

５月  １日から
９月 30日まで

年度 コ　ー　ス　名 市町村名 : 公園名 事業費（千円） 整 備 内 容

15

安居辻松峠越えのみち 白浜町：区域外 36,000 公衆トイレ
熊楠ゆかりの一本杉を訪ねるみちほか 中辺路町ほか：区域外 15,000 案内標識等
クジラのまちを訪ねるみち 太地町：吉野熊野国立 24,000 法面補強
小雲取越えのみち 本宮町：吉野熊野国立 36,000 公衆トイレ

14
高野山町石道をたどるみち 高野町：区域外 33,000 公衆トイレ
高野明神ゆかりのみち 九度山町ほか：区域外 21,000 案内板、道標
龍神温泉を訪ねるみち 龍神村：高野龍神国定 36,000 駐車場

13

本州最南端潮岬を訪ねるみち 串本町 : 吉野熊野国立 26,000 遊歩道、駐車場
龍神温泉を訪ねるみち 龍神村 : 高野龍神国定 64,000 駐車場
天野の里を訪ねるみち かつらぎ町：区域外 33,000 公衆トイレ
奇絶峡を訪ねるみち 田辺市 : 区域外 36,000 公衆トイレ

12
黒潮おどる紀伊大島を訪ねるみち 串本町 : 吉野熊野国立 30,000 歩道、東屋
高野山龍神口のみち 高野町 : 高野龍神国立 28,000 公衆トイレ

11
黒潮おどる紀伊大島を訪ねるみち 串本町 : 吉野熊野国立 60,000 歩道、公衆トイレ

藤白峠展望のみち
海南市 : 区域外 36,000 公衆トイレ
下津町 : 区域外 54,000 木橋

10

熊野速玉大杜を訪ねるみち 新宮市 : 吉野熊野国立 40,000 歩道、展望休憩所
牛馬童子を訪ねるみちほか 中辺路町 : 区域外 54,000 歩道、休憩所
藤白峠展望のみち 下津町 : 区域外 30,000 公衆トイレ
日光神社を訪ねるみち 清水町 : 高野龍神国定 30,000 公衆トイレ
古座川の清流を訪ねるみち 古座川町 : 区域外 30,000 公衆トイレ

９
熊野那智大社を訪ねるみち 那智勝浦町：吉野熊野国立 30,000 公衆トイレ
能野本宮大社を訪ねるみち 本宮町 : 吉野熊野国立 30,000 公衆トイレ
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４　温泉の保護と利用
　本県は全国でも有数の温泉県であり、そ
の歴史は古く温泉にまつわる伝説が各地に
残されている。しかし、昭和 30年頃から観
光ブームで開発が急激に進み、湧出量の減
少、泉質の変化という好ましくない現象が
表れはじめた。そこで県では、昭和 48年度
から５ヶ年計画で県下主要温泉地の学術調
査を実施し、この調査の結果をもとに県温
泉審議会に対し、主要温泉地の保護対策を
諮問し、その答申を得て温泉保護対策実施
要綱をまとめ、白浜温泉・椿温泉及びその
周辺地域については昭和 51 年 10 月から、
勝浦・湯川温泉及びその周辺地域について
は昭和 53年５月から、湯の峯温泉・川湯温
泉及びその周辺地域については昭和 54年５
月から、龍神温泉及びその周辺地域につい
ては昭和 55年５月からそれぞれ保護対策を
実施している。また、平成２年 12月３日に
設立した和歌山県温泉協会では保養・休養・
療養という温泉本来の機能を生かした利用
方法についての研究及び県下全温泉調査を
行うなど温泉資源の保護と適正な利用を推
進している。

資料編３－６（P.125）

５　かしの木バンク
　かしの木バンクは、子供達を中心に、カ
シやシイ・クヌギなどのどんぐりを集め、
それを貯金してもらい、集められたどんぐ
りは苗木に養成し、どんぐり 100 個あたり
一本の苗木を払い戻すシステムである。払
い戻された苗木は地域の緑化に役立てても
らうことになる。

６　根来山げんきの森
　本県では、岩出町根来地区で 195 ヘクター
ルの里山区域を森林公園として整備してい
る。この公園の基本理念は、「人が育てる森・
人を育てる森」であり、これは、県民が森
づくりを通じて自然と親しみつつ、豊かな
環境を創造していくという、人と自然の共
生の理念を目的としたものである。

７　森林環境教育活動の条件整備促進
　　山村地域における豊かな自然環境を活か
した森林環境教育活動等の推進による山村
地域の活性化を図るため、森林総合利用施
設における森林体験活動等の受け入れ体制
の整備を行っている。
　実施地区：高野町
　　①推進委員会の開催
　　②森林体験活動支援
　　　・体験プログラム策定
　　　・体験指導者の派遣
　　　・セミナー開催
　　　・補助教材の整備
　　③普及啓発
　　　・パンフレット作成
　　　・ダイレクトメール作成

湯の峰温泉つぼ湯（本宮町）
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Ⅱ　森林や農地、沿岸域等の保全と公益的機能の維持・増進

　現　状

　森林は、木材生産のほか水源かん養や県土
の保全、生物の多様性の確保等の公益的機能を
有しており、県民に様々な恵みをもたらしてい
る。また、森林の CO2 吸収能力は、地球温暖
化防止のうえから大きくクローズアップされて
おり、本県の森林は地球環境の保全に大きな役
割を果たしているといえる。県土面積のうち林
野面積は363,707 ヘクタール（全国25位、平
成 16年４月現在）で、林野率は7％（全国６位）
を占め、全国平均を大きく上回っている。この
うち民有林が 95％と大半を占めており、国有
林は５％にすぎない。民有林のうち人工林面
積は 209,481 ヘクタールにおよび、人工林率
は 61％と全国８位、また民有林人工林蓄積は、
68,355 千㎥で全国９位の高い水準にある。人
工林は 97％までがスギ、ヒノキで占められて
おり、本県林業の歴史を物語る 100 年生を超
える美林も県内数箇所に存在している。一方、
天然林は広葉樹林が大半を占めており、県南部
を中心に常緑広葉樹林が広がり、すさみ、串本
両町などの沿岸部では、県木であるウバメガシ
の純林やウバメガシ、ハマヒサカキ、イブキ等
を中心とする風による樹形が変形した植物群落
が見られるほか、一部沿岸沿いの小島には亜熱
帯性の植物により構成される森林もあり、独特
の景観を形成し、自然公園区域に指定されてい
る。県北部では、コナラ等の落葉広葉樹林が主
となり、カシ類との混交林も広く分布している。
国内における木材需要の低迷等によって林業を
取り巻く情勢は厳しく、また、生活の中で薪や
炭の需要が少なくなり里山の維持管理が十分行
えなくなってきたこと等により、放置された森
林や里山が増加している。
　農地は食糧等の生産のほか、水源かん養や
水質の浄化、生物の生息空間の確保等の公益
的機能を有しており、県土の環境保全に多様
な役割を果たしている。本県の農業は、県土
の約８％を占める耕地を積極的に活用し、本
県の基幹産業のひとつとして営まれてきた。
しかし、農村地域では、農業労働力の脆弱化、
耕作放棄地の増加、集落機能の低下などの様々
な問題が生じているとともに、市街地周辺の
農地では、開発等によって農地が減少している。

　沿岸域は多様な生物を育むとともに、水質
の浄化や気象緩和等の公益的機能を有してい
る。本県には良好な漁場が存在するが、河川
等から流入する環境負荷の増大、自然海岸の
喪失等によって、生物を育む機能の低下が危
倶されている。

　課　題

　森林や農地、海は私たちの生活に豊かな恵
みやうるおいをもたらすだけでなく、多様な
公益的機能によって、県土の環境保全に重要
な役割を果たしている。今後とも、これらの
恵みを享受していくには、それぞれが持つ多
様な公益的機能を維持・増進していかなけれ
ばならない。森林では、林業の振興や緑の雇
用事業の推進とともに、森林の総合的な保全
管理や複層林・広葉樹林等の造成、循環型自
然素材である木材の積極的な活用等を促進す
ることによって、森林を健全な状態で保全し
ていく必要がある。農地では、農業の担い手
の確保・育成等による農業経営の支援や、都
市との交流等による地域としての活力の維持・
増進に努めること等によって、周辺に広がる
自然と一体となった田園風景とともに、農地
を良好な状態で継承していく必要がある。沿
岸域では、河川等から流入する環境負荷の低
減や海の適切な利用に努めると同時に、海に
豊かな栄養分を供給し続けることが可能な森
づくりに努める必要がある。
　農林水産業も活動を営む中で環境へ負荷を
与えており、農業において使用される農薬・
肥料による河川や地下水への影響、養殖漁業
による海域への影響などが懸念される。森林
や農地、沿岸域が有する公益的機能を将来に
わたって継承するには、個々の環境資源を保
全するだけでなく、農林水産業を健全に維持
し、環境への負荷を低減することなどによっ
て、自然の循環機能を維持・発揮することが
大切である。このため、土づくりを基本として、
化学肥料や農薬の使用量の低減を併せて行う
農法への転換や、汚濁負荷の少ない養殖の推
進などが必要である。
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　取　組

１　保安林の整備
　森林のもつ公益機能である、水資源のか
ん養、山崩れや洪水等災害の防止、保健休
養の場の提供等の役割をより高度に発揮さ
せるため、それぞれの目的に応じ、水源の
かん養、土砂の流出の防備・潮害の防備等
13 種類の保安林として、県内森林面積の
32％にあたる115,555ヘクタールを指定し、
適切な施策を実施し、その保全を図ってい
る。また、保安林機能の低下を防止するため、
指定の目的に即して機能していないと認め
られる保安林を特定保安林に指定し、造林・
保育を計画的に推進する。また、山地災害
の防止、水資源のかん養のための保安林等
の適正な配置を進めるとともに、荒廃の恐
れのある箇所については、植生の復元等の
対策を講じる。

（図表 26参照）

２　保健休養のための森林の活用
　近年、森林をはじめ緑資源に対する関心
が高まり、森林を森林浴等のリクリエーショ
ン活動の場として利用することが多くなっ
ている。これらに対応し、本県は保健保安
林の指定を進めるとともに生活環境保全林
整備事業を実施している。

資料編３－７（P.129）
３　県土の保全及び水資源のかん養
　本県は年間降水量が多く、地形も急峻で
地質的にも災害が起こりやすい状況にあり、
また森林の手入れ不足等による荒廃森林が
増加傾向にあることから、山腹崩壊や、土
石流などの山地災害が発生する危険性が高
くなっている。とりわけ、近年、県土の開
発が進み山地や山麓周辺にまで居住地域が
広がっているため、山地災害等に対する地
域住民の不安は大きく、防災工事に対する
関心は高くなっている。
　また、昨今の水需要のひっ迫などから、

図表 26　保安林の種類別面積 （平成 16年３月 31日現在）
単位 : ヘクタール

(  ) 書きは他種保安林との重複を示す内数字

　　　　　　面 積
種 類

国　　有　　林
民　有　林 計

林野庁所管の国有林 林野庁以外の所管の国有林

水 源 か ん 養 12,639 － 74,762 87,401

土 砂流出防備 511 － 24,673 25,184

土 砂崩壊防備 － － (17)
638

(17)
638

防 風 13 － 1 14

水 害 防 備 － － 0 0

潮 害 防 備 － 4 185 189

干 害 防 備 － － (165)
987

(165)
987

落 石 防 止 － － 6 6

防 火 － － (5)
18

(5)
18

魚 つ き 5 － 377 382

航 行 目 標 － － 1 1

保 健 (42)
287 － (2,987)

371
(3,029)
658

風 致 27 － (131)
50

(131)
77

計 (42)
13,482 4 (3,305)

102,069
(3,347)
115,555
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森林のもつ保水力、水質の浄化や水資源の
安定供給機能が注目されており、水源かん
養機能の高い森づくりが急務となっている。
治山事業は、森林の造成を図り、その森林
によって我々の生活を守ることを基本理念
としながら、現在、森林整備保全事業計画
に基づき、地域の特色に応じ、自然環境に
調和した事業や、森林のもつ水資源のかん
養機能をさらに高めるための森林整備を実
施し、安全で潤いのある県土づくりを推進
している。

４　森林の保護と緑化の推進
  健全な森林の造成を図るため、造林事業、
間伐事業や森林病害虫等防除事業を進める
とともに、林野火災から森林を守るため森
林のパトロールを行う等、森林の保護に努
めている。また、高まりつつある緑に対す
る県民の要請に対処するため、昭和 54年度
に緑の拠点として植物公園緑花センターを
設置し、県民の憩いの場として、また、緑
意識の高揚の場として整備し、広く県民に
利用されている。また、昭和 61年から、護
摩壇山周辺に残る貴重なブナ林とその周辺
森林を買入し、その保護を図るとともに、
一部を緑と親しむ空間として整備し、森林
公園として開放するとともに、岩出町に県
立森林公園「根来山げんきの森」を整備し、
ボランティア作業や森林体験を通して森林
の魅力と役割を広く県民にＰＲしている。
さらに緑化対策事業、緑化運動及び緑化宝
くじの収益による地域緑化に関する諸事業
の積極的な推進に努めている。

５　森林環境保全整備事業
　森林の有する国土保全、水源かん養等の
公益的機能の高度発揮に資するため、人工
造林、間伐等保育を推進する。

６　漁港環境整備事業
　漁港の環境保持・美化と併せて労働環境
の向上を図るため、植栽・休憩所等の整備
を行うとともに、ゆとりある生活に資する
ための環境整備を行った。
　平成 15年度は、田ノ浦漁港（親水施設等）、
周参見漁港（親水施設等）、勝浦漁港（遊歩道）
の３漁港について実施した。

７　漁業集落環境整備事業
　漁港背後集落における生活環境の改善を
総合的に図るとともに海域の水質改善に資
するため、漁業集落排水施設、環境改善施
設のための用地等の整備を行った。平成 15
年度は、芳養漁港（田辺市）、矢櫃漁港（有
田市）等 6漁港を対象とした。

８　環境にやさしい農業・水産業の推進
⑴　バイオによる環境浄化推進事業
　　和歌山県農林水産総合技術センターの
各研究機関の連携により、バイオテクノ
ロジー（ＢＴ）を利用して、現在問題となっ
ている環境汚染地域の浄化技術を開発し、
それらの応用により地域の生産性の向上
と環境保全を図る。
⑵　園芸資材の適正利活用推進事業
　  施設園芸の円滑な振興及び環境保全を
図るため、使用済みプラスチックの適正
処理を図るための啓蒙等を行うとともに、
施設園芸から排出される農業用使用済み
プラスチックについて、和歌山県施設園
芸協会等の斡旋により回収及び再生処理
を行っている。
⑶　エコ農業推進モデル事業
  　堆肥施用による土づくりと合理的な作付
体系を基本とし、化学農薬・肥料等に過
度に頼らない環境にやさしいエコ農業を
推進するとともに、エコ農産物の高付加
価値化を推進する。
⑷　バイオマス利活用推進事業
  　循環型社会構築の一環として、バイオマ
ス利活用推進体制を整備し、バイオマス
の総合的な利活用システムの構築を図る
とともに、地域におけるバイオマスの循
環利用を推進する。

    整備前　　　　　      　      整備後　　
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⑸　花の紀州路活性化技術開発事業
　　バラの養液栽培において、かけ流し式
と循環式との培養液の成分濃度の比較か
ら、循環式に対応した培養液処方を確立
した。また、培養液を１５日毎に更新す
ると、排液量はかけ流し式より４７％削
減できた。
　　スターチスの低コスト簡易培養液栽培
では、１日１プランター当たりの給液量
を６７５ｍｌとし、給液回数を６回とす
ることで３回に比べて冬期（１１月～１
月）の排液量を１０～２０％削減できた。
　　御坊市の現地ほ場において、開発した
本方式で８月中旬に定植した結果、１１
月から４月の期間で３０本／株の切り花
が得られ、早期定植作型の実用性が実証
できた。
⑹　有機質資源利用施肥管理技術の確立事
　業
  牛糞オガクズ堆肥を継続使用すると地力が
向上し、レタス－スイートコーン体系で
両品目とも化学肥料使用量を削減できた。
水稲－キャベツ体系では、キャベツ収量
が多くなったものの、水稲では玄米の品
質が低下し、減肥が必要であった。また、
桃山町のチンゲンサイ栽培において、茶
カス堆肥のみの使用で安定した連作栽培
を実証した。
⑺　熱・音・光等を利用した最新の病害虫
防除技術の開発事業
  　石油小型温湯器の熱水を土壌にかん注
してキクの立枯病や線虫を土壌消毒剤と
同様に防除できることを実証した。また、
夏期の太陽熱処理を併用した熱水かん注
では、スターチスの重要病害の萎凋細菌
病で防除効果を確認した。
　　アブラムシ等の飛来害虫に対するネッ
ト被覆の施設への侵入防止効果は高く、
夏期のキュウリ、コマツナ栽培で農薬散
布回数を大幅に削減した。黄色蛍光灯照
射ではヤガ類の飛来を抑制した。また、
施設周囲の簡易溝設置でハダニなどの歩
行性害虫果の侵入を抑制できた。

⑻　リサイクル有機物による土壌養分ストック
　機能利用新施肥技術事業
 　ウーロン茶カスを利用して土壌中の過剰
な硝酸態窒素量をコントロールする場合、

土壌水分が多いと窒素は空中にガス化し
再利用できない。しかし、土壌水分を適
度な畑状態に保つと窒素はウーロン茶カ
スに吸収され再利用可能であった。また、
ウーロン茶カスに吸収された窒素は徐々
に放出されるが、煎茶カスや紅茶カスに
吸収された窒素は急激に放出され、すぐ
に元のレベルに戻ることを確認した。

⑼　環境保全型養殖普及推進対策事業
　　養殖漁場において環境調査を実施し、
環境指標となる＊ＡＶＳの基準値を求め
た。
　　また、餌の種類による残餌や糞の排出
量の違いを検討した。
⑽　海面養殖業ゼロエミッション推進対策
　調査事業
　　漁場環境へのリンの負荷を軽減するた
めに、魚粉の一部を大豆粕に置き換える
等、飼料中のリン添加量を変えた飼料試
験を実施し、海藻の生長や海藻類を用い
たアワビ、トコブシの成長、また、海藻
類によるＮ（窒素）、Ｐ（リン）の取り込
み実験を行い、基礎資料を得るとともに
養殖現場で実証実験を実施した。
⑾　持続的農業技術の普及促進
　　平成 15年度は、有機性資源の循環的利
用により健全な土壌を形成することと併
せて、化学肥料・農薬の節減による環境
と調和の取れた持続性の高い農業生産方
式の導入を推進するため、展示ほの設置・
運営により農業者に対する濃密な普及活
動を実施した。

第２節　自然環境とのふれあいと活用

ＡＶＳ（酸揮発態硫化物量）
　ＡＶＳとは、海域の底質の
汚れの指標の一つで、硫化物
の量を表す。
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　現　状

　まちの緑や水辺は私たちの生活にうるお
いとやすらぎを、また、まち並みや地域の
美しい景観は人の心をなごませ、地域の個性
を生み出す。近年は、都市公園や緑地の整備
などにより新たな緑が創り出されている一方
で、市街地のスプロール化現象などにより里
山などの周辺の緑が失われつつある。都市内
の河川や沿岸域は、水質の汚濁やコンクリー
ト護岸の建設などにより住民からは遠い存在
となっていたが、親水性の向上や水質の改善
などにより再び生活空間の一部としての役割
を果たしつつある。まちの景観は道路、建物、
河川など様々な構成要素により成立っている
が、それらの整備にあたっては景観に配慮さ
れたものが増えてきている。

　課　題

　県民の環境に対する要求は多様化、高度化
し、生活空間の快適さに対する関心も高まっ
てきている。こういった社会的変化に対応す
るため、都市公園や緑地の整備を進めるほか、
道路、公共施設、河川などの公共空間や、工
場・事業所などでの効果的な緑のレイアウト
を推進する必要がある。さらに、それらまち
の緑と近郊の緑とを結ぶ緑のネットワークづく
りが必要である。また、県民の日常生活におい

て憩いの場となり、ゆとりの空間となるよう
な公園、広場、歩道、水辺などのオープンスペー
スの整備を進める必要がある。地域の特性に
応じた美しい景観づくりには、県民、事業者、
行政が共通の認識を持ち、それぞれの役割を
果たすことが重要であり、行政は公共事業の実
施などに当たって先駆的な役割を担うととも
に民間事業に対する誘導的措置も必要である。

　取　組

１　都市公園の整備
　都市公園は、都市の緑化・公害の緩和・
災害時の避難場所の提供等の都市環境の改
善、またスポーツ・レクリエーションの場
として都市住民の健康な心身の維持・形成
に寄与し、自然とのふれあいを通じて豊か
な情操の育成に資することを目的として整
備が行われた。また、「都市公園等整備緊急
措置法」に基づき、都市公園整備７ヶ年計
画を策定し、計画的な整備を推進してきた
が、本県の整備状況は平成 15年度末で都市
公園面積 577.28 ヘクタール、住民１人当た
り都市公園面積 6.42 ㎡であり、今後とも計
画的、積極的な整備を推進する必要がある。
平成 15年度においては、6市町６公園の整
備が行われた。

資料編３－８（P.130）

第３節　豊かな生活空間の保全と創造

　市街地やその周辺に残された緑や水辺と
いった身近な自然は、人々の暮らしを豊かな
ものとする重要な環境資源であり、これらの
資源を保全しつつ今後のまちづくりの中で有
効に活用、創造することが必要となる。また、
地域の個性を形成し、人々の地域への愛着を
もたらす歴史的・文化的資源の存在価値を再
認識し、その保全に努めることが大切である。

Ⅰ　まちの緑や水辺、美しい景観の保全と創造

第３節　豊かな生活空間の保全と創造
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　現状と課題

　本県は、古くからの国内外の交流や信仰の
場としての長い歴史を持ち、その中で優れた
独自の文化を創り上げ、貴重な文化財や伝統
を今日に伝えてきた。また、本県は、国指定
の文化財の数が全国第７位に位置する有数の
文化財の保有県であると同時に、高野山町石
道や熊野参詣道などの古道や湯浅町湯浅など
の古い町並みなど地域の特色となる歴史的遺
産にも恵まれており、これらの歴史的・文化
的資源は、県民の心のゆとりや地域への愛着
を育んでいる。
　これまで長い歳月を経て伝えられてきた貴
重な資源は、県民の財産として、今後とも積
極的に保存の措置を講じていくとともに、こ
れらをとりまく周辺の環境をも含めた一体的
な保全について考慮する必要がある。
　これらの文化財のうち、重要なものを重点
的に保護するため国及び地方公共団体は文化
財保護法等に基づき指定等の措置を講じてい

る。県内に所在する文化財は、国指定のもの
が４３４件、国登録が５５件、県指定のもの
が４９７件（平成１６年４月１日現在）、市町
村指定のものが１，１７０件（平成１３年５月
１日現在）である。ほとんどの市町村におい
て文化財の保護のための条例が制定されてお
り、市町村指定文化財の数が増加している。

　取　組

１　指定文化財の管理
　県では文化財保護指導員制度を設け各市
町村毎に委員を設置し、文化財の愛護思想
の普及・啓発を図るとともに、指定文化財
等の定期的なパトロールを実施し、現状の
把握に努めている。

２　文化財の保護
　文化財を適正に次の世代に守り伝えるた
め建造物・記念物等の保存修理と整備等を
計画的に実施するとともに、各種の調査を
実施し未指定文化財の発掘に努めている。
また周囲の環境と一体をなして歴史的風致

２　電線共同溝整備事業
　安全で快適な通行空間を確保し、都市
景観の向上を目指すとともに、台風や地震
といった災害による事故の防止や情報通信
ネットワークの信頼性の向上を図るため、
現在、電線の地中化事業を推進している。
　わが国における電線類の地中化は、欧米
主要都市と比較して立ち後れている状況で
あるが、平成 10年度までは主に大規模商業
地域を対象に実施してきた事業を、平成 11
年度からは中規模商業系地域や住居地域へ
対象を拡大するなど積極的に事業を進めて
いる。本県において整備を行った延長距離
は、平成 16年３月末現在約 31㎞である。
３　和歌川河川環境整備事業
　和歌山市内の河川における水環境を改善
するため、底泥の浚渫、浄化用水導入、下
水道整備等を、国、県、市が協力して実施
するとともに、地域の美化活動等により、
総合的な取組を実施している。この一環と

して、和歌川における水質浄化を目的とし
て、平成 10 年度より 16 年度までの間で、
市堀川分派点から和歌川仮堰上流までの延
長 3,585 ｍの浚渫事業を行う。

４　和歌山流「多自然型川づくり」の推進
　新たな「紀州流」の技術を確立し、和歌
山にふさわしい河川環境を整備、保全して
人間だけでなく生物にも快適な川づくりを
推進している。
５　農村活性化住環境整備事業
      快適でうるおいのある住環境を形成するた
め、ほ場整備による非農用地の創出と併せ
て緑地空間、水辺空間等の生活環境を総合
的に整備する。

　　各地の実施状況
・安居地区（日置川町）：ほ場整備による

　　　　　  非農用地を整備
・長野地区（田辺市）：生活環境として集

　　　　  落道路を整備

第３節　豊かな生活空間の保全と創造
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を形成している伝統的な建造物群いわゆる
町並みについては湯浅町湯浅の調査を実施
し、その保存地区設定に向けて作業を進め
ている。

３　文化財保護育成補助事業
　県内に所在する国・県指定文化財及び埋
蔵文化財の保護と活用を図るために実施さ
れる文化財保存事業に対して助成を行って
いる。
　平成１５年度は、建造物の保存修理６件
（旧中筋家住宅（和歌山市）、荒田神社本殿（岩
出町）など）、防災施設３件（粉河寺本堂ほ
か（粉河町）など）、美術工芸品の保存修理
１件（金剛峯寺蔵木造不動明王立像（高野
町））、記念物関係（史跡・名勝・天然記念物）
６件（養翠園、和歌山城ほか）、埋蔵文化財
の発掘調査等６件について補助を行った。

４　歴史的景観の復元等
　寺院跡・古墳などの国、県指定史跡に対
して、発掘調査を実施し、歴史的資料とし
て活用できるよう復元整備を進めている。
整備に当たっては、歴史的公園としての側
面を重視し、植栽を行うなど環境の復元に
も努めている。

５　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の
　保全
　「紀伊山地の霊場と参詣道」は、紀伊山地
に形成された山岳霊場「吉野・大峯」、「熊
野三山」、「高野山」に加え、これらを結ぶ
参詣道「大峯奥駈道」、「熊野参詣道（中辺路・
小辺路・大辺路・伊勢路）」、「高野山町石道」
から構成される。
　また、周辺の山、森、川、滝、温泉など
信仰の山に密接に関連する要素や、田園、
町並など人の生活文化が形成した景観要素
も「文化的景観」として、その構成に含ま
れている。
　「紀伊山地の霊場と参詣道」がユネスコ世
界遺産として登録されたことから、世界遺
産条約（「世界の文化遺産及び自然遺産の保
護に関する条約」）に基づき、人類のかけが
えのない財産として、より一層の保全への
取組が求められる。
　資産（霊場及び参詣道）は、文化財保護
法に基づき現状の保全を図るとともに、そ
の周辺についても、自然公園法、森林法、
市町村景観条例等の法令により良好な環境
を保持する。また、地域住民や民間団体、
来訪者等との連携・協働を図りながら、資
産の保全、周辺森林の整備、町並の修景等、
必要な施策を積極的に推進していく。

高野山山王院本殿

丹生官省符神社本殿

熊野速玉大社のナギ
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第 3章　快適な生活環境の保全と持続的発展が可能な社会の構築

Ⅰ　大気環境の保全

第１節　健全な生活環境の確保

　私たちがこれまで構築してきた社会は、自
然界から多くの資源を採取し、それらを利用
して日常生活や事業活動を営み、不要となっ
た様々な物質を自然の物質循環の中へ排出す
ることによって成り立ってきた。一方自然は、
自らが持つ再生・浄化能力によって、私たち
が排出した物質を自然の物質循環の中に取り
込み、適切に処理してきた。しかし、今日の
大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会
システムにおける環境への負荷の増大は、自
然が持つ再生・浄化能力を超えようとしてお
り、私たち人間の手によって、自然の物質循
環が壊されようとしている。自然の物質循環
が完全に壊れてしまった時、地球がどのよう
な状況となるのかを予想することは困難であ
る。そしてそれを知った時には、地球を二度

と元の姿に戻すことができないかもしれない。
　高度成長期における、北部臨海工業地域を
中心とした公害問題は、様々な努力により大
幅に改善されたが、今日においても一部で自
動車交通騒音や水質汚濁などの公害問題が生
じている。私たちは、今日の公害問題の解決
に努め、健全な生活環境を維持していかなけ
ればならない。また、たとえ公害問題として
顕在化していなくとも、地域で営まれるすべ
ての経済活動が、何らかの形で環境へ負荷を
与えているということを一人ひとりが十分認
識し、私たちの日常生活や事業活動によって
排出される環境への負荷を私たち自らの手で
コントロールし、自然の浄化能力の範囲内に
収まるような、循環型社会を構築していかな
ければならない。

　私たちをとりまく環境は大気、水、土壌と
いった様々な環境要素から成り立っている。
私たちは日常活動や事業活動を行うことによ
り、これらの環境要素に対し様々な負荷を与
えている。日常生活において安全性が確保さ

れ、より良い状態へと改善するために、従来
からの公害防止の取組みに加え、個々の環境
要素の保全と環境への負荷の未然防止を目指
して取り組んでいかなければならない。

　現　状

　大気汚染とは、工場・事業場における事業
活動に伴って発生する＊ばい煙や自動車など
から排出される汚染物質及び光化学オキシダ
ントなどの二次汚染物質によって空気が汚れ、
人の健康や生活環境に悪い影響を与えるよう
な状態をいう。大気汚染の原因となる物質に
は、二酸化いおう、窒素酸化物（－酸化窒素、
二酸化窒素）、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、
粉じん、光化学オキシダント、炭化水素など
がある。このうち、人の健康を保護し生活環
境を保全する上で維持することが望ましい基
準として、これまでに二酸化いおう、一酸化

炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、
二酸化窒素について、環境基準が設定されて
いる。この評価には、長期的評価、短期的評
価及び 98％値評価があり、環境基準の適合状
況で大気汚染を評価している。また、非メタ
ン炭化水素については、「光化学オキシダント
の生成防止のための大気中炭化水素濃度の指
針」が設定されている。なお、低濃度ではあ
るが長期間の暴露による健廉への影響が懸念
される有害大気汚染物質のうち、べンゼン等
４物質についても環境基準が設定されている
　資料編４－１（P.131）、４－２（P.131）

１　大気汚染物質別の状況
　　平成 15年度の大気常時測定局における測

ばい煙
　大気汚染防止法では、次の
物質をばい煙と定義している。
　⑴　燃料その他物の燃焼に
　　伴い発生するいおう酸化
　　物
　⑵　燃料その他物の燃焼ま
　　たは熱源としての電気の
　　使用に伴い発生するばい
　　じん
　⑶　物の燃焼、合成、分解
　　その他の処理（機械的処
　　理を除く）に伴い発生す
　　る物質のうち、人の健康
　　または生活環境に係る披
　　害を生ずるおそれがある
　　物質で政令で定めるもの
　　（有害物質という）。
　また、ばい煙のうち指定ば
い煙（いおう酸化物及び窒素
酸化物）については、指定地
域を対象として総量規制が導
入される。

第１節　健全な生活環境の確保
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二酸化鉛法
　二酸化鉛法による測定方法
では、いおう酸化物が二酸化
鉛と反応し硫酸鉛を生成する
ことを利用し、いおう酸化物
を定量し、その結果は SO3 ㎎
／ 100 ㎤／日で表す。

定結果は、前年度と比べて各地点ともほぼ
横ばいの傾向で推移し、おおむね良好な大
気環境が保たれている。

⑴　二酸化いおう
　二酸化いおうについては、14 市町 33 局
において、常時監視測定を実施し、各測定
局の地域別における平成 10 年度から平成
15 年度までの経年変化は、全般的に低濃度
で推移しており、全局において長期的評価
で環境基準に適合している。

（図表 27参照）
資料編 4－ 5（P.135）

⑵　窒素酸化物
　窒素酸化物（一酸化窒素及び二酸化窒素）
については、11 市町 26 局で常時監視測定
を実施し、各測定局の地域別における平成
10年度から平成 15年度までの経年変化は、
全般的に横ばいで推移し、平成 15年度の測
定結果は、全局とも 98％値評価で環境基準
に適合している。

（図表 28・図表 29参照）
資料編 4－ 7（P.138）

⑶　二酸化いおう及び二酸化窒素
　大気汚染監視体制が整備されていない地
域では、関係する 8市町の協力を得て、８
地点で＊トリエタノール含浸ろ紙・パッシブ
法（平成 11年度までは二酸化鉛法）により
二酸化いおう及び二酸化窒素の測定を実施
している。

資料編 4－ 6（P.136）

⑷　－酸化炭素
　一酸化炭素については、和歌山市が自動
車排出ガス測定局 2局を設置し、常時監視
測定を実施した。平成 15年度における測定
結果は 2局とも環境基準に適合している。

（図表 30参照）
資料編 4－ 8（P.141）

図表 27　二酸化いおう濃度年平均値経年変化

図表 28　一酸化窒素濃度年平均値経年変化

図表 29　二酸化窒素濃度年平均値経年変化

図表 30　一酸化炭素濃度年平均値経年変化

第１節　健全な生活環境の確保

トリエタノールアミン含浸ろ
紙・パッシブ法
　大気中の二酸化いおうや二
酸化窒素等の汚染度を知るた
めに簡易的に用いられる測定
方法。トリエタノールアミン
溶液に浸し、乾燥後、補集容
器内に装着し、ある一定の期
間、大気中に暴露することで、
酸化物質である二酸化いおう
や二酸化窒素等を補集する。
このろ紙を分析することによ
り目的物質の濃度を測定する。
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⑸　浮遊粒子状物質
　浮遊粒子状物質については、14 市町 31
局で常時監視測定を実施しており、各測定
局の平成 10 年度から平成 15 年度までの年
平均値の地域別経年変化は、全般的に横ば
い状況で推移しており、全局において長期
的評価で環境基準に適合している。

（図表 31参照）
資料編 4－ 9（P.142）

⑹　＊降下ばいじん
　降下ばいじんの測定は、和歌山市地域２
地点、下津町地域５地点の７地点で＊デポ
ジットゲージ法により実施し、平成 15年度
の降下ばいじん量測定結果は、全ての測定
局で行政目標値である 10トン／㎢／月を下
回っている。

（図表 32参照）
資料編 4－ 10（P.144）

⑺　光化学オキシダント
　光化学オキシダントの測定については、4
市町 13 局で常時監視測定を実施し、平成
14年度の測定結果は、全局とも環境基準値

を超えた時間がある。また、緊急時の措置
については「光化学オキシダント（スモッグ）
緊急時対策実施要碩」に基づき関係機関の
協力を得て実施しており、5月から 10月に
かけて特別監視を実施した。平成 15年度に
おける予報の発令は４回で、注意報の発令
はなく、光化学オキシダントによる被害の
届け出もなかった。

（図表 33・図表 34参照）
資料編 4－ 11（P.146）
資料編 4－ 12（P.146）

⑻　炭化水素
　炭化水素については、１市１局で常時監
視測定を実施し、平成 15年度の非メタン炭
化水素測定結果について、「光化学オキシダ
ントの生成防止のための大気中炭化水素濃
度の指針」を超えた日がある。

（図表 35・図表 36参照）
資料編 4－ 13（P.147）
資料編 4－ 14（P.147）
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図表 31　浮遊粒子状物質濃度年平均値経年変化

図表 32　降下ばいじん量経年変化

図表 33　光化学オキシダント濃度昼間の１時
　　　　  間値の年平均値経年変化

降下ばいじん（SD）
デポジットゲージ法
　降下ばいじんとは、大気中
の汚染物質のうち自己の重力
により、または雨水とともに
地上に降下するばいじんや粉
じん等をいう。
　デポジットゲージ法による
測定では屋外に設置したガラ
ス製のロートを採取器にして、
降下してくるぱいじん、粉じ
ん　雨水等を 1ヵ月単位で捕
集し、ぱいじん量をトン／㎢
／月で表す
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図表 36　メタン炭化水素濃度年平均値経年変化図表 35　非メタン炭化水素濃度 6～ 9時における
　　　　　年平均値経年変化

図表 34　平成１5年度光化学オキシダント（スモッグ）発令状況

発 令 月 日 発 令 区 分 発 令 地 域 発 令 時 刻 解 除 時 刻 発令濃度 (ppm)

７ 月 ２ 日 予　報 Ｂ １５：５０ １６：５０ ０. １０３

８月３０日 予　報 Ｂ １５：５５ １６：５５ ０．１１０

９月１５日 予　報 Ｂ １４：５０ １６：５０ ０. １０１

 ９月１７日 予　報

Ａ １５：５０ １８：０５ ０. １０８

Ｂ １４：００ １８：０５ ０. １０８

Ｃ １４：００ １８：０５ ０．１００

【備　考】

　※ 発令地域

Ａ地域：和歌山市（７測定局）　Ｂ地域：海南市（４測定局）　Ｃ地域：有田市及び下津町
（２測定局）

　※  発令基準

〔予　報〕　オキシダント濃度の１時間値が、同一地域内の１以上の測定局で 0.10ppm以
　上になり、気象条件などから大気の汚染状況が継続すると認められるとき。

〔注意報〕
　

　オキシダント濃度の１時間値が、同一地域内の２以上の測定局で 0.12ppm以
　上になり、気象条件などから大気の汚染状況が継続すると認められるとき。 
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⑽　有害大気汚染物質
　有害大気汚染物質は、「継続的に搾取さ
れる場合には人の健康を損なうおそれがあ
る物質で大気の汚染の原因となるもの」と
して大気汚染防止法で位置づけられている。
これら物質のうち健康リスクがある程度高
いと考えられる優先取組物質のうち、環境
基準が設定されているベンゼン、トリクロ
ロエチレン、テトラクロロエチレン及びジ
クロロメタンのほか 14物質について、環境
大気中における濃度の実態把握のため、県
下 3地点において調査を実施した。ベンゼ
ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン及びジクロロメタンの年平均値につ
いては、すべての地点で環境基準に適合し
ている。また、他の物質も低濃度である。

資料編 4－ 15（P.148）
資料編 4－ 16（P.149）

２　環境測定車による大気一般環境及び自動
　　車排ガス調査状況
　環境測定車「ブルースカイ２１」により、
串本町鬮野川で５月３０日～７月２９日の
間、一般環境大気の実態調査を実施した。
　また、高野町高野山で８月１日～８月
３１日の間、岩出町荊本で９月２日～１０
月１日の間、自動車排出ガスによる環境大
気調査を実施した。その結果は、次のとお
りである。

資料編４－ 17（P.149）
⑴　串本町鬮野川における測定結果
　二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素
の濃度は、１時間値及び日平均値で環境基
準に適合している。浮遊粒子状物質は、環
境基準を超えた時間（１３７５時間のうち
１時間）があり、光化学オキシダントは環
境基準を超えた時間（昼間９０７時間のう
ち１８０時間）がある。
⑵　高野町高野山における測定結果
　二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、
浮遊粒子状物質の濃度は、１時間値及び日
平均値で環境基準に適合している。光化学
オキシダントは環境基準を超えた時間（昼
間４６３時間のうち１３時間）があり、非
メタン炭化水素は指針値を越えた日（２９
日間のうち３日）がある。
⑶　岩出町荊本における測定結果
　 二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、

浮遊粒子状物質の濃度は、１時間値及び日
平均値で環境基準に適合している。光化学
オキシダントは環境基準を超えた時間（昼
間４５０時間のうち４９時間）があり、非
メタン炭化水素は指針値を越えた日（２９
日間のうち３日）がある。

　課　題

　本県の大気環境はおおむね良好な状態にあ
り、今後も現状を推持する必要がある。県下
の大気汚染常時監視体制については、現在の
一般環境測定局が北部臨海工業地域と御坊、
日高地域に集中していることから、県下全域
の大気環境の状況を把握していくため、今後、
環境測定車等を利用した、きめ細かな監視を
行っていく必要がある。
　また、幹線道路沿いについては、自動車交
通量の増加等に伴う大気環境の悪化が懸念さ
れることから、自動車排出ガス測定局の設置
や環境測定車による監視の強化に努める必要
がある。

資料編 4－ 3（P.132）

　取　組

１　大気汚染常時監視
　大気環境の汚染状況を把握するため、和
歌山市、海南市等 5市 9町における一般環
境大気常時測定局で、各市町の協力を得な
がら、テレメーターシステムによる常時監
視を行っている。

資料編 4－ 4（P.133）
２　環境測定車による大気調査
　環境測定車“ブルースカイ 21”により常
時測定局を設置していない地域を中心に一
般環境大気調査、自動車排出ガス等による
環境大気調査を実施している。

第１節　健全な生活環境の確保
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３　発生源常時監視
　固定発生源においては、特定の企業に煙
道テレメーターを配備し、いおう酸化物や
窒素酸化物の排出量を把握し、協定値の順
守状況の確認を行っている。

（図表 37参照）
４　光化学オキシダント緊急時対策
　光化学オキシダント（スモッグ）による
被害を未然に防止するため、「光化学オキ
シダント（スモッグ）緊急時対策実施要領」
に基づき、県下 13測定局においてオキシダ
ント濃度の常時監視を行っており、緊急時
には住民等への周知及び対象工場・事業場
に対する燃料使用量の削減要請等必要な措
置をとることになっている。また、オキシ
ダント濃度が上昇する夏期を中心に特別監
視期間を定め、監視の強化を図っている。

５　固定発生源対策
　いおう酸化物は、地域ごとに設定された
＊K値により、ばい煙発生施設からの排出量
を規制している。特に北部臨海工業地域に

ついては、K値に特別排出基準があてはめら
れている他、大規模工場に対して総量規制
基準を定め、小規模工場には燃料使用基準
を定めている。窒素酸化物は、昭和 48年 8
月の第一次規制以後、対象施設の拡大と排
出基準の強化が段階的に図られ、昭和 58年
9月には第五次規制が実施されており、ばい
煙発生施設の種類、排ガス量、設置年月日
ごとに定められた排出基準値により規制し
ている。ばいじんは、昭和 57年 5月に排出
基準の改正、強化が図られて、ばい煙発生
施設の種類と排出ガス量に応じて定められ
た排出基準により規制しているが、平成 10
年 4 月にダイオキシン類の排出抑制と浮遊
粒子状物質の低減のため、ばい煙発生施設
のうち廃棄物焼却炉の排出基準が改正され、
既設施設については平成 12年 4月から厳し
い基準が適用されている。有害物質は、ば
い煙発生施設の種類により定められた一律
の基準により規制している。
　粉じんは、特定粉じんである石綿を製造

図表 37　発生源常時監査局

K値規制
地域の大気汚染の状況に応
じて、全国 16 段階の地域に
分けてばい煙の地上到達濃度
を考慮した値（K値）を決め．
次の計算式により、煙突の有
効高さに応じていおう酸化物
の排出量を規制する方法。K
値が小さい程、きびしい規制
となる。
　　q＝ K × lO－３・He2

　（いおう酸化物の排出基準）
　　q：いおう酸化物の量
　　k：地域ごとに定められて
　　　いる係数（K値）
　　He：補正された排出口の
　　　高さ（煙突の高さに、　
　　　煙が上昇する有効な高
　　　さを加えたもの．単位：
　　　メートル）
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市町名 事業所名 監視項目
SOx NOx

和 歌 山 市

住友金属工業㈱和歌山製鉄所
第 4焼結炉 ○ ○
第 5焼結炉 ○ ○
その他小規模発生源 ○ ○

和 歌 山 共 同 火 力 ㈱
1号発電ボイラー ○ ○
2号発電ボイラー ○ ○
3号発電ボイラー ○ ○

花 王 ㈱ 和 歌 山 工 場 発電ボイラー ○ ○

海 南 市
関 西 電 力 ㈱ 海 南 発 電 所

1号発電ボイラー ○ ○
2号発電ボイラー ○ ○
3号発電ボイラー ○ ○
4号発電ボイラー ○ ○
総量 ○ ○

和歌山石油精製㈱海南製油所 120m煙突 ○ ○
70m煙突 ○ ○

有 田 市 東 燃 ゼ ネ ラ ル 石 油 ㈱
和 歌 山 工 場

A筒集合煙突 ○ ○
B筒集合煙突 ○ ○
C筒集合煙突 ○ ○
総量 ○ ○

御 坊 市 関 西 電 力 ㈱ 御 坊 発 電 所

1号発電ボイラー ○ ○
2号発電ボイラー ○ ○
3号発電ボイラー ○ ○
総量 ○ ○

大阪府岬町 関西電力㈱多奈川第 2発電所 1号発電ボイラー ● ●
2号発電ボイラー ● ●

泫　○：排出量　●：排出濃度



第３章　快適な生活環境の保全と持続的発展が可能な社会の構築

49

６　移動発生源対策
　自動車、船舶、鉄道等の移動発生源のうち、
自動車排出ガスによる大気汚染が大都市地
域を中心に依然として深刻になっている。
自動車排出ガス低減のため、これまでに大
気汚染防止法で段階的に個々の自動車に対
して規制が加えられてきている。窒素酸化
物・炭化水素については、ガソリン、LPG
車の規制が昭和 48年、ディーゼル車の規制
が昭和 49年、ディーゼル車から排出される
粒子状物質については、黒煙の規制が昭和
47年、粒子状物質全体に対する規制が平成
5年にそれぞれ開始されている。
　また、平成 9年 3月の自動車排出ガス量
の許容限度の改正で、ガソリンを燃料とす
る二輪車にも一酸化炭素、炭化水素及び窒
素酸化物の規制が加えられて平成 10 年 10
月から運用されている。さらに、自動車の
燃料の性状に関する許容限度の改正で、自
動車から排出される有害大気汚染物質のう
ち、ベンゼンについては排出削減のために
ガソリン中のベンゼン含有量の許容限度が
5分の 1になり平成 12年 1月から実施され
ている。これらの規制については、道路運
送車両法に基づいて規制を行うことになっ
ているが、自動車排出ガスの抑制には不要
なアイドリングや急発進・急加速など大気
汚染物質を大量に発生させる運転をしない
ことや公共交通機関の利用等の努力が望ま
れている。大気環境保全の面から自動車排

出ガスに起因する一酸化炭素、炭化水素、
窒素酸化物等について、都市部や自動車交
通量の多い幹線道路沿いで環境測定車によ
り大気環境調査を実施し、その実態把握に
努めている。

７　「環境にやさしい自動車」の導入促進
　県では、平成１３年度に「和歌山県環境
にやさしい自動車導入要綱」を、平成１４
年度からは、地球温暖化防止実行計画の一
環として策定した「グリーン購入方針」の
中で、重点的に購入する自動車として、①
電気自動車、②天然ガス自動車、③メタノー
ル自動車、④ハイブリッド自動車をはじめ、
省エネ法の基準に合う車などの条件を定め、
その積極的な導入を図っている。

８　アイドリングストップ運動
⑴ 　アイドリングストップ運動の意義
　　自動車の駐停車時における不必要なエ
ンジン使用を停止することにより、大気
汚染や騒音、悪臭の防止など、「自動車に
よる公害防止」の観点から取り組まれて

する施設を指定して排出基準により規制し、
これ以外の一般粉じんを発生施設の種類ご
とに定められた構造、使用、管理に関する
基準により規制している。これらの排出基
準等が適用される工場・事業場には、随時

立入調査を行い、大気汚染物質の排出濃度
の測定や設備基準の確認等規制基準の遵守
状況を監視している。

（図表 38参照）

図表 38　平成 15 年度　大気汚染に係る工場・事業場立入調査状況
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測　定　項　目　 工場・事業場数 調査施設数
据 置 件 数

命　令 勧　告 指　導

燃焼中いおう含有量 ５０ ４１ ０ ０ １

窒 素 酸 化 物 １９ ２１ ０ ０ １

ば い じ ん 　４ 　５ ０ ０ ０

塩 化 水 素 　５ 　５ ０ ０ １

計 ７８ ７２ ０ ０ ３

天然ガス自動車
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いたが、近年、地球温暖化の要因となる
二酸化炭素の排出の抑制の観点からも推
進している。

⑵ 　県の取組
　　県ではこれまで、アイドリングストッ
プのステッカーを作成・配布（平成１０
年度）し、また県広報誌の「県民の友」
を通じた啓発活動や関係団体に対し看板
設置などの協力を依頼してきた。

    平成１５年度は、ポスターを作成し、ト
ラック、バス、タクシーなどの関係機関
に配布した。

  　今後も、引き続き啓発を行うとともに、
看板の設置について関係機関と連携して
いくこととしている。

９　環境負荷の小さい自動車等に対する優遇税  
　制措置
　環境負荷の小さい自動車等については、
自動車取得税及び自動車税について以下の
優遇措置がとられている。
⑴　自動車税の特例措置
　　自動車税について、排出ガス及び燃費
性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、
その排出ガス性能に応じ税率を軽減する
とともに、新車新規登録から一定年数を
経過した環境負荷の大きい自動車は税率
を重くする特例措置（いわゆる「自動車
税のグリーン化」）が講じられている。
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　　①　環境負荷の小さい自動車
　　　　平成１３年度及び平成１４年度に新車新規登録された次の表の自動車については、登録の
　　　　翌年度から２年間軽課（平成１６年度は平成１４年度新車新規登録車が対象となる。）

特　例　対　象　車 特例措置
電気・メタノール・天然ガス自動車

概ね５０％軽課☆☆☆＋低燃費車
（☆☆☆は平成12年排出ガス基準値より75％以上性能が良い自動車）
☆☆＋低燃費車
（☆☆は平成 12年排出ガス基準値より 50％以上性能が良い自動車） 概ね２５％軽課

☆＋低燃費車
（☆は平成 12年排出ガス基準値より 25％以上性能が良い自動車） 概ね１３％軽課

　　　平成１５年度に新車新規登録された次の表の自動車については、平成１６年度の１年間軽課
特　例　対　象　車 特例措置

電気（燃料電池を含む）・メタノール・天然ガス自動車
概ね５０％軽課☆☆☆＋低燃費車

（☆☆☆は平成12年排出ガス基準値より75％以上性能が良い自動車）

　　　平成１６年度及び平成１７年度に新車新規登録される次の表の自動車については、登録の翌年度の
　　　１年間軽課

特　例　対　象　車 特例措置
電気（燃料電池を含む）・メタノール・天然ガス自動車

概ね５０％軽課☆☆☆☆＋低燃費車より燃費性能５％向上レベル
（☆☆☆☆は平成 17年排出ガス基準値より 75％以上性能が良い自動車）

☆☆☆☆＋低燃費車
（☆☆☆☆は平成 17年排出ガス基準値より 75％以上性能が良い自動車）

概ね２５％軽課
新☆☆☆＋低燃費車より燃費性能を５％向上レベル
（新☆☆☆は平成 17年排出ガス基準値より 50％以上性能が良い自動車）

　　　※低燃費車とは平成２２年度燃費基準（ディーゼル車の場合は平成１７年度）を満たしている自動車。
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　　②　環境負荷の大きい自動車
特　例　対　象　車 特例措置

新車新規登録から 11年を超えているディーゼル車
概ね１０％重課

新車新規登録から 13年を超えているガソリン車・ＬＰＧ車

　　　※電気・メタノール・天然ガス自動車、一般乗合用バス、被けん引車は除く。

　⑵　自動車取得税の特例措置
　　税率の特例

区　　　　　分 取　得　日
特例措置による税率

営業用・軽自動車 自家用

電気自動車（燃料電池自動車） ～H17.3.31 　０．３％ ２．３％

天然ガス自動車 ～H17.3.31 　０．３％ ２．３％

メタノール自動車 ～H17.3.31 　０．３％ ２．３％

ハイブリッド自動車
バス・トラック

～H17.3.31
　０．３％ ２．３％

上記以外 　０．８％ ２．８％

平成１６年排出ガス規制適合車 H15.4.1 ～
H16.9.30 　２．０％ ４．０％

平成１７年排出ガス
規制適合車

バス・トラック H16.4.1 ～
H17.9.30

　１．０％ ３．０％

上記以外 　２．０％ ４．０％

超低粒子状物質排出ディーゼル車認定制
度に基づき認定を受けた自動車

H15.4.1 ～
H17.3.31 　１．５％ ３．５％

 ※通常税率は、営業用・軽自動車３％、自家用５％。

　　課税標準額の特例
　　　（平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日までに取得された下表に該当する自動車につ
　　　いて、　申告書に特例措置を受けようとする旨の申請があった場合に適用する。）

区　　　　　分 特例措置

優良低燃費車でかつ平成１７年基準排出ガス７５％低減レベル達成車 取得価額から３０万円控除

優良低燃費車でかつ平成１７年基準排出ガス５０％低減レベル達成車 取得価額から２０万円
控除低燃費車でかつ平成１７年基準排出ガス７５％低減レベル達成車
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　現　状

１　公共用水域の監視状況
　水質汚濁に係る環境基準において、公共
用水域の水質を保全するうえで維持される
ことが望ましい基準として、健康項目及び
生活環境項目が定められている。この環境
基準の維持達成状況等を把握するため、平
成１５年度は、和歌山県が河川１７水域
（５６測定点）、海域９水域（５５測定点）
和歌山市が河川２水域（１８測定点）、海域
２水域（１９測定点）で水質の常時監視を
行った。
　河川の水質状況は、健康項目のうち、和
歌川（旭橋）でふっ素が、  山田川（海南大橋）、
有本川（若宮橋）、真田堀川（甫斉橋）、和
歌川（海草橋・旭橋）、和田川（新橋）、市
堀川（住吉橋）及び土入川（河合橋・土入橋）
でほう素が環境基準を達成できなかったが、
いずれも海水の影響により基準値を上回っ
たと考えられる。それ以外の項目について
は調査を行った全ての地点で環境基準を達
成していた。
　生活環境項目については、ＢＯＤについ
ては、３４環境基準点のうち２９地点で環
境基準を達成し、その達成率は８５％となっ
ている。
　環境基準を達成できなかったのは、南部
川（古川橋）、和歌山市が測定を行っている
大門川（伊勢橋）、和田川（新橋）及び土入
川（河合橋・土入橋）の５地点である。
　汚濁要因として、以下の理由が推定され
る。南部川（古川橋）における水質汚濁の
主な要因は、工場・事業場排水及び生活排
水が考えられる。また、南部川（古川橋）は、
流量が少ないため河川自体の自浄作用が乏
しく汚濁を進行させていると考えられる。
　内川〔大門川（伊勢橋）及び和田川（新橋）〕
における水質汚濁の主な要因として、工場・
事業場排水及び生活排水等があげられる。
また、内川は、河川勾配が少ないため流れ
が悪く、河川自体の自浄作用が乏しいこと
も汚濁を進行させていると考えられる。

　土入川（河合橋・土入橋）における水質
汚濁の主な要因として、流域には工場・事
業場が少ないことから、生活排水の影響に
よるものと考えられる。
　海域の水質測定結果は、ＣＯＤ（化学的
酸素要求量）については、環境基準の類型
をあてはめている水域の環境基準達成率状
況は３６環境基準点のうち３５地点で環境
基準を達成し、その達成率は９７％となっ
ている。
　環境基準を達成できなかったのは、下津
初島海域の１地点である。
　また、水の富栄養化を表す指標である全
窒素・全りんについて環境基準の類型をあ
てはめている５水域全てで環境基準を達成
している。

資料編５－１～５－６（P.153 ～ P.159）
資料編５－２2～５－ 25（P.207 ～ P.210）

（図表３９・図表４０参照）
資料編５－７～５－ 21（P.160 ～ P.199）
資料編５－ 26～５－ 35（P.211 ～ P.257）

Ⅱ　水環境の保全
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図表 39　河川の BODの水域別環境基準達成状況
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図表 40　海域の CODの水域別環境基準達成状況

54 第１節　健全な生活環境の確保

２　地下水の監視状況
　地下水の水質汚濁の状況については、平
成元年６月に水質汚濁防止法が改正された
ことにより監視を行っている。また、平成
９年３月に地下水の水質汚濁に係る環境基
準が設定された。
　平成１５年度は、地域の全体的な地下水

の概況を把握するための調査（概況調査）
を国土交通省近畿地方整備局が１地点、県
が１００地点、和歌山市が３０地点で行った。
　また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の汚
染の継続的な監視のための経年的な調査（定
期モニタリング調査）を県が８地点で行っ
た。
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底質
　河川、湖沼、海域などの水
底を形づくっている粘土、シ
ルト、砂、礫などの堆積物や
岩のことをいう。底質は、貝
類や水生昆虫類、藻類をはじ
めとしたいろいろな底生生物
の生活の場である。水質汚濁
の進行に伴って、有機物質や
重金属類などが沈積し、底質
中に蓄積される。そのため、
底質を調べることによって、
汚濁の進行傾向や速度につい
て、有用な情報を得ることが
できる。また、一度底質に移
行した各種物質の一部は、溶
出や巻き上がり現象によって
再び水質に対して大きな影響
を及ぼすことが知られている。

　概況調査結果は、砒素について和歌山市
の調査地点で１地点が、硝酸性窒素及び亜
硝酸性窒素について県の調査地点で７地点、
和歌山市の調査地点で３地点が、ふっ素に
ついて県の調査地点で１地点がそれぞれ環
境基準を超過した。
　また、定期モニタリング調査結果は、４
地点で環境基準を超過した。

資料５－ 36（P.264）
資料５－ 37（P.266）

３　工場・事業場の監視状況
　水質汚濁防止法に基づく届出及び瀬戸内
海環境保全対策特別措置法に基づき許可し
ている工場・事業場は、平成１５年度末現
在 3,679 である。
　これらの工場・事業場に対し、立入調査
を適宜実施し、排水基準適合状況の監視を
行うとともに、届出等の内容の確認を行っ
ている。県が平成１５年度に調査を実施し
た工場・事業場の排出水の検査項目数は、
延べ 1,824 項目である。調査結果について
みると、延べ 1,753 項目中 1,727 項目が排
水基準に適合（98.5％）し、26 項目が不適
合（1.5％）であった。不適合項目は、pH、
COD 及び n‐ヘキサン抽出物質等であり、
主な汚濁施設は、し尿浄化槽である。

４　各種水質の監視状況
⑴　河川・海域の底質調査
　　平成１５年度は、*底質中の有機汚染の
指標である重金属等の含有量、pH及び強
熱源量の調査を実施した。

資料編５－ 43（P.272）
⑵　海水浴場等の水質調査
　　海水浴場等の水質の現状を把握し、住
民の利用に資するため、平成１５年度は、
３９ヶ所について、遊泳期間前（５月中旬）
及び遊泳期間中（７月下旬）に水質調査
を実施し、調査の結果全てが良好な水質
を維持していた。
　　また、病原性大腸菌Ｏ－１５７につい
て全ての海水浴場等で検出されなかった。

（図表４１参照）
資料編５－ 42（P.270）

⑶　ダム貯水池等の水質調査
　　昭和６０年７月水質汚濁防止法の改正

により、湖沼による窒素・りんの排水規
制が定められた。このため、植物プラン
クトンの増殖をもたらす恐れのある湖沼
としてりんの排水規制が適用される山田
ダム貯水池、桜池、広川ダム貯水池、二
川ダム貯水池、椿山ダム貯水池、殿山ダ
ム貯水池、七川ダム貯水池、七色ダム及
びこれらと類似の４ヶ所計１１ダム貯水
池等について調査した。平成１５年度は、
窒素による富栄養化について注意を要す
る条件（りん：0.02mg ／ l 以上かつ窒素
／りん＝ 20以下）にあてはまるヶ所は桜
池（平成１５年８月）、山田ダム貯水池（平
成１５年８月）であった。

資料編５－ 44（P.273）
⑷　休廃止鉱山の水質調査
　　休廃止鉱山は、現存するものや消滅し
たもの、また、付近の地形で位置が確認
できないものもあるが、坑口水やズリ堆
積場の浸透水が公共用水域に流入し、水
質汚濁や健康被害を及ぼす恐れがないか
を監視するため、流入する河川等の水質
調査を実施している。
　　平成１５年度は妙法鉱山（那智勝浦町）
の流入河川水等の pH、カドミウム、鉛、
砒素、銅及び亜鉛の調査を行った。今回
の調査では問題はなかった。
⑸　要監視項目調査
　　人の健康の保護に関連する物質である
が、公共用水域等における検出状況等か
らみて、現時点では直ちに環境基準の健
康項目とせず、引き続き知見の集積に努
めるべきと判断される２２項目について
調査を実施した。

資料編５－ 22（P.207）
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図表 41　海水浴場等の調査結果の概要及び判定基準

区　　分 遊　泳
期間前

遊　泳
期間中

判　定　基　準

ふん便性
大腸菌群数 油膜の有無 ＣＯＤ 透明度

適

水質
AA

20 15 不検出
(検出限界2個 /100ml)

油膜が認められない
2m g / l 以
下 ( 湖沼は
3mg/l以下)

全透 ( 水深
1m以上）水質

　A
　

19 24 100 個 /100ml 以下

可

水質
　B
　

0 0 400 個 /100ml 以下

常時は油膜油膜が認
められない

5mg/l 以下
水深 1m未
満～ 50 ㎝
以上水質

　C
　

0 0 1,000個 /100ml 以下 8mg/l 以下

不　適 0 0 1,000 個 /100ml を
超えるもの

常時油膜が認められ
る 8mg/l 超 50 ㎝未満
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５　下水道の整備状況
　下水道は、雨水の浸水を防ぎ、周辺の環
境を改善し、生活環境の向上・公共用水域
の水質保全などさまぎまな役目をはたす重
要な基幹的施設であり、県においても積極
的にその整備推進を図っており、平成 14年
度末における本県の下水道の処理人口普及
率は 12％である。また、市街地、農山漁村
を問わず効率的な整備を行うため、県下全
市町村を対象に汚水処理施設の整備区域や
整備手法を定めたマスタープランともいえ
る「和歌山県全県域汚水適正処理構想」を
平成 14年度に見直しを行い、市町村の汚水
処理事業の円滑な推進を図っている。
⑴　流域別下水道整備総合計画
　　「流域別下水道整備総合計画」（以下「流
総計画」という。）については、紀の川
流総計画、有田川及び紀中地先海域流総
計画、田辺湾流総計画が策定されている。
そのうち紀の川流総計画、有田川及び紀
中地先海域流総計画については、見直し
が必要であるため変更策定を行っている。

⑵　流域下水道
　　流域下水道は、2つ以上の市町村の区域

における公共下水道（流域関連公共下水
道）から排除される下水を受け入れ、終
末処理場で処理するものである。本県で
は、昭和 54年度から橋本市、かつらぎ町、
高野口町、九度山町の 1市 3町を対象に
した紀の川流域下水道（伊都処理区）事
業を実施しており、平成 13 年 4 月 1 日
から一部供用開始した。また、平成 13年
度から、打田町、粉河町、那賀町、桃山町、
貴志川町、岩出町の 6町を対象にした紀
の川中流流域下水道（那賀処理区）事業
を実施している。

資料編 5－ 47（P.276）
⑶　公共下水道
　　公共下水道は、主として市街地におけ
る下水を排除し、また処理するために、
地方公共団体が設置及び管理する下水道
で、終末処理場を有するもの又は流域下
水道に接続するものであり、汚水を排除
すべき排水施設の相当部分が管渠である
構造のものをいう。本県では、平成 15年
度に和歌山市、橋本市、貴志川町、桃山町、
岩出町、かつらぎ町、高野口町、九度山町、
高野町、吉備町、美浜町、由良町、龍神村、
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南部町、白浜町、上富田町及び太地町の 2
市 14町 1村で公共下水道（特定環境保全
公共下水道を含む。）事業を実施しており、
平成 15年度末で、和歌山市、橋本市、貴
志川町、かつらぎ町、高野口町、九度山町、
高野町、広川町、由良町、龍神村、南部町、
白浜町、串本町、那智勝浦町、太地町及
び本宮町の 2市 13 町 1 村で供用開始し
ている。
⑷　都市下水路
　　都市下水路とは、主として市街地の雨
水排除を目的とするもので、その構造は、
開渠を原則としている。本県では、平成
15 年度で和歌山市、海南市、有田市及び
田辺市の４市８水路で都市下水路事業を
実施している。

６　浄化槽による生活排水の処理状況
　本県の水洗化人口は、平成１３年度末で
６４４，８４８人、その率は５９．１％となっ
ており、そのうち浄化槽が８９．６％を占め、
県民の生活水準の向上に伴い着実に伸びて
いる。

（図表 42参照）
資料編 5－ 48（P.277）
資料編 5－ 49（P.278）

  特に、し尿と生活雑排水を併せて処理し、
高度な能力を有する＊浄化槽 は、平成 13年
度末現在３９，１７５基設置されており、処
理人口は１８３，０７３人となっている。ま
たこの浄化槽の設置には、平成元年度から
補助制度が導入されており、平成１３年度
末までに２３，５１７基が補助を受けて設置
されている。

（図表 43参照）
７　漁場環境の現況
　公共用水域の富栄養化等による赤潮の発
生や、油類等の流出事故等による水質汚濁
は、漁場環境に影響を与え、漁業被害を引
き起こすことがある。
資料編 5－ 38～ 5－ 41（P.267 ～ P.269）

課　題

　現状では、一部の河川で環境基準が未達成
となっていることから、工場・事業場からの
産業系排水についての排出基準等が順守され
るよう監視、指導に努めるとともに、発生源

の主な要因である生活排水対策を総合的に推
進する必要がある。本県の場合、下水道普及
率が平成１４年度末で１２％程度と全国平均
（６５％）に比べ相当低いことから、下水道や
農業漁業集落排水処理施設、合併処理浄化槽
等を適切に組み合わせ、早期整備を図る必要
がある。

資料編５－ 46（P.275）
　さらに、生活雑排水対策として、家庭での
取り組みへの啓発や地域活動の育成などを推
進することも必要である。また、水域の状況
によっては、しゅんせつや浄化用水の導入な
ど、より直接的な浄化対策を推進することが
必要である。また、閉鎖性海域を中心として
依然として富栄養化等による赤潮が発生して
おり、栄養塩類の汚濁負荷量のより一層の削
減対策が必要である。水は雨となって地面に
降り、森林や農地などの土壌や地下水脈に保
水され、河川として海に流れ込み、大気中に
蒸発するという流れで自然の中を循環してい
る。この水の自然循環を壊さないためには、
流水量の確保や水循環にかかわる生態系の保
全といった総合的な視野に立った保全対策が
重用である。そのため、水源かん養機能を持
つ森林、農地などの保全を図るとともに、水
資源の適切な利用、都市域における浸透機能
の確保といった流域全体での対応が必要であ
る。河川や海域は、本来、自然の水質浄化機
能を有しているが、自然護岸や自然海岸、干
潟などが失われることにより、これら機能も
失われつつある。このような多様な自然をで
きる限り保全するとともに、新たな水辺環境
を創造していくことも必要である。

浄化槽
　改正された浄化槽法等では、
これまでの合併処理浄化槽を
「浄化槽」と表現し、し尿のみ
を処理する単独処理浄化槽は
「みなし浄化槽」と表してる。
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図表 42　便所の水洗化率の推移

図表 43　浄化槽新設基数の推移

（　）は補助事業分
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(2,207)(2,207) (2,426)(2,426)

(2,396)(2,396)
(3,193)(3,193)

(4,082)(4,082)

　取　組

１　公共用水域及び地下水の監視
　公共用水域及び地下水の水質に係る環境
基準の達成状況を把握するため、水質汚濁
防止法に基づく「公共用水域及び地下水の
水質測定計画」により常時監視を実施して
いる。また河川・海域の底質調査、ダム貯
水池等の水質調査を行っている。

２　工場・事業場の監視指導
　「水質汚濁防止法」、「瀬戸内海環境保全

特別措置法」及び「和歌山県公害防止条例」
の適用工場・事業場に立入調査を行い、排
水基準等の適合状況の監視を行うとともに、
特定施設や排水処理施設の維持管理の徹底
を指導している。また、排水量 50㎥／日未
満の排水基準（生活環境）適用外の事業場
に対しても、必要に応じ「小規模事業場等
未規制汚濁源に対する指導指針」（昭和 63
年作成）に基づき指導を行う。

３　海水浴場等の水質調査
　海水浴場等の水質の現状を把握し、住民
の利用に資するため水質調査を行いその結
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果を公表している。
資料編 5－ 42（P.270）

４　生活排水対策
　公共用水域の水質汚濁の主な原因の一つ
として、台所排水などの生活排水があげら
れる。生活排水の処理については、下水道、
コミュニティプラント、農業集落排水処理
施設、漁業集落排水処理施設、浄化槽等の
施設整備が重要であるが、県民一人ひとり
がこの問題を自覚し、日常生活の中での心
配りや工夫を行うことによって汚濁軽減を
図ることも大切であり、水生生物調査、紀
の国の名水及び生活排水啓発パンフレット
の配布等を通じて水環境保全意識の啓発を
図っている。
５　伊都浄化センター事業
　県では、1市 3町（橋本市、かつらぎ町、
高野口町、九度山町）を対象にした紀の川
流域下水道（伊都処理区）事業を行っている。
伊都浄化センターは、伊都処理区の終末処
理場として、1市 3 町の下水道処理を行う
施設で、管理棟、機械棟、沈砂池ポンプ棟、
最初沈澱池、エアレーションタンク、最終
沈澱池、汚泥処理棟等からなる。同センター
は、平成 13 年 4 月 1 日から一部施設で運
転を開始しているが、今後流入汚水量の増
加に合わせて順次施設を増設する。
６　瀬戸内海の環境保全と広域的な組織活動
⑴　瀬戸内海の環境保全に関する和歌山県
計画
　　瀬戸内海環境保全特別措置法第４条の
規定に基づく瀬戸内海の環境保全に関し
実施すべき施策について昭和５６年に計
画を定め、平成１４年７月に改訂した。
　計画には、趣旨、目標及び目標達成の
ため講ずる施策等を定めており、これら
に基づき各種事業の推進を図っている。
⑵　化学的酸素要求量（COD）、窒素含有量
及びりん含有量に係る総量削減計画
　　瀬戸内海に流入する汚濁負荷削減対策
のため、平成 16年度を目標年度とした計
画（第５次）を平成 14年６月に策定した。
　　発生源別の削減目標量は、COD につい
ては、生活排水 14 トン／日、産業排水
19トン／日、その他 2トン／日、窒素含
有量については、生活排水 6 トン／日、
産業排水 22トン／日、その他 6トン／日、

りん含有量については、生活排水 0.6 ト
ン／日、産業排水 1.0 トン／日、その他 0.4
トン／日とし、その目標を達成するため
各種対策の推進を図っている。
⑶　瀬戸内海環境保全知事・市長会議
　　瀬戸内海の環境保全を目的に昭和 46年
７月に関係府県市の知事及び市長により
設立され、各種事業を実施している。
⑷　瀬戸内海環境保全協会
　　瀬戸内海の環境保全に資することを目
的に昭和 52年１月に設立された公益法人
で、瀬戸内海の環境保全に関する思想の
普及、意識の高揚及び調査研究等の事業
を行っている。
⑸　国際エメックスセンター
　　世界の閉鎖性海域の環境の保全と適正
な利用を図ることを目的に、平成１２年
４月に設立された公益法人で、国際的か
つ学術的な交流の推進等の事業を行って
いる。
⑹　大阪湾環境保全協議会
　　大阪湾の環境保全を図ることを目的に
昭和 47 年 11 月に沿岸府県市町で設立さ
れ、各種事業を実施している。

７　その他の広域的な組織活動　　
⑴　紀の川水質汚濁防止連絡協議会
　　紀の川の汚濁防止を図ることを目的に
昭和５２年４月に設立され、各種活動を
行っている。
⑵　熊野川水質汚濁防止連絡協議会
　　熊野川の汚濁防止を図ることを目的に
昭和５３年２月に設立され、各種活動を
行っている。

８　環境技術対策事業
　工業廃水の窒素・燐規制に対応するため、
窒素・燐除去技術の研究開発を実施すると
ともに、食品・染色工場における産業廃棄
物削減の研究を行っている。

９　漁業公害防止対策事業
　漁業公害に対処するため、調査船等によ
り田辺湾、串本浅海漁場等で漁場環境の監
視及び調査指導を行うとともに、沿岸海域
において発生する赤潮に関する情報を把握
し、漁業者に通報及び指導を行っている。
また、二枚貝のアサリ及びヒオウギについ
て毒化の監視を行っている。
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　現　状

　農用地の土壌汚染については、人の健康を
損なう農畜産物が生産されたり、農作物など
の育成が阻害されることを防止するため「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法律」が施
行されている。そこではカドミウム、銅、ひ
素について基準値を超えて汚染された農用地
には客土等を行うこととしている。また、近
年農用地以外のいわゆる市街地の土壌汚染に
ついては、全国レベルで工場跡地や研究機関
跡地の再開発等に伴い有害物質の不適切な取
扱、汚染物質の漏洩等による汚染が問題となっ
ている。
１　重金属の自然賦存量調査結果
　農耕地及び林地土壌について、昭和 56年
度に土壌群別の調査を行った。カドミウム、
亜鉛、銅、鉛及びひ素はいずれも褐色森林
土が高く、黄色土が低い値を示した。また、
平成 11年度に地質年代別の土壌母材につい
て調査を行った。第四世紀層のマンガン及
びニッケル、古第三世紀層のマンガンがや
や高く、銅は地質年代別の差がなかった。

２　農用地土壌の重金属濃度の調査結果
　県内の水田、普通畑及び樹園地について、
昭和 59～ 62年度に調査を行った。
　カドミウム、銅及びひ素はいずれも農用地
土壌汚染対策地域の指定要件に該当する濃
度以下であった。また、平成 11 ～ 12 年度
に紀北地域の水田及び樹園地土壌について
銅、カドミウム、ひ素の調査を行った。水田
では 0.1N 塩酸抽出の銅は 1.0 ～ 23.5ppm、
1N塩酸抽出のひ素は 0.0 ～ 4.7ppm と基準
値を超える地点はなかった。0.1N 塩酸抽出
のカドミウムも 0.05 ～ 0.43ppm と全国の
非汚染水田土壌と同水準の値（日本土壌協
会 1984）であった。樹園地においても、銅、

カドミウム、ひ素ともに水田と同様低い値
であった。

課　題

　土壌は地下水のかん養、水質浄化、農林業
における生産等の機能を持ち、さらに、物質
循環や生態系を健全に維持するための重要な
役割を担っている。土壌汚染はいったん生じ
ると環境に対する影響が長期間にわたって継
続するため、その未然防止と万が一汚染が生
じた場合の早期の対策が重要である。本県で
は農用地土壌汚染対策地域に指定されている
地域及び土壌汚染対策法に基づく指定区域は
ないが、今後とも、県土の土壌の状況を監視
していく必要がある。

取　組

　土壌に関する環境基準は現在カドミウム等
計 27項目が設定されている。また、土壌への
有害物質の排出を規制するため、水質汚濁防
止法に基づき工場・事業場からの排水規制や
有害物質を含む水の地下浸透禁止措置、大気
汚染防止法に基づき工場・事業場からのばい
煙の排出規制措置、農薬取締法に基づき土壌
残留性農薬の規制措置、廃棄物の処理及び清
掃に関する法律に基づき廃棄物の適正処理確
保のための規制措置等が講じられている。
　特に市街地等を対象として、土壌汚染の状
況把握、土壌汚染による人の健康被害の防止
に関する措置等の土壌汚染対策を実施するこ
とを内容とする土壌汚染対策法が、平成 15年
2月 15日に施行されている。　

資料編 6－ 1（P.279）
資料編 6－ 2（P.280）
資料編 6－ 3（P.281）
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Ⅲ　土壌環境の保全

10　漁場環境維持保全対策事業
　漁場環境の維持保全を図るため海底投棄
物の除去並びに大雨による流出物の除去・
回収を行っている。

11　漁民の森づくり活動推進事業
　豊かな漁場を維持していくために漁業者
が主体となり山に木を植える運動の推進・
支援を行っている。
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Ⅳ　騒音・振動・悪臭公害対策の推進

１　騒音公害対策の推進

　現　状

　騒音は、人の感覚に直接影響を与え、日常
生活の快適さを損なうことで問題となること
が多く、感覚公害と呼ばれている。また、騒
音の発生形態としては、工場・事業場、建設
作業、交通機関、飲食店の深夜のカラオケ等
多種多様である。
⑴　工場・事業場の騒音
　平成 15年度における特定施設設置届出状
況については、騒音規制法に基づくものは、
19 工場 45 施設、県公害防止条例に基づく
ものは、40工場 352 施設である。
　このうち県が受理した県公害防止条例に
基づく特定施設の届け出工場数及び施設数
は、24工場 308 施設であり、前年度、受理
分と併せて 18 工場 286 施設を対象に立入
調査を行い監視と指導に努めた。

（図表 44参照）
⑵　環境騒音
　新環境基準が施行されたことに伴い、和
歌山市、海南市における騒音に係る環境基
準の類型指定を行っている地域を対象に達
成状況の調査を実施している。平成 15 年
度は和歌山市及び海南市が調査を実施して
おり、達成状況は－般地域（道路に面する
地域以外の地域）では、23 地点中 16 地点
が昼間・夜間とも基準を達成しており、達
成率は 69.6％となり、前年より達成率が低
くなっている。また、道路に面する地域で
は、18 地点中 12 地点が昼間・夜間とも基
準を達成しており、達成率は 66.7％となり、
前年に比べ達成率は若干、低くなっている。
　また、地理情報システム（GIS）を使って、
18地点において道路沿道の住居等を面的評
価により推定した結果、昼間は 84.0％、夜
間は 87.9％の達成率であった。
⑶　自動車騒音
　自動車騒音については、道路沿線地域住
民の生活環境に相当程度の影響がみられる
ことから、自動車騒音の実態把握を行って
いる。
ア　高野町の自動車騒音調査結果

　「和歌山県交通安全実施計画」に関連し、
高野町高野山の国道 480 号沿いに環境測
定車を配置して、平成 15 年 8月 14 日か
ら 5日間、自動車騒音及び交通量調査を
実施した。調査の結果、等価騒音レベルは、
昼間の時間帯では、67＊デシベル、夜間
の時間帯では58デシベルであった。また、
時間値をみると昼間は61～ 70デシベル、
夜間は54～ 60デシベルであった。また、
交通量調査では、昼間に比べて深夜から
早朝はかなり減少していた。

資料編 7－ 6（P.290）
イ　阪和自動車道、海南湯浅道路及び湯浅
御坊道路の騒音調査結果
　阪和自動車道は昭和 49 年に供用され、
その後、昭和 59 年には海南湯浅道路が、
平成 7年には湯浅御坊道路が阪和自動車
道に接続された。また、平成 15 年 12 月
14 日に阪和自動車道御坊ＩＣからみなべ
ＩＣ間が開通し、それぞれ国道 42号のバ
イパスとして南伸している。これら沿線
地域における自動車騒音調査については
毎年実施しており、平成 15年度では、平
成 15 年 5月 20 日に調査を実施した。等
価騒音レベルを見ると、昼間の時間帯で
は 49 ～ 64 デシベル、夜間の時間帯では
46 ～ 59 デシベルであり環境基準以下で
あった。

資料編 7－ 7（P.292）
⑷　航空機騒音
ア　南紀白浜空港は、昭和 43年に供用開始
されて以来、YS － 11 型機が定期便とし
て就航されてきたが、その後、増大する
航空需要に対応可能な空港として、平成
8年 3月に新空港（滑走路 1,800m）が開
港された。また、平成 12 年 9 月 7 日に
は、2,000m滑走路が供用開始され、更な
る需要に対応が可能な空港となった。現
在、同空港には定期便としてジェット機
（MD－ 87）2～３往復／日が就航してお
り、その他、遊覧飛行用セスナ機等が不
定期に離発着している。空港周辺地域は、
航空機騒音に係る環境基準の類型指定は
行われていないが、航空機騒音の影響を
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把握するため、毎年調査を実施している。
平成 15年度では、空港周辺地域である安
久川漁民集会所及び白浜町役場において
8 月 18 日から 8 月 24 日までの 7 日間、
調査を実施したところ、航空機騒音は安
久川漁民集会所で 67WECPNL、白浜町
役場で 66WECPNL、両地点とも環境基準
70WECPNL 以下であった。

イ　関西国際空港は、24 時間運用が可能な

海上空港として、平成 6年 9月 4日に開
港したところであり、開港当時に比べ乗
り入れ便数も増加している。これに伴う
航空機騒音の影響を把握するため、県・
和歌山市が「関西国際空港の環境監視計
画」を策定し、飛行経路に最も近接する
市立少年自然の家（和歌山市加太）及び
休暇村紀州加太（同市深山）において、
航空機騒音の監視を行っている。平成 15

単位：デシベル 身近な騒音の例 単位：デシベル 身近な騒音の例

120 飛行機のエンジンの近く 60 静かな乗用車・普通の会話

110 自動車の警笛（前方 2m） 50 静かな事務所

100 電車が通るときのガード下 40 図書館・静かな住宅地の昼

90 大声による独唱・騒々しい工場の中 30 郊外の深夜・ささやき声

80 地下鉄の車内 20 置き時計の秒針の音（前方 1m）

70 電話のベル・騒々しい事務所の中

〔騒音の大きさの目安〕

図表 44　平成 15 年度騒音に係る工場・事業場立入調査状況

デシベル（dB）
　音の強さなどの物理量をあ
る標準的な基準的量と対比し
て．相対的な比較検討を行う
のに用いる単位のことであり、
騒音や振動のレベルを表す場
合に用いる。
　騒音を人の耳の感覚に合う
ように補正した音の「大きさ」
をはかる単位 dB（A）といい、
振動を人の感覚に合うように
補正した鉛直振動加速度「大
きき」をはかる単位dBという。

施設の設置状況
立入調査の状況

施設の種類 施設数

液 圧 プ レ ス 8 

立入工場・事業場：１８ 

                   
規制値超過工場・事業場：４                

機 械 プ レ ス 4 

せ ん 断 機 2

ブ ラ ス ト 4

工 作 機 械 169

空 気 圧 縮 機 28

送 風 機 42

チ ッ パ ー 2

研 磨 機 1

天井走行クレーン 23

門型走行クレーン 2

クーリングタワー 1

合 　 　 計 286
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　年度では、9月 20 日から 9月 26 日、２
月 20 日から２月 26 日までの各 7日間調
査を実施したところ、航空機騒音は、休
暇村紀州加太では、59及び 60WECPNL、
少年自然の家では、52 及び 53WECPNL
であり、環境基準 70WECPNL 以下であっ
た。また、新飛行ルートとして平成 10
年 12 月に日高ルートが運用開始された
ことに伴い、平成 15 年度は 9 月 12 日
から 9 月 18 日、2 月 10 日から 2 月 16
日までの各 7 日間、久志集会所（日高
町久志）において調査を実施した結果、
44 及び 53WECPNL であり、環境基準
70WECPNL 以下であった。

　課　題

　環境騒音について、測定地点における結果
並びに面的評価の結果（推定）をみると、環
境基準の達成率は高い水準を保っている。今
後、市街地においては、事業活動などからの
影響を低減するため、発生源の監視、指導や
土地利用の適正化を一層進める必要がある。
　また、自動車交通騒音については、発生源
対策や道路構造対策、人・物流対策など総合
的な観点から道路交通対策に取り組む必要が
ある。航空機騒音については、環境基準以下
であるが関西国際空港と南紀白浜空港の二つ
の空港の影響に関して、十分な監視を行う必
要がある。

　取　組

　騒音の対策としては、和歌山市、海南市、
橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、
吉備町及び白浜町の 7市 2町に騒音規制法の
地域指定を行うとともに、県公害防止条例の
一部を同市・町長が処理することとし規制を
図っている。その他の町村に対しては、県公
害防止条例に基づき工場・事業場及び特定建
設作業の監視と指導に努めており、今後、都
市計画法の用途地域の設定状況に併せて騒音
規制法の地域指定の拡大を図っていく。環境
騒音については、環境基準の類型指定の行わ
れている和歌山市及び海南市において基準の
維持達成に努めているが、その要因となる自
動車騒音などの監視に努めていく。また、面

的評価の精度を上げるため交通量等により評
価区間の細分化を図る必要がある。平成 12年
3月、国において騒音規制法第 17条第 1項の
規定に基づく指定地域内における自動車騒音
の要請限度を定める環境省令が改正され、平
成 12 年 4 月 1 日から施行されている。平成
11 年 4 月 1 日施行の新環境基準と同様、新
要請限度は、基準の評価として、騒音レベル
の中央値（L50）から等価騒音レベル（LAeq）
に変更されたものであり、この評価単位の変
更に併せて基準をあてはめる地域の類型区分
及び時間の区分が見直された。

資料編 7－ 1～ 7－ 5（P.282 ～ P.288）

沿道環境改善事業
　沿道に人家が連担している地域において、
騒音の現況が３年以上連続して環境基準を超
えている場合、沿道環境への影響を緩和する
ため、低騒音舗装の敷設を行い改善を図って
いる。
　平成１５年度においては、約１ｋｍの整備
を行った。

２　振動公害対策の推進

　現状と課題

　振動は、騒音と同様感覚的公害であり、発
生形態としては、工場・事業場、建設作業、
交通機関等多種多様であり、中には物的被害
が生じる場合もあるため、排出基準を定めて
監視を行っている。
⑴　工場・事業場の振動
　　平成 15 年度における特定施設設置届
出状況としては、振動規制法に基づくも
のは、13 工場 65 施設、県公害防止条例
に基づくものは 29 工場 107 施設である。
このうち県が受理した県公害防止条例に
基づく特定施設の届け出工場数及び施設
数は 21 工場 83 施設であり、前年度、受
理分と併せて 16 工場 68 施設を対象に立
入調査を行い監視と指導に努めた。
　　調査の結果、全ての工場等が排出基準
に適合していた。

（図表 45参照）
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〔振動の大きさの目安〕

デシベル 気象庁による震度階級（1949 年）

９０
中
震

（震度４）

家屋の振動が激しく、器内の水はあふれ出る。
歩いている人にも感じられる。

８０

弱
震

（震度３）

家屋がゆれて戸がガタガタ鳴動し、電灯のような吊り下げ物
は相当揺れる。

７０

軽
震

（震度２）

大勢の人に感じる程度の地震で戸がわずかに動くのがわか
る。

６０

微
震

（震度１）
静止している人や特に注意深い人だけ感じる。

５０
無
感

（震度０）
人体に感じないで、地震計に記録される程度の地震。

４０

図表 45　　平成 15年度振動に係る工場・事業場立入調査状況

施　設　の　設　置　状　況
立　入　調　査　の　状　況

施設の種類 施設数

液 圧 プ レ ス 14

立入工場・事業場：１６

規制値超過工場・事業場：０

機 械 プ レ ス  4

せ ん 断 機  3

圧 縮 機 17

空 気 圧 縮 機 28

チ ッ パ ー  2

合　　  　計 68

⑵　道路交通振動
　　道路交通振動は騒音と同様、主要道路
の沿線地域において住民の生活環境に影
響を及ぼしていることから、振動規制法
の指定地域等において実態把握を行って
いる。

　ア　和歌山市の道路交通振動調査結果
　　　和歌山市の主要道路における道路交
通振動は、昭和 48年度から毎年ほぼ同
じ地点で実施しており、平成 15年度も

和歌山市が調査を実施した。調査の結
果、振動レベルは、昼間の時間帯で 38
～ 56 デシベル、夜間の時間帯で 34 ～
52 デシベルであり、各測定地点とも要
請限度値以下であった。

資料編 7－ 9（P.298）
　イ　高野町の道路交通振動調査結果
　　　「和歌山県交通安全実施計画」に関連
し、高野町高野山の国道 480 号沿いに
環境測定車を配置し、平成15年8月14
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　　日から 5日間、調査を実施した。調査
の結果振動レベルは昼間の時間帯で 17
デシベル、夜間の時間帯で 14デシベル
であった。

　　　また、時間値をみると昼間は 15 ～
18 デシベル、夜間は 12 ～ 15 デシベ
ルであった。

資料編 7－ 10（P.299）

取　組

　振動の対策としては、騒音と同様に和歌
山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、
田辺市、新宮市、吉備町及び白浜町の 7市
2 町に振動規制法の地域指定を行うととも
に、県公害防止条例の一部を同市・町長が
処理をすることとし、規制を図っている。
その他の町村に対しては、県公害防止条例
に基づき、工場・事業場及び特定建設作業
の監視と指導に努めており、今後、都市計
画法の用途地域の設定状況に併せて振動規
制法の地域指定の拡大を図るとともに、道
路沿線地域においては、道路交通振動の発
生状況についての実態把握と監視に努めて
いく。

資料編 7－ 8（P.297）

３　悪臭公害対策の推進

現　状

　悪臭は、感覚的な公害であり、感受性につ
いても個人差が著しく、また、悪臭に対する
順応性もみられることから、悪臭を客観的に
評価することが困難となっている。悪臭の発
生源としては、肥料製造工場、化学工場、食
品製造工場、畜産業等多岐にわたっている。
　悪臭防止法では、大気中の臭気濃度として
アンモニア等 22物質を、排出水中に含まれる
臭気濃度としてメチルメルカプタン等 4物質
について、それぞれ基準を定めて悪臭の規制
を行っている。平成 7年 4月には、特定の悪
臭物質の臭気濃度による規制手法では十分な
規制効果がみられない複合臭等の問題につい
て適切な対応が必要であることから、悪臭防
止法の一部が改正され、臭気指数の算定方法

が定められた。
資料編 7－ 11（P.300）

課　題

　悪臭については、工場・事業場等に対する
監視、指導を引き続き実施するとともに、複
合臭の問題に対応できる臭気指数規制の導入
に向けて検討を進める必要がある。

取　組

　悪臭の対策としては、和歌山市、海南市、
有田市及び下津町の 3市 1町に悪臭防止法の
地域指定を行うとともに、その他の市町村に
対しては、県公害防止条例に基づき工場・事
業場の監視と指導に努めている。一方、悪臭
苦情には、複数の悪臭物質により、人の嗅覚
に強く感じられる複合臭による苦情も多くみ
られることから、臭気指数（嗅覚測定法）規
制の導入に向けて検討を行っていく。

資料編 7－ 12（P.301）
資料編 7－ 13（P.302）
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Ⅴ　化学物質による環境汚染の未然防止

　現　状

　私たちの身の回りには、プラスチック、塗
料、合成洗剤、殺虫剤、化粧品、農薬など多
くの製品が溢れているが、これらは全て様々
な化学物質により作られており、今日化学物
質は私たちの生活になくてはならないものに
なっている。しかし、このように有用な化学
物質についても、その製造、流通、使用、廃
棄の各段階で適切な管理が行われなかったり、
事故が起こると深刻な環境汚染を引き起こし、
人の健康や生態系に有害な影響をもたらすお
それがある。そのため、平成 11年度には、ダ
イオキシン類対策特別措置法が制定され、ま
た、「特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律」により
PRTR 制度の整備や事業者が化学物質の性状及
び取扱いに関する情報（MSDS）を提供する仕
組みが導入されるなど化学物質対策が進めら
れている。

１　ダイオキシン類の環境調査結果
　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の
汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の条件に
ついて、人の健康を保護する上で維持され
ることが望ましい基準（環境基準）が次の
とおり設定されている。

媒　体 基 準 値 備　考

大 気 0.6pg-TEQ/
㎥以下 年平均値

水 質
（水底の底質を除く）

１ pg-TEQ/
ℓ以下 年平均値

水底の底質 1 5 0 p g -
TEQ/g 以下

H14.9.1 か
ら適用

土 壌 1,000  p g -
TEQ/g 以下

　
　平成 15 年度の一般環境中の大気、公共用
水域水質・底質、地下水及び土壌のダイオキ
シン類環境調査の結果は次のとおりであった。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法に基づ
き、和歌山市域については、中核市である和
歌山市が調査を実施し、和歌山市を除く地域
については、和歌山県が調査を実施した。
　また、国土交通省直轄河川については、協
議に基づき国土交通省が調査を実施した。

 （図表 46参照）

⑴　大気調査
　　平成 15 年５月から平成 16 年１月にか
けて年４回（和歌山市については一部年
２回）１９地点で調査を実施したが、全
ての地点で環境基準を満足していた。

 資料編８－１①（P.303）
⑵　公共用水域（水質・底質）調査
　　海南地区公共用水域の河川２地点、海

図表 46　平成 15 年度ダイオキシン類常時監視結果集計表

調査対象 区　分
測　定
地点数

測　定　結　果
環境基準

最小値 最大値 平均値 単　位

大　気 － １９ 0.012 0.12 0.041 pg-TEQ/ ㎥ 0.6pg-TEQ/ ㎥

水　質
河　　川 ２6 0.066 1.7 0.40

pg-TEQ/ ℓ １pg-TEQ/ ℓ
海　　域 ３３ 0.028 1.3 0.14

底　質
河　　川 ２４ 0.14 120 12 pg-TEQ/g 150pg-TEQ/g

(H14.9.1 から適用 )海　　域 ３３ 0.26 110 11

地下水 － ２９ 0.021 0.16 0.068 pg-TEQ/ ℓ １pg-TEQ/ ℓ

土　壌
一般地域 41 0.011 9.4 1.4

pg-TEQ/g 1000pg-TEQ/g
周辺地域 70 0.0025 43 4.4
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域１地点について、平成 15年８月と平成
16 年１月の年２回、和歌山市域の１地点
について平成 15 年 12 月と平成 16 年２
月の年２回、それ以外の地点については、
平成 15年５月から９月に年１回、水質は
合計５９地点、底質は合計 57地点で調査
を実施した。また、国土交通省直轄河川
については、平成 15 年 10 月に年１回、
２地点で調査を実施した。
　　水質については、海南地区公共用水域
の河川１地点、海域１地点及び和歌山市
域の河川１地点で環境基準を超過したが、
その他の地点では環境基準を満足してい
た。
　　底質については、全ての地点で環境基
準を満足していた。
　　なお、海南地区公共用水域の超過地点
とその周辺において、ダイオキシン類濃
度の推移を把握するための環境継続調査
を実施した。
　　また、水生生物への影響をみるため、
海南地区公共用水域において水生生物調
査を実施したが、現段階では特に問題と
なる値は検出されなかった。

資料編８－１②（P.304）
資料編８－１③（P.305）
 資料編８－１⑥（P.310）
資料編８－１⑦（P.311）

⑶　地下水調査
　　平成 15 年７月に年１回、29 地点で調
査を実施したが、全ての地点で環境基準
を満足していた。

資料編８－１④（P.306）
⑷　土壌調査
  　平成 15 年６月から 10 月にかけて年１
回、一般地域 41地点、焼却施設周辺地域
70地点の合計 111 地点で調査を実施した
が、全ての地点で環境基準を満足してい
た。

資料編８－１⑤（P.307）  
２　外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモ
　ン）に関する調査結果
　環境ホルモンについては、環境中の挙動
や健康・生態系への影響など未解明な部分
が多く、評価基準が設定されていないが、
県内の環境中の状況把握のため平成１５年
度は、平成１５年７月に三輪崎海域、田辺

海域及び下津初島海域の３地点で調査を実
施した。
　水質については、ＰＣＢ、トリブチルス
ズ化合物及びトリフェニルスズ化合物が検
出された。トリブチルスズ化合物は３海域
とも検出され、ＰＣＢは三輪崎海域におい
て、トリフェニルスズ化合物は田辺海域で
検出された。
　底質については、ＰＣＢ、トリブチルス
ズ化合物、トリフェニルスズ化合物、フタ
ル酸ジ -2- エチルヘキシル及びベンゾ (a) ピ
レンが検出された。ＰＣＢ及びトリブチル
スズ化合物は３海域とも検出され、トリフェ
ニルスズ化合物、フタル酸ジ -2- エチルヘキ
シル及びベンゾ (a) ピレンは田辺海域及び下
津初島海域で検出された。

（図表 47参照）
資料編８－２（P.311）

３　農薬による環境汚染の現状
　農薬は、農産物の収量安定、品質向上並
びに省力化等の観点から、農業生産にとっ
て不可欠な資材である反面、その使用方法
によっては、人畜、魚類等への危害や環境
汚染、農作物への残留等の問題を引き起こ
すことがあり、適正かつ安全な使用が必要
である。特に、近年は環境、食への安全、
健康等への意識の高まりから、農作物への
残留農薬、ゴルフ場等非農耕地での農薬使
用に対する関心が高く、農薬の適正使用が
重要となっている。
　平成 15 年度は、８ゴルフ場延べ 188 項
目の農薬（殺虫剤７、殺菌剤 14、除草剤
10 種類）について水質調査を実施した。そ
の結果、全ての項目について *指針値を超過
しなかった。

４　化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ）
　に関する届出状況
　平成 14 年度に事業者が把握した排出量・
移動量について、平成 15 年 4 月 1 日から
６月 30日までの間で受付を行なった。
　届出事業所数は、和歌山県で 234 事業所
( 全国の 0.68％、全国 34,517 事業所 ) で
あり、事業者から届出のあった当該事業所
からの排出量については、全事業所・全物
質の合計で 968 トン ( 全国の 0.33％、全国
290,453 トン )、移動量の合計は 3,664 トン

指針値
　「ゴルフ場で使用される農薬
による水質汚濁の防止に係る
暫定指導指針」（環境省告示）
に定める 45 農薬に設定され
た値。
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( 全国の 1.6 ８％、全国 217,493 トン )、排
出量・移動量の合計は 4,632 トン ( 全国の
0.91％、全国 507,946 トン ) となっている。

資料編12－3（P.344）

 　課　題

  私たちの生活の中には多種多様の化学物質が
使用されており、その製造や保管、使用、廃
棄等の段階で環境中に排出されるものも少な
くない。また、ダイオキシン類のように非意
図的に生成、排出されるものもあり、化学物
質はその有益性の反面、種類によっては低濃
度であっても長期間の暴露により、人の健康
や生態系に影響を及ぼす可能性がある。一部
の有害化学物質は大気汚染防止法や水質汚濁
防止法などにより環境への排出が規制されて
いるが、多くの化学物質については、まだそ
の実態が明らかになっていない点が多い。こ
のような化学物質の使用や排出等の状況を踏
まえ、＊環境リスクを的確に評価した上で、環
境汚染の未然防止の観点から、リスク低減の
ための総合的な対応を図っていく必要がある。
特に、近年問題となっているダイオキシン類
については、環境基準及び排出基準が設定さ
れたことから、常時監視を実施していくとと
もに廃棄物焼却炉等の排出基準の遵守を指導

していく必要がある。
（図表 48参照）

　取　組

１　ダイオキシン類による環境汚染防止対策
　ダイオキシン類対策特別措置法等の施行
に伴い、ダイオキシン類による環境及び健
康への影響を防止するため、次の対策を総
合的に推進する。

（図表 49参照）
　⑴　ダイオキシン類濃度の実態把握
　ア　常時監視の実施

ダイオキシン類対策特別措置法第 26
条に基づき、「和歌山県ダイオキシン類
常時監視実施計画」を策定し、平成 12
年度から平成 16 年度までの５年間で、
大気、公共用水域、地下水及び土壌に
ついて県内の実態を把握する。

　　イ　排出源監視の実施
特定施設設置者からの測定結果報告
等により、排出基準の適合状況を確認
し、必要に応じて特定事業場への立入
調査を実施する。
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環境リスク
　人の活動によって加えられ
る環境への負荷が、環境中の
経路を通じ環境の保全上の支
障を生じさせるおそれを示す
概念。

図表 47　外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）調査対象物質一覧

物　　質　　名 用　　途　　等 物　　質　　名 用　　途　　等

ポリ塩化ビフェニール頬 熱媒体、電気製品等 ビ ス フ ェ ノ ー ル A
ポリカーボネート樹脂の
原料

ベノミル（カルベンタジム） 殺菌剤 フタル酸ジシクロヘキシル プラスチックの可塑剤

ト リ ブ チ ル ス ズ 船底塗料、漁網の防腐剤
フ タ ル 酸 ジ － 2 －
エ チ ル へ キ シ ル

プラスチックの可塑剤

ト リ フ ェ ニ ル ス ズ 船底塗料、漁網の防腐剤 フタル酸ジ－ n －ブチル プラスチックの可塑剤

ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル
界面活性剤の原料、分解
生成物

ベ ン ゾ（a） ピ レ ン 非意図的生成物

4－ t オクチルフェノール
界面活性剤の原料、分解
生成物

ベ ン ゾ フ エ ノ ン 医療品合成原料

4－ n オクチルフェノール
界面活性剤の原料、分解
生成物

オク タ ク ロ ロ ス チ レ ン
有機塩素系化合物の副生
成物

4 － t ブチルフェノール
界面活性剤の原料、分解
生成物

17－β－エストラジオール 人畜由来ホルモン

4 － n ブチルフェノール
界面活性剤の原料、分解
生成物
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図表 49　ダイオキシン類削減対策の体系

和歌山県　　　　　
ダイオキシン類対策

ダイオキシン類濃度の　　
実態把握　　　　　　　　

県民、事業者、市町村との
協働、連携　　　　　　　

排出抑制対策の推進　　　

県における対策推進体制等

的確な情報提供と啓発　　

常時監視の実施

排出源監視の実施

県民の役割

事業者の役割

市町村の役割

ごみ減量・リサイクルの推進

発生源対策の推進

図表 48　ダイオキシン類排出基準
　〔排ガスに係る特定施設及び排出基準値〕                       　　　　　（単位：ng － TEQ／㎥ N）

特 定 施 設 の 種 類 新設施設の排出基準 既設施設の排出基準
H14.12 ～

廃棄物焼却炉（焼却能
力が合計50kg/時以上）

4t ／時以上 ０．１ １                  
2t ／時～ 4t ／時 １ ５                  
2t ／時未満 ５ １０                  

製鋼用電気炉 ０．５ ５                  
鉄鋼業焼結施設 ０．１ １
亜鉛回収施設 １ １０                  
アルミニウム合金製造施設 １ ５

特　定　施　設　の　種　類 排出基準
・硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
・カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 
・硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち廃ガス洗浄施設       
・アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
・塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
・カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち
　硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設                                      
・クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設
・４－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設、排ガス洗浄施設
・２・３－ジクロロ－１・４ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設、排ガス洗浄施設
・ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニト
　ロ化誘導体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設
・アルミニウム合金製造施設から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設及び湿
　式集じん施設                             
・亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
・廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は
　廃液を排出するもの（焼却能力 50kg ／時以上のものに限る。）                       
・廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設及びＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設
・上記の施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
・上記の施設を設置する事業場から排出される水の処理施設

１０

　〔排水に係る特定施設及び排出基準値〕 （単位：pg － TEQ／ℓ）
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　⑵　排出抑制対策の推進
  　　   循環を基調とする廃棄物対策を推進する。
　⑶　的確な情報提供と啓発
      県民に対し、ダイオキシン類対策の取組
状況、調査結果などの情報提供に努める
とともに、ダイオキシン類に関する正し
い知識の普及を図る。

　⑷　県民、事業者、市町村との協働、連携
　　本対策を推進するため、県民、事業者、
行政がダイオキシン類削減のため、それ
ぞれの果たすべき役割のもとに連携する
とともに、県、市町村の行政機関相互に
おいて連携を図り、具体的な取り組みを
協働して実施する。

　⑸　県における対策推進体制等
　　県庁内に「ダイオキシン類対策庁内連
絡会議」を設置し、ダイオキシン類の総
合的な対策を推進するとともに、その実
施状況等を評価・検証し、進行管理を行う。
　　また、学識経験者等を委員とした「ダ
イオキシン類対策検討委員会」を設置し、
常時監視結果やダイオキシン類対策等の
評価・検討を行ない、庁内連絡会議に反
映させる。

２　化学物質調査の実施
　環境中の挙動や健康・生態系への影響な
ど未解明な化学物質について、県において
も国などの調査結果、分析方法等の情報を
収集をするとともに、分析方法が示された
物質で、環境中で検出例等の多い物質につ
いて主要河川での実態、把握に努める。

３　化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ）
　平成１１年７月に公布された「特定化学
物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律」に基づき、環境
中に広く継続的に存在し、人の健康や生態
系に悪影響を及ぼす恐れのある３５４種類
の有害化学物質について、事業者が、前年
度にどれだけ環境に排出したかを届け出る
「化学物質排出移動量届出制度」（いわゆる「Ｐ
ＲＴＲ」）の届出が平成１４年度より開始さ
れ、毎年４月１日から６月３０日の期間で
届出を行なうこととなっている。
　この届出の集計結果及び国からの届出対
象外の推計結果から、化学物質の環境への
排出の実態把握、また公表することによる
企業への自主的な管理・削減を促し、環境
汚染の未然防止に努める。
　また、平成１６年度届出より、届出対象
物質の年間取扱量が「５トン以上」から「１

トン以上」に変更されることから、更なる
普及啓発に努める。

４　農薬による環境汚染防止対策
　県では県防除指針、発生予察情報等によ
り計画的効率的防除を推進するとともに、
危被害防止、環境汚染防止等の徹底のため
関係機関による指導体制の整備を図り、危
被害防止キャンペーンの実施や農家、病害
虫防除員、農薬流通業者、ゴルフ場グリー
ンキーパー等に対する研修、講習会の開催
等により総合的な安全対策を推進している。

資料編 8－ 3（P.312）
　⑴　人畜に対する農薬の危害防止指導
　　低毒性農薬による防除を行い、毒性の
強いものは特殊事情のあるもののほかは
使用しないこととする他、農薬の購入保
管、使用等すべて法規を遵守し、農作物
保護等以外の目的外使用について厳しく
対処する。また、住家、通行者、公共施設、
病院、畜舎等への農薬飛散、ガス剤の流
入防止のための種類、剤型等の選択に留
意することを指導している。

　⑵　作物の農薬残留を考慮した防除
　　農産物中の残留農薬量は農作物の種類、
農薬の使用方法等によって異なるので、
現在設定されている各農薬と作物病害虫
の組みあわせごとに定められた収穫前の
散布日数及び使用量、濃度、使用回数等
使用基準を厳守するよう指導することと
している。

　⑶　環境汚染、水質汚濁対策
　　水産動植物に対する危害防止のため、
各薬剤の魚毒性分類に従い適正に使用す
ることとし、農薬取締法に定められた水
質汚濁性農薬は使用せず、地域の特殊事
情等やむを得ない場合は使用許可申請に
よる使用とその指導を行う。農薬の空び
ん、空袋の放置による事故防止のため、
地域収集と集団的な適正処理を行うとと
もに、使用後の残液処理に注意し必要薬
量の調整に心がける。また、ゴルフ場に
おいては、県ゴルフ場農薬安全使用指導
要綱に基づき、農薬の安全かつ適正な使
用及び管理を指導する。
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図表 50　畜産による環境汚染苦情発生状況

２　家畜のふん尿処理の動向
　家畜のふん尿処理方法については、県内
の畜産経営体 247 戸を調査した。
　処理施設は、堆積・発酵処理によるもの
が 105 戸と全体の 42.5％を占めており、次
いで強制発酵 34戸（13.8％）、天日乾燥 25
戸（10.1％）の順となっている。
　畜種別にみると、全畜種ともに堆積発酵
が中心であるが、鶏関係では、最近は強制
発酵も取り入れられているものの、一方で
は従来の天日乾燥による経営体も比較的多

い。処理された堆肥は、耕種農家等におけ
る土づくりに利用されることが重要であり、
いまだ十分に利用されていないため、今後
は資源としての有効利用を一層推進してい
く必要がある。

( 図表 51参照 )

区分 苦　　情　　の　　種　　類

計

畜種 水質汚濁 悪臭 害虫発生
水質汚濁
と

悪臭発生

悪臭発生
と

害虫発生

水質汚濁
と悪臭と
害虫発生

その他

豚 １ 　１

採 卵 鶏 １ 　１

ブ ロ イ
ラ  ー  　 　

乳 用 牛 １ １ 　２

肉 用 牛 １ １ １ 　３

計 ２ ２ ２ １ 　７

（H14. 7. 1 ～ H15. ６. 30）　　

　現状と課題

１　畜産による環境汚染の現状
　最近の畜産は、都市化の進行等によりそ
の生産環境は非常に厳しいものとなってき
ている。このため、関係機関等で地域周辺
の環境と調和のとれた畜産経営を指導する
ことによって徐々に農家の意識改革を図っ

ているもののなお苦情が発生している。そ
の内容を、種類別に見ると、水質汚濁２件、
悪臭発生と害虫発生２件、水質汚濁と悪臭
と害虫発生２件、その他１件となっている。
　次に畜種別では、肉用牛が最も多く３件、
次に乳用牛で２件、豚、採卵鶏で各１件と
なっている。

( 図表 50参照 )

Ⅵ　畜産による環境汚染対策の推進

第１節　健全な生活環境の確保
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図表 51　家畜ふん尿処理施設の利用状況（平成 15年度）

調 査
対 象
総 数

主　な　施　設　別　利　用　経　営　体　数 左のい
ずれの
施設も
利用し
ない経
営体数

天 日
乾 燥
処 理
施 設

火 力
乾 燥
処 理
施 設

堆 積
発 酵
処 理
施 設

強 制
発 酵
処 理
施 設

焼 却
処 理
施 設

液 肥
処 理
施 設

浄 化
処 理
施 設

そ
の
他

利用経営体数

実数 延数

豚 14 14 14 1 0 8 2 0 1 4 0 1

採卵鶏 49 49 49 20 3 9 9 0 0 0 0 10

ブロイ
ラー 58 58 58 4 0 17 1 3 0 0 0 31

乳用牛 30 30 30 0 0 18 7 0 0 0 0 5

肉用牛 96 96 96 0 0 53 15 0 1 1 0 12

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 247 247 247 25 3 105 34 3 2 5 0 59

第１節　健全な生活環境の確保

　取　組

１　畜産環境保全の基本方針
　畜産経営における環境保全は、畜産農家
の責務の自覚のもとに地域社会と調和を図
ることを基本として必要な施設の整備と効
率的な運用を推進し環境汚染の防止に努め
る。また、地域によっては畜産経営適地へ
の移転誘導を図るものとする。
( 防止対策 )
　①　家畜ふん尿の土壌還元の促進
　②　家畜ふん尿の処理施設の整備
　③　畜舎環境の整備
　④　畜産経営適地への移転促進

２　経営環境保全の調査、指導
　畜産経営における環境保全を推進するた
め、環境保全型畜産確立対策推進事業の一
環として、県振興局単位に地域推進指導協
議会 ( 県振興局、家畜保健衛生所、市町村、
農協等 ) を設置している。
　各協議会は、畜産経営環境保全実態調査
や巡回指導および苦情処理等の指導を実施
した。

３　資源循環型農業推進総合対策事業
　畜産経営に起因する環境問題を防止し、
地域と調和した健全で安定的な畜産経営の
確立を図るため、環境保全実態調査及び堆
きゅう肥の流通利用促進に係る事業等を実
施し、これに基づく総合的な指導並びに環
境整備事業を行う。
⑴　バイオマス利活用フロンティア推進事業
　　家畜排せつ物処理利用施設整備の促進、
環境保全の指導、良質堆肥づくり等、県
基本計画に基づく畜産農家への巡回指導
を実施した。
・畜産環境保全に係る実態調査（平成 15
　年度：延べ 247 戸）
・畜産に起因する公害未然防止巡回指導
・悪臭及び水質分析調査（平成 15 年度：
　悪臭検査 3地点× 2戸、水質調査 3地
　点× 2戸）
・和歌山県家畜排せつ物の管理の適正化及
　び利用の促進に関する法律関係事務処
　理要領等の作成（平成 15年度：500 部）        
・家畜排せつ物処理実用化調査
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　⑵　畜産経営環境整備事業
　　　家畜排せつ物の管理の適正化及び利
用の促進に関する法律が平成 16 年 11
月より完全施行されることから、家畜
排せつ物に起因する畜産公害が発生あ
るいは発生が懸念される畜産経営体に
対して畜産環境の保全を図るため、緊
急に家畜ふん尿処理施設を整備した。

　　（実績）広 川 町　ブロイラー農家　
　　　　　  堆肥舎の整備
　⑶　畜産環境基本調査事業
　　　平成 14年度の環境実態調査の結果に
基づく当該地域における畜産の将来の
位置づけと方向を明確にし、当該地域

における家畜の飼養頭数、畜産物の生
産量、畜産農家の経営改善及び生産組
織、家畜排せつ物の利用組織の育成方
向の検討及び環境改善構想を策定した。

４　環境にやさしい畜産の確立事業
　家畜ふんの良品質堆肥化並びに農業残渣・
食品加工残渣等未利用有機性資源を活用し
た飼料化・堆肥化を進め耕畜連携による環
境保全型農業を推進する。
　平成 15年度は、未利用有機性資源を利用
した家畜ふん堆肥化技術の検討や飼料化試
験、マニュア資源化施設を利用したユズ搾
りかすの堆肥化実証展示を引き続き行った。
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　現　状

１　ごみ処理の現状
　ごみの排出量は、平成 9年度まではほぼ
横ばいで推移し、平成 10年度に増加し、そ
の後は減少したが、平成 13年度は 457 千 t
と前年度より約１％の増加となった。また、
ごみの県民一人一日当たりの排出量も、平
成 13年度は前年度より約１％の増加となっ
ている。ごみの一日総排出量は 1,253t であ
り、99％にあたる 1,241t が収集されている。
また処理状況は、焼却処理 962t(76.8％ )、
埋立処分 51t(4.1％ )、自家処理 12t(1.0％ )
及びその他 227t(18.1％ ) となっている。ご
み処理施設は、平成 16 年４月現在５市 13
町 1 村 6 一部事務組合で 26 施設が設置さ
れており、処理能力は 1,753.4t ／日である。

（図表 52・図表 53・図表 54参照）
資料編 9－ 1（P.313）
資料編 9－ 2（P.314）
資料編 9－ 3（P.317）
資料編 9－ 4（P.318）
資料編 9－ 5（P.319）

２　し尿処理の現状
　平成 13年度におけるし尿の一日総排出量
は 1,462kl であり、99％にあたる 1,443kl
（浄化槽汚泥を含む）が収集されている。ま
た処理状況は、し尿処理施設による処理
1,440kl ／日（98.5％）、海洋投入 10kl ／

日（0.7％）及び自家処理 10kl ／日（0.7％）、
下水道投入 2kl ／日（0.1％）である。平
成 16 年４月現在処理施設として、１市 1
村 12 一部事務組合で 15 施設が設置されて
おり、その処理能力は 1,583kl ／日である。
　なお、海南海草環境衛生施設組合（海南市、
下津町、野上町、美里町）では、平成 13年

第２節　循環を基調とする廃棄物対策の推進

第２節　循環を基調とする廃棄物対策の推進

　私たちの日常生活や経済活動による環境へ
の負荷の一つとして廃棄物の発生がある。廃
棄物による環境への負荷を低減するためには、
廃棄物の発生を抑制するとともに再使用や再
生利用を促進して、循環型社会の構築を目指
すことが重要である。廃棄物は日常生活から
生じる一般廃棄物と、経済活動から生じる＊産
業廃棄物とで性質が大きく異なることから、
ここでは、「一般廃棄物対策の推進」と「産業
廃棄物対策の推進」の 2つの事項について報
告する。

Ⅰ　一般廃棄物対策の推進

図表 53　市町村別ごみ排出状況

図表 52　ごみ排出状況

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄
物のうち、燃えがら、汚でい、
廃油・廃酸・廃アルカリ・廃
プラスチック類等。これに対
し、家庭ごみやし尿などは一
般廃棄物という。
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図表 54　ごみ排出量の推移

図表 55　し尿処理状況

　課　題

　近年の経済社会の発展に伴い一般廃棄物の

排出量は大幅に増大してきたが、ここ数年は、
資源化率の上昇等によって排出量は横ばいで
推移しているといえる。今後循環型社会を構
築していくためには、発生の抑制や資源化率
の向上等によって、より一層の減量化を進め
る必要がある。このため、ごみの減量化やリ
サイクルがすべての県民に定着するよう、意
識啓発を進めるとともに、身近にリサイクル
活動を実践できるような環境を整備する必要
がある。また、処理しなければならない廃棄
物については、廃棄物の焼却処理の過程での
ダイオキシン類の発生防止に向けた対策や、
安全な埋立処理の実現における最終処分場対
策等によって、適正な処理に努める必要があ
る。さらに、し尿処理に関しても、生活排水
処理施設やし尿処理施設等の整備を進める必
要がある。一般廃棄物処理は廃棄物の処理及
び清掃に関する法律において市町村が行うこ
ととなっており、県は個々の対策が円滑に推
進できるよう、総合的に調整、支援をしてい
く必要がある。

　取　組

　一般廃棄物の適正処理を促進するため、市
町村に対して一般廃棄物処理計画の策定指導

度から海洋投入処分からし尿処理施設での
処理に移行しており、施設改修に伴う暫定
的な場合等を除き、県内のし尿は、陸上処
理されている。

（図表 55参照）
資料編 9－ 6（P.320）
資料編 9－ 7（P.321）
資料編 9－ 8（P.322）
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を行っている。また、ごみ処理については、
平成 11年 3月に策定した「和歌山県ごみ処理
広域化計画」に基づき、県下 50市町村を 7ブ
ロックに集約し、市町村が互いに連携・協力
して、広域的な視点から総合的かつ効率的な
ごみ処理体制の推進を図ることを指導すると
ともに、既存の処理施設に関しては、平成 14
年 12月 1日から施行されている廃棄物の処理
及び清掃に関する法律における新基準を遵守
すること等の指導を行っている。また、平成
12年 4月から容器包装リサイクル法が本格的
施行に施行されたことに伴い、分別収集の実
施とごみ減量、リサイクルの促進を図るよう
市町村を指導している。

１　ごみ焼却施設ダイオキシン削減特別対策
　事業
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則の改正により必要となったダイオキシ
ン削減対策を実施した市町村等のごみ焼却
施設改善に対する助成を行った。
　平成 15年度助成対象市町村：串本町古座
町古座川町衛生施設事務組合

２　ごみ減量・リサイクル推進事業
　小学生 (5 年生 ) と保育所・幼稚園保護者
を対象に、冊子「ごみの本」を作成・配布
して普及啓発を行った。

Ⅱ　産業廃棄物対策の推進

図表 56　産業廃棄物の排出及び処理フロー（平成 12年度）

　現　状

１　産業廃棄物の排出・処理状況
　平成 12 年度の総排出量は 3,985 千トン
で、そのうち 1,335 千トンが中間処理によ
り減量、2,382 千トンが再生利用、268 千
トンが最終処分されている。

（図表 56参照）
資料編 10－ 1（P.324）

２　産業廃棄物の排出・処理状況の推移
　　平成５年度以降の処理量の推移を見ると、
　排出量は減少傾向、再生利用量は増加傾向、
　最終処分量は減少傾向となっている。　
３　産業廃棄物の種類別の状況
　⑴　排出状況
　汚泥、鉱さい、がれき類で排出量全体

（　）内は排出量に対する割合

（単位：千 t／年）
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の 86％を占めている。
　ア　汚泥　　　1,469 千トン
　イ　鉱さい　　1,169 千トン
　ウ　がれき類  　 769 千トン

　⑵　再生利用状況
　鉱さい、がれき類で再生利用量全体の
75％を占めている。
　ア　鉱さい　　1,096 千トン
　イ　がれき類　   685 千トン

　⑶　最終処分状況
　鉱さい、がれき類、汚泥で最終処分量
全体の 75％を占めている。　　　
　ア　鉱さい　　　74千トン
　イ　がれき類   　 73 千トン
　ウ　汚泥　　　　53千トン

４　広域移動状況
　平成１２年度の県外への搬出量は 224 千
トン　（大阪湾フェニックスへの搬入分を除
く）で、　県外からの搬入量は 76 千トンと
なっている。
５　公共関与処理状況
　⑴　大阪湾＊フェニックス計画
　広域臨海環境整備センター法に基づき、
昭和５７年に設立された大阪湾広域臨海
環境整備センターには本県を含む近畿２
府４県１９５市町村及び港湾管理者４団
体が出資しており、これまでに４つの広
域海面埋立処分場を建設（１つについて
は建設中）し、広域処理対象区域の廃棄
物の処分を行っている。本県からは平成

８年９月に完成した和歌山基地から廃棄
物の搬出を行っている。

資料編１０－２（P.325）
　⑵　財団法人和歌山環境保全公社
　　財団法人和歌山環境保全公社は、和歌
山市の住友金属西防波堤沖最終処分場に
おいて、昭和５７年４月から廃棄物の受
入業務を行い、平成８年７月に埋立を終
了した。現在は、大阪湾フェニックス計
画和歌山基地の廃棄物受入業務、建設残
土処分場の管理業務を主体とした業務を
行っている。

６　産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物
　処理施設の設置許可状況
　平成 15年度末現在の産業廃棄物処理業の
許可件数は、県知事許可 1,522 件、和歌山
市長許可 1,110 件となっている。なお、県
知事許可と和歌山市長許可を併せ持ってい
る業者もある。また、産業廃棄物処理施設
設置許可件数は 150 件である。

（図表 57・図表 58参照 )

　課　題

　産業廃棄物については、今後とも排出事業
者処理責任の原則を踏まえ、不法投棄の対策
と適正処理の推進を図る必要がある。不法投
棄対策については、「未然防止」「早期発見」「再
発・拡大防止」の観点から日常の監視パトロー
ル、環境月間、環境衛生週間の特別監視を市

図表 57　産業廃棄物処理業者数

（注）　表中（　）内の数値は、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業の許可が重複する業者数を示す。

許可区分

平成 14年度末業者数 平成 15年度末業者数

産 業 廃 棄 物
処 理 業 者

特別管理産業
廃棄物処理業者 計

産 業 廃 棄 物
処 理 業 者

特別管理産業
廃棄物処理業者 計

和歌山県 和歌山市 和歌山県 和歌山市 和歌山県 和歌山市 和歌山県 和歌山市

収集運搬業 1019 909 77(71) 102(84) 2,107(155) 1,350 961 96(76) 102(87) 2,509(163)

中間処理業 46 41 4(3) 91(3) 69 42 1(1) 4(3) 116(4)

最終処分業 3 1 4 3 1 4

中 間 処
理 及 び
最終処分業 3 3 3 3

合　　計 1,071 951 77(71) 106(87) 2,205(158) 1,425 1,004 97(77) 106(90) 2,632(167)

フェニックス計画
　「広域廃棄物処分場整理計
面」のことをフェニックス計
画という。「フェニックス」と
は、エジプトの神話に登場す
る不死鳥の呼び名であり、ま
た南国にみられる観葉樹の名
称でもある。この計画がフェ
ニックスと呼ばれるゆえんは、
一度不用となり、捨てられた
廃棄物の焼却灰などが海面に
埋め立てられることにより再
び大地となってよみがえり、
美しいフェニックスが生い茂
る地となって市民に活用され
る計面であることから名付け
られた。
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図表 58　産業廃棄物処理施設設置許可状況（平成 15年度末現在）

許可件数 和　歌　山　県 和　歌　山　市 合  計

処理施設 事 処 計 事 処 計

汚泥の脱水施設 ２ ３ ５ １８ ３ ２１ ２６

汚泥の乾燥施設
（ 機 械 ）

汚泥の乾燥施設
（ 天 日 ） １４ １ １５ １５

汚泥の焼却施設 ３ ２ ５ ５

廃油の油水分離
施 設 １ １ １

廃油の焼却施設 １ ２ ３ ３

廃 酸・ 廃 ア ル
カリの中和施設 ３ ３ ３

廃プラスチッ
ク 類、 木 く
ず・ が れ き
類の破砕施設

６ ５３ ５９ １７ １７ ７６

焼 却 施 設 ４ １ ５ ５ ４ ９ １４

コンクリート
固 形 化 施 設

水銀ばい焼施設

シアン分解施設

遮断型処分場

安定型処分場 ２ ５ ７ ７

管理型処分場

　 合　 計　 １４ ６２ ７６ ４５ ２９ ７４ １５０

（注） 表中（事）とは事業者が設置するもの。（処）とは処理業者が設置するものをいう。

町村、警察等との連携の下、強化を図るとと
もに、迅速に法を適用することが重要である。
　また、産業廃棄物の適正処理については、
講習会、パンフレットによる啓発、立入調査
による指導などを徹底することにより、排出
事業者や処理業者の資質向上を図ることが重
要である。

　取　組

１　産業廃棄物適正処理対策　
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及
び「産業廃棄物処理計画」に基づき、排出

事業者処理責任を原則として、製造工程等
の改善による発生の抑制、リサイクル等の
有効利用及び中間処理による減量化の促進
を図るとともに、最終処分を必要とするも
のについては、生活環境の保全に支障のな
いよう監視・指導を行っている。また、「廃
棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正
により、平成 14 年 12 月から焼却施設の基
準が強化されたため、焼却施設設置者に対
して必要な改善の指導を行っている。
　平成１５年１２月の同法の改正により悪
質な処理業者への対応について、さらなる
厳格化が明記されたため、特に悪質な業者
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に対しては、一層厳しい措置を講じている。
⑴　適正処理体制の指導
　　排出事業者処理責任の原則を周知徹底
するとともに、市町村、事業者・処理業
者との連携を密にし、処理体制の確立、
排出量の抑制及び有効利用の促進を図る。
⑵　廃棄物に関する情報の収集・提供
　　産業廃棄物の排出から処理・最終処分
に到る各種情報の収集、提供に努める。
⑶　産業廃棄物処理施設の監視・指導
　　産業廃棄物処理施設の状況を把握する
と共に、維持管理が適正に行われている
かについて監視、指導を行う。
⑷　大阪湾広域臨海環境整備センターへの
搬入
　　大阪湾広域臨海環境整備センターが
行っている廃棄物の受入業務の円滑な運
営と処分過程等における二次公害防止の
ため、和歌山市と協調しながら監視・指
導を行う。
⑸　関係機関との連携
　　県、警察本部、和歌山市、田辺海上保
安部及び社団法人和歌山県産業廃棄物協
会で構成する「和歌山県廃棄物不法処理
防止連絡協議会」及び各振興局関係各部、
関係警察署及び関係市町村で構成する「地
域産業廃棄物適正処理連絡会議」の活性
化による産業廃棄物の不適正処理に係る
情報交換、連絡調整及び合同パトロール
等を行う。
⑹　不法投棄監視パトロール事業
　　保健所設置市である和歌山市を除く区
域で、廃棄物不法投棄監視パトロールを
実施し、不法投棄等不適正事案の早期発
見、未然防止を図る。平成 15 年度には、
合計 800 回のパトロールを行い市町村単
位のごみマップを作成した。
　　なお、和歌山市に対しては市が行って
いる監視パトロール事業に助成している。
⑺　不法投棄ごみ撤収事業
　　廃棄物不法投棄環視パトロールで確認
された不法投棄廃棄物のうち、民有地以
外に投棄されたものであって、市町村の
通常の清掃活動では対応が困難であり、
かつ、生活環境保全の観点からも緊急に
撤去する必要がある廃棄物の撤収を支援
する。平成 15 年度は、12 市町村に対し

て助成を行った。（和歌山県緊急雇用創出
特別基金事業）
⑻　原状回復特別支援事業
　　市町村が行う不法投棄現場の原状回復
に対して撤去費用の２分の１（上限 3,000
万円）を補助する。平成 15年度は粉河町
がこの事業を実施した。
⑼　警察との連携
　　平成 13年度に全国で初めて発足した環
境機動捜査隊（通称：わかやまエコポリス）
との連携を強化し、廃棄物の不法投棄事
犯の取締の徹底を図る。平成 15 年度は、
ヘリコプター、船舶等を利用し、陸海空
からの監視活動を行った。

２　産業廃棄物処理施設確保対策
　本県においては、産業廃棄物を持ち込ま
ない、持ち出さないを基本方針にしている
が、現実には県外処理に多くを依存してお
り、県内に廃棄物処理施設が不足している
ことが主要な原因と考えられる。全国的に
廃棄物処理施設の新規立地が進まない状況
のもとで将来も県外処理に依存できるかは
不透明であることから、域内循環システム
の構築を目指して、排出事業者の処理責任
の原則を踏まえ、市町村、事業者と産業廃
棄物処理施設の確保対策について検討を進
める。

３　ダイオキシン類等環境汚染対策事業
　橋本市における株式会社日本工業所によ
る産業廃棄物の不適正処理に起因するダイ
オキシン類問題の解決に向けて、汚染の原
因である焼却炉及びダイオキシン類に汚染
されていない仮置廃棄物（約８，０００㎥）
の撤去等を平成１２年度から１３年度にか
けて行政代執行により実施、また新たに発
見された炉底堆積物混じりの土壌の無害化
処理等を平成１５年度に行政代執行により
実施した。
　なお、平成１４年度からは、ダイオキシン
類対策特別措置法に基づきダイオキシン類に
汚染された土壌の対策を開始し、平成１５年
１０月に無害化処理、平成１６年５月にコン
クリートボックスへの封じ込め工が終わり、
現在整地緑化工を行っている。

資料編 10－ 3（P.326）
４　近畿ブロック内での組織活動
　産業廃棄物の適正処理を推進するため、
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近畿２府４県 11中核市で組織する「近畿ブ
ロック産業廃棄物処理対策推進協議会」に
おいて、法制度部会、処理技術部会、PCB
廃棄物広域処理部会などを設け、法制度の
問題点、産業廃棄物の処理技術や PCB 廃棄
物の処理等について検討するとともに、広
域移動に伴う不適正処理等に対する情報交換
等を行い、適正処理推進活動を行っている。

５　越境移動に関する指導
　県外から多量に搬入される産業廃棄物に
より、最終処分場周辺地域の住民とのトラ
ブルが発生したことから、「和歌山県産業廃
棄物の越境移動に関する指導要綱」を策定
し、県外からの搬入を規制している。

６　ＩＴを駆使したわかやま環境犯罪クリー
　ン作戦
　和歌山県警では、廃棄物の不法投棄事犯

の取締りの徹底を図るため、平成 13年４月
に、全国初の環境機動捜査隊（通称：わか
やまエコポリス）を発足させた。
　平成 13 年度、平成 14 年度に引き続き、
平成 15年度においても、ヘリコプター・警
察舟艇等を利用し、陸海空からの監視活動
や民間ボランティアである紀の国環境モニ
ターとの合同パトロールを行った。
　その結果、平成 15 年中には計 13 件 ､25
人、2法人の廃棄物不法投棄事件等を検挙し
た。

７　地域産業資源循環創出支援事業
　地場産業が抱えている廃棄物処理の課題
解決に取り組む企業等の支援を行う。

　廃棄物の処理に関しては、最終処分場の残
余年数の逼迫、廃棄物焼却に伴うダイオキシ
ン類の発生、不法投棄の増大等様々な問題が
発生しており、深刻な状況となっている。こ
うした廃棄物を巡る問題解決のためには、「排
出された廃棄物を適正に処理する」という対
応ではもはや限界があり、従来の大量生産・
大量消費・大量廃棄型の経済社会システム自
体を変更することが必要である。こうした問
題を背景に、平成１２年「循環型社会形成推
進基本法」を中心とした廃棄物・リサイクル
関連法が成立した。
　循環型社会形成推進基本法では、「循環型社
会 ｣ を「第１に製品等が廃棄物等となること
を抑制し（リデュース）、第２に排出された廃
棄物等についてはできるだけ資源として利用
し（リユース、リサイクル）、最後にどうして
も利用できないものは適正に処分することが
徹底されることにより実現される、天然資源
の消費が抑制され、環境への負荷が低減され
る社会」と定義し、目指すべき社会の姿とし
ている。県では、関係部局が連携して循環型
社会の形成に向けて取り組んでいく。

( 図表 59参照 )

１　資源有効利用促進法
　廃棄物の発生抑制、部品等の再使用、使
用済み製品等の原材料としての再利用を総
合的に推進することを目的に、平成 12年６
月に公布、平成 13年４月に施行された法律。
　製品の製造段階における３Ｒ（リデュー
ス、リユース、リサイクル）対策、設計段
階における３Ｒの配慮、分別回収のための
識別標示、製造業者による自主回収・リサ
イクルシステムの構築など、10 業種・69
品目について、事業者として取り組むべき
事項等が規定されている。
　資源有効利用促進法に基づき、平成 15年
10 月から家庭系パソコンの回収・リサイク
ルが始まっている。平成 15 年 10 月以降に
販売されているパソコンについては、販売
時にリサイクル料金を徴収し、郵便局を指
定引取場所とした回収ルートにより、メー
カーがリサイクルを行う。既販のパソコン
については、廃棄時にリサイクル料金を支
払い、メーカーがリサイクルすることとなっ
ている。

Ⅲ　循環型社会の形成推進について
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環境基本法 H6.8 完全施行

環境基計画

循環
自然環境

社会の物資循環

①廃棄物の発生抑制
②廃棄物の適正処理 ( リサイク
　ルを ) 含む
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　等

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

循環型社会形成推進基本法 ( 基本的枠組み法 )

Ｈ 13.1 完全施行

社会の物資循環の確保
天然資源の消費抑制
環境負荷の低減

○基本原則、○国、地方自治体、事業者、国民の責務、○国の施策

環型型社会形成推進基本計画 ：国の他の計画の基本

〈　廃棄物の適正処理　〉 〈　リサイクルの推進　〉

廃棄物処理法 資源有効利用推進法

一般的な仕組みの確立

Ｈ 15.12 改正施行

個別物品の特性に応じた規制

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

グリーン購入法〔国等が率先して再生品などの調達を推進 〕

H９.4
一部施行
H12.4
完全施行

図表 59　循環型社会形成の推進のための法体系
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自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

・関係行者が使用済み
　自動車の引き取り、
　フロンの回収、解体
　破砕
・製造業者等がエアバッ
　グ・シュレッダーダスト
　の再資源化、フロン
　の破砕

①再生資源のリサイクル
②リサイクル容易な構造・材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

拡充整備

Ｈ 13.4 全面改正
施行

H15.10　家庭系パソ
コンリサイクル開始

工事の受注者が
・建築物の分別解体
・建設廃材等の再資
　源化

食品の製造・加工・
販売業者が食品廃
棄物等を再生利用
等

・廃家電を小売店等
　が消費者より引
　取
・製造業者等による
　再商品化

・容器包装の市町村
　による分別収集
・容器の製造・容器
　包装の利用業者に
　よる再商品化

H13.4
完全施行

H13.5
完全施行

H14.5
完全施行

H16.7
一部施行

ビン PET ボトル、紙
製・プラスチック製
容器包装等

エアコン、冷蔵庫、
テレビ、洗濯機

食品残さ 木材、コンクリート、
アスファルト 自動車

                  リデュース
リサイクル→リュース
                  リサイクル
  （1R）        (3R)

H13.4 完全施行
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２　容器包装リサイクル法
　家庭などから一般廃棄物として排出され
る容器包装廃棄物について、消費者が分別
排出し、市町村が分別収集し、事業者がリ
サイクルするという役割分担を明確にする
ことにより、一般廃棄物の減量及び再生資
源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な
処理及び資源の有効な利用の確保を図るこ
とを目的に、平成７年６月に公布、平成７
年 12月に施行された。
　再商品化義務の対象となる容器包装は、
ガラス製容器包装、ペットボトル、紙製容
器包装、プラスチック製容器などがある。
　県内 49市町村で分別収集計画が策定され
ており、白浜町のゴミ説法者や新宮市のエ
コ広場など、各種の分別収集の取り組みが
なされている。また県では、分別収集促進
計画が策定されており、平成 15年から平成
19年までの第３期計画を推進している。

資料編９－９（P.323）

３　家電リサイクル法
　家庭等から排出される使用済みの家電製
品について、消費者、小売業者、家電メーカー
等の役割分担を明確にし、ごみ減量化やリ
サイクルを促進することを目的に、平成 10
年６月公布、平成 13 年４月に施行された。
使用済みのテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エア
コンについて、消費者の費用負担により小
売店が引き取り、メーカーによるリサイク
ルが行われている。平成 16年４月から、冷
凍庫が加わり、法の対象は５品目となった。
　平成 15年度、県内の指定引取場所におけ
る引取台数は７万２千台、環境監視パトロー
ル等により回収した不法投棄台数は 1,736
台であった。

（図表 60参照）

図表 60　指定引取場所引取台数及び県内不法投棄回収台数

指定引取場所引取台数 県内不法投棄
回収台数県内 全国

平成１３年度 ６万４千台 　８５５万台 １，１００台

平成１４年度 ７万５千台 １，０１５万台 ２，１１０台

平成１５年度 ７万２千台 １，０４６万台 １，７３６台

４　建設リサイクル法
　建築物等の解体工事等に伴って排出され
るコンクリート廃材、アスファルト廃材、
廃木材の分別およびリサイクルを促進する
ことを目的に、平成 12年５月に公布、平成
14年５月に施行された。
　特定建設資材（コンクリート、コンクリー
ト及び鉄から成る建設資材、木材、アスファ
ルト・コンクリート）の適正な分別解体、
再資源化等を工事業者に義務付けている。
　平成 22 年度の再資源化率 95％を目標と
し、県公共工事においては、平成 17年度ま
でに再資源化率 100 パーセントを目指す。
また、再資源化施設の整備、及び再資源化
により得られたリサイクル品の公共工事等

での利用を促進していく。
　平成 15年度には届出（民間工事）が 1,450
件、通知（公共工事）が2,315件出されている。

５　自動車リサイクル法
　使用済自動車の処理において、地球温暖
化、オゾン層の破壊が問題となっているフ
ロンや有毒薬品を使用しているエアバック
を適正に処理をするとともに、廃棄物最終
処分場の逼迫によりシュレッダーダストを
低減する必要性が高まっている。また、最
終処分費の高騰と鉄スクラップ価格の低迷
によって使用済自動車の逆有償化（処理費
を払って引き渡す状況）が進展しており、
近年、従来のリサイクルシステムは機能不
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全に陥りつつあり不法投棄、不適正処理の
懸念も生じている状況がある。
　自動車リサイクル法は、自動車製造業者、
使用済自動車の引取業者、フロン回収業者、
解体業、破砕業、自動車所有者等、各関係
者の役割分担を明確にし、使用済み自動車
のリサイクル及び適正処理を図ることを目
的に平成 14 年７月に公布された。平成 16
年７月から解体業・破砕業の許可等が施行
され、平成 17年１月から全面的に法が施行
される。
　対象となる自動車は、トラック・バス等
の大型車や商用車を含む全ての種類の４輪
自動車で、自動車所有者はリサイクル料金
の負担が規定されている。
　県では法の円滑施行に向けて、関係者に
対して啓発を図るとともに、各種の準備を
進めている。

６　食品リサイクル法
　食品関連事業者等から排出される食品廃
棄物の発生抑制と減量化により最終処分量
を減少させるとともに、肥料や飼料として
リサイクルを図ることを目的に、平成 12年

６月に公布、平成 13年５月に施行された法
律。食品関連事業者などが取り組むべき事
項等について規定されている。

７　リサイクル製品認定制度
　廃棄物や間伐材などの未利用資源を活用
して様々な製品が開発されている。再生紙
やＰＥＴボトルから製造された衣料品など
普及が進んでいるものもあるが、多くはな
かなか利用が広まっていない。
　県では、資源循環を推進し環境産業を育
成するため、平成 15年４月に和歌山県リサ
イクル製品認定制度を創設し、平成 15年度
に 59社 122 製品を認定した。
平成 15 年度末までに、全国で 20 県（本県
含む）に同様の制度が設けられているが、
本県制度の特徴は、製品の製造場所や循環
資源の発生場所を制限せず、その製品の普
及が、県内における廃棄物の減量化・リサ
イクルの推進、又は県内環境産業の発展に
寄与すると認められる製品を認定するとこ
ろにある。県においても、リサイクル製品
の優先使用に努め、リサイクル製品の普及
を図る。

和歌山県認定リサイクル製品の認定マーク
（リサイクル製品の普及促進のため、県が認定したリサイク   
ル製品であることを表示する認定マークです。） 　　　　
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第４章　地球環境の保全を目指した地域からの実践
　地球の温暖化、オゾン層の破壊などの地球
環境問題は、私たちの活動によってもたらさ
れる環境への負荷が、地球規模で影響を与え
ることによって発生する問題であり、一部の
地域の取組だけでは解決できない問題でもあ
る。一方で、地球環境問題は人類共通の環境
問題であるものの、それぞれの国によって社
会状況が異なることから、その取組にも差異
が生じ、解決を困難なものとしている。こう
した環境問題を解決するため、国連環境計画
（＊UNEP) を中心としてさまざまな取組や国際
会議が開催されている。1992 年 6月にはブラ
ジルのリオ・デ・ジャネイロで環境と開発に
関する国連会議「地球サミット」が開催され、
21世紀をめざして地球環境を保全しつつ持続
可能な開発を推進するための行動規範といえ
る「リオ宣言」をはじめ、具体的な行動計画
である「アジェンダ 21」、森林の保全と持続
可能な利用を図るための「森林原則声明」が
採択され、また「気候変動枠組条約」、「生物多
様性条約」について署名がなされた。
　「気候変動枠組条約」は、地球温暖化につ
いて国際的な取組を初めて定めた条約であっ
た。具体的な規制措置などは以後継続的に議
論され、1997 年 12 月に京都で開催された第

3回締約国会議 (COP3) において、先進国を中
心に二酸化炭素など温室効果ガスの排出削減
目標を設定する「京都議定書」が採択された。
「京都議定書」の運用ルールについては、そ
の後の締約国会議で議論することとなったが、
2001 年 1月にアメリカが交渉から離脱するな
ど、交渉が難航し、2001 年 11 月に開催され
た第 7回締約国会議 (COP7) において、ようや
く最終案が確定した ( マラケシュ合意 )。
　国内では、「京都議定書」の採択を受けて、
1998 年 6 月に ､2010 年を目指した当面の対
策措置について「地球温暖化対策推進大綱」
の策定、10 月に「地球温暖化対策の推進に関
する法律」が公布された。さらにマラケシュ
合意を受けて、2002 年３月に「地球温暖化対
策推進大綱」を見直すとともに、「地球温暖化
対策の推進に関する法律」を改正（６月）し、
同年６月「京都議定書」を批准した。
　こうした国内外の動きを認識して、私たち
の日常生活や事業活動を考える際には地域に
与える影響の度合いとともに地球に与える影
響も併せて考え、地球規模で足並みをそろえ、
個々の地域において、地球温暖化をはじめと
する地球環境問題の解決に向けて、県民あげ
て自主的積極的に取り組むことが必要である。

第１節　地球環境問題への対応

　地球環境問題には、地球の温暖化・オゾン
層の破壊・酸性雨・海洋汚染・生物多様性の
保全・森林の保全・砂漠化・開発途上国の公
害問題・有害廃棄物の越境移動があり、これ
らの問題は我が国をはじめとする先進諸国に
おける、日常生活や事業活動に伴なう資源や

エネルギーの大量消費、開発途上地域におけ
る貧困や人口の急増等が複雑に絡まりあって
発生している。ここでは、これらの地球規模
の環境問題の解決を目指した地域での取組み
として、地球温暖化防止対策の推進及びオゾ
ン層破壊防止対策の推進について報告する。

UNEP( 国連環境計画
:United Nations
 　Environment Programme)
　国連人間環境会議で採択さ
れた「人間宣言」及ぴ「国連
国際行動計画」を実施に移す
ために、1972 年第 27 回国連
総会で設立された機関である。
既存の国連諸機関が実施して
いる環境に関する諸活動を総
合的に調整管理するとともに、
着手していない環境問題に関
しても国際協力を進めていく
ことを目的とする。事務局の
本部はケニァのナイロビに設
置されている .

　現状と課題

　地球温暖化とは、大気中に含まれる二酸化

　

炭素やメタン、一酸化二窒素などの温室効果

Ⅰ　地球温暖化防止対策の推進
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ガスの濃度が上昇し、地球全体の平均気温の

上昇を招くことをいう。わが国が排出する温
室効果ガスの約９割は二酸化炭素が占めてお
り、気候変動に関する政府間パネル。（＊ＩＰ
ＣＣ）の報告では１００年後の地球の平均気
温は 1.4 ～ 5.8℃上昇し、海面は 9～ 88 ｃｍ
上昇すると予測されている。温暖化によって
気候が変動すると、生態系への悪影響や人間
への健康被害、農業への影響、洪水や高潮の
発生などが懸念される。
　地球温暖化を防止するためには、温室効果
ガスの排出を削減する必要があり、平成１４
年６月４日に批准された地球温暖化防止条
約・京都議定書では、わが国は２００８年か
ら２０１２年の５年間の平均で１９９０年比
６％の温室効果ガス排出量削減が義務づけら
れている。
　本県における平成１３年度（２００１年度）
の二酸化炭素の排出量は、１５，９６２．１千
トンＣＯ２（電力転換後）（一人当たりの年間
排出量１４．９２トンＣＯ２）で、平成１２年
度（２０００年度）より排出が少ないものの、
京都議定書の基準年である１９９０年に比べ
７．７％増加となっている。

（図表 61参照）
　分野別では、オフィス活動などの業務その
他系１９．３％、家庭系が０．４と前年度より

増加している。これは、業務系、家庭系が増
加している全国の状況と同じである。今後、
本県においても、家庭やオフィスにおいての
排出量削減対策を進める必要がある。
　さらに本県には、二酸化炭素の吸収源とし
ても注目されている森林資源が広く残されて
おり、大気中の二酸化炭素濃度の安定を図る
ため、森林の有効利用や森林の保全・整備に
努めることも重要である。

　取　組          

１　地球温暖化防止にかかる「わかやまＳＴＯＰ
　温暖化戦略」事業
　平成 14 年６月４日に地球温暖化防止条
約・京都議定書が批准され、国としては国
際的に温室効果ガスの削減を約束するなど、
地球温暖化防止に向けた動きが本格化する
中で、本県としても、その一翼を担うべく、
新しく「温暖化対策推進班」を設置し、県
民を対象とした温暖化対策を本格的に行う
こととなった。
　平成 15年度は、増加傾向にある家庭から
の温室効果ガスの削減を図るため家庭、地域、
事業所、各団体の活動の活性化を図ってきた。

資料編１３－５（P.353）
　　主な事業は次の通りである。

lPCC( 気候変動に関する政府
間パネル：Intergovermental 
Panel Climate Change)
　地球温暖化問題に関する初
めての政府レベルの検討の場
として、WMO( 世界気象機関 )
と UNEP( 国連環境計画 ) が共
同して 1988 年 11 月に設立
した国連の組織の一つである。
地球温暖化に関する最新の自
然科学的及び社会科学的知見
を取りまとめ、地球温暖化防
止政策に科学的な基盤を与え
ることを目的としている。

図表 61　和歌山県におけるＣＯ２排出量の経年変化（全部門合計）

千 tCO2
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⑴　ＳＴＯＰ温暖化調査研究
　　家庭で行う温暖化対策について、モデ
ル家庭による実践を行い、その結果をマ
ニュアルとしてまとめた。

⑵　ジュニアアースセーバー作戦
　　子どもを主体に据え、家庭での温暖化
対策を実施しようと、子ども会や学校ク
ラスの有志などの１２グループの参加を
得て実施した。

　　内容的には、①全家庭での環境家計簿
作成、②各家庭での電気使用量削減、③
子どもが集めるエコメッセージなどが実
施された。

⑶　マスメディアを活用した啓発
　　地球温暖化防止について知識を普及す
るため、テレビ、ラジオ、県民の友等を活
用し、県民を対象として啓発活動を行った。
［テレビ］　スポット放送、番組作成・
　　　　 放映

［ラジオ］　スポット放送、番組作成・
　　　　 放送、既存番組の中で、温
　　　　 暖化対策のコーナーを設け
　　　　 啓発

［県民の友］平成 15年 12月に地球温暖
　　　　 化防止月間に併せ、特集記
　　　　 事を掲載

⑷　和歌山県環境フォーラム '03 の開催
 　各環境保全団体、企業などが一堂に会
し、県民を対象とした環境フォーラムを
実施した。

　　当初、エコプロダクツの展示などを行
い、県民への情報提供を図る目的であっ
たが、実行委員会がイベント開催に向け
ての協議を行う中で、県内の各団体、企
業、行政が団結して環境保全を図ってい
くことが必要とされ、フォーラム開催に
つながったものである。（P.95「和歌山環
境フォーラム '03 の開催」参照）

２　緑の雇用事業
⑴　「緑の雇用事業」の提唱
　　本県知事は、森林がもつ環境保全等の
公益的機能に着目し、その保全対策を展
開することによって、新たな雇用を創出
し、地域の活性化を図る施策として、「緑
の雇用事業」を提唱した。

　　そして、三重県知事とともに、平成 13
年９月３日に、「緑の雇用事業による地方

版セーフティネットを」という共同緊急
アピールを発表し、全国の知事にも広く
呼びかけたところ、41 道府県にのぼる多
くの賛同を得た。
　　また、国にも高い評価を受け、その趣
旨が平成 13年度補正予算において「緊急
地域雇用創出特別交付金（3,500 億円）」
の中に盛り込まれた。
⑵　「緑の雇用事業」への取組
　　本県では、「緑の雇用事業」を実践する
ため、平成 14年度から新たに「緑の雇用
推進局」を設置し、前述した緊急地域雇
用創出特別交付金として本県に交付された
４２億円の半分近くの約18億円を「緑の
雇用事業」として計画し、平成14年度以
降総合的に「緑の雇用事業」を実施している。
　　事業の中心となる森林整備については、
公有林だけに留めずに、森林所有者との
環境保全協定に基づく環境林の整備とい
う新しい手法を加えた。また、所得補償、
起業支援といった所得面での支援や、生
活基盤支援や定住住宅支援といった住環
境支援など様々なメニューを用意した。

　【主な環境関連事業】
①　古道周辺森林環境整備事業
　　熊野古道や高野山町石道の周辺森林
において、広葉樹植裁や環境整備伐等
による景観整備と環境保全に配慮した
森林整備を実施した。
　　また、併せて森林作業員の雇用を確
保した。
　　森林整備面積 203ha、新規雇用者数
88人
②　いやしの森体験事業
　　県内７箇所において、森林ボランティ
ア団体等の協力により、県民参加の森
づくり活動を実施し、森林の機能や大
切さ等の普及啓発を行った。
　　また、和歌山県立森林公園「根来山
げんきの森」において、森林ボランティ
アのうち、経験の豊富な人材をインス
トラクターとして配置し、県民の利用
しやすい森林公園づくりを実施した。
　　さらに、げんきの森の一部を活用し、
森林レンタル制度を実施した。（現在３
団体に貸与中）
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③　広葉樹林等森林環境整備事業
　　森林の持つ公益的機能を維持及び高
度に発揮させるため、広葉樹植裁等に
よる環境の整備を図るとともに、環境
整備伐や枝払い等による林内環境の改
善のための森林整備を実施した。
　　また、併せて森林作業員の雇用を確
保した。
　　森林整備面積 698ha、新規雇用者数
251 人
④　人にやさしい環境対策事業
　　森林のＣＯ　吸収源や森林確保など多
様な機能を持続発揮させる森林の保全
や、スギ花粉症対策など社会的な要請
に応える森林環境対策のための間伐を
実施した。
　　間伐実施面積 1,270ha
⑤　緑の雇用森林創出事業
　　森林整備の円滑な実施に不可欠な森
林現況の把握、森林所有境界の確認、
森林管理に必要とされる歩道の整備を
県内で、3,122ha、171,744 ｍ実施した。

⑥　市町村森林資源情報管理事業
　　粉河町、熊野川町、那智勝浦町の各
町における森林整備の積極的な推進に
向け、主体となって森林を計画的に管
理していくことを目的とし、森林資源
データの整理を行った。
⑦　森林整備地域活動支援交付金事業
　　県内の積算基礎森林のうち、約 50千
ha の森林を対象として交付金を交付し、
適正な森林施業の前提となる森林の現
況調査等の地域活動への支援を行った。
⑧　わかやまグリーンワーカー事業
　　自然公園等の修景美化や里地里山等
の維持復元、野生生物生息環境の保全
等の事業を実施した。

⑶　「緑の雇用事業」の全国展開
　　平成 14年４月から国に対して繰り返し
「緑の雇用事業」の必要性を強く提言して
きた。国においても、「緑の雇用事業」を
ナショナルコンセンサスと捉え、同年６
月、経済財政諮問会議が「骨太の方針－
第２弾（経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針 2002）」の中に「緑の雇用」
の文言が盛り込まれたのをはじめ、平成
15 年の「骨太の方針－第３弾」、平成 16

年の「骨太の方針－第４弾」にも盛り込
まれた。
　　さらに、平成 14 年 12 月、国は雇用の
セーフティネットとしての実効性と緊急
性を評価し農林水産省の「緑の雇用担い
手育成対策（95億円）」を、平成 14年度
補正予算で政府案とし、総務省において
も平成 15年度予算で「緑の雇用担い手育
成対策」を補完すべく 100 億円規模の新
規地方財政措置を打ち出した。
　　そして、平成 16年度予算で、農林水産
省（林野庁）が、「緑の雇用担い手育成対
策事業」を新規事業として 70億円予算化
し、制度化が実現した。また、総務省は
林業だけでなく、農業水産業も含め「ふ
るさと担い手育成対策」として 200 億円
程度の地方財政措置を予算化した。
　　また、厚生労働省は、課題であった緊
急地域雇用創出特別交付金事業の６ケ月
間の雇用期間を森林整備作業に関しては、
さらに６ケ月間の更新を可能とした。こ
の結果、緊急雇用対策で１年間、緑の雇
用担い手育成対策で１年間、計２年間の
公的雇用が実現できることになった。
　　提唱して３年足らずという短い期間で
これだけの成果を達成できたのも、「緑の
雇用事業」が都市にとっても地方にとっ
ても共に必要なものであることが認識し
てもらえたものと受け止めている。
⑷　「緑の雇用」の新たな動き
　　「緑の雇用」が全国各地で展開し、根付
いていくためには、「緑の雇用」　を積極
的に実践していく県が連合して取り組み、
実績を情報発信する必要がある。そこで、
「緑の雇用」の理念に共感された８県（岩
手県、宮城県、岐阜県、三重県、和歌山
県、鳥取県、高知県、福岡県）が、平成
１５年５月２９日に『都市と地方の共感
を深める「緑の雇用」推進県連合』を結成、
共同アピール、共同政策提言を行った。
　さらに平成 16 年６月 10 日、「緑の雇用」
総合対策の推進のため、新たな共同政策
提言活動を行った。

３　和歌山県の率先行動
　県では、県庁の組織自体が大規模な消費
者、事業者として環境に及ぼす負荷を低減
させることはもとより、県民や事業者の自

２
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図表 62　計画目標値及び平成 15年度実績

項　　目
平成 11年度実績
（基準年度）

平成 15年度実績
平成 15年度
増減率 (％ )

（平成 11年度比）
平成 16年度目標 目標削減率 (％ )

電 気 (KWH ) 70,707,972 74,859,157 ＋ 5.9 67,172,573 5

A 重 油 ( ℓ ) 1,184,818 1,040,728 － 12.2 1,101,881 7

都 市 ガ ス (m3) 11,047,221 6,804,179 － 38.4 17,077,179 35.9

L P G ( k g ) 90,325 133,463 ＋ 47.8 87,615 3

灯　　 油 ( ℓ ) 852,578 498,007 － 41.6 583,431 31.6

ガ ソリン ( ℓ ) 1,741,995 1,835,129 ＋ 5.3 1,654,895 5

軽　　 油 ( ℓ ) 207,458 211,948 ＋ 2.2 197,085 5

水　　 道 ( ㎥ ) 1,322,350 1,186,648 － 10.3 1,196,377 9.5

コピー用紙 (枚 ) 69,602,578 96,651,257 ＋ 38.9 62,642,320 10

温 室 効 果 ガ
ス 排 出 量 (kg)

60,685,267 52,479,190 － 13.5 52,189,330 14

主的な行動を促すため、「地球温暖化対策の
推進に関する法律」に基づき、県庁自らが
排出する温室効果ガス (地球温暖化の原因と
なっている二酸化炭素やメタンなどの物質 )
の削減に向けて、平成 12年 8月に「和歌山
県地球温暖化防止実行計画」を策定し、二酸
化炭素の主な排出要因である電気や燃料の使
用をはじめ、水道やコピー用紙の使用につい
て削減数値目標を掲げて取り組んでいる。
　また、「国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律 ( グリーン購入法 )」に
基づいて「和歌山県グリーン購入推進方針」
を策定（平成 14年度に策定。毎年見直し。）
し、環境にやさしい物品等を優先的に調達
するように努めている。
⑴　主な取組内容
　○グリーン購入
○昼休み時及び残業時には不要な照明を
消灯する。

○OA機器等を使用していない時には電源
をカットする。

　○古紙の分別を徹底する。
　○裏面未使用のコピー用紙を再利用する。
　○コピー用紙に再生紙を使用する。
○公用車を適正使用する。( アイドリング
ストップ等 )

○空調設備の適切な温度設定 (暖房20度、

冷房 28度目安 )
　○トイレ、廊下、階段等での点消灯管理
⑵　計画目標値及び平成 15年度実績

( 図表 62参照）
４　省資源運動の推進
　省資源・省エネルギー意識の一層の高揚
と定着化を図るため、県内の小・中学生を
対象に、「ものを大切にする心」を育てる運
動推進ポスターコンクールを開催し、応募
総数 736 点を得た。そのうち最優秀 2点、
優秀 6点及び入選 10点を選び、県内会場に
おいて展示することによりその普及啓発に
努めた。また、「環境問題とわたしたちがで
きること」と題した研修会を開催し、多く
の参加者を得た。
５　ノーマイカーデー運動の実施

　自動車交通の増加は、排気ガスによる大
気汚染、地球温暖化、交通渋滞や交通事故
の増加などの問題を引き起こすとともに、
公共交通機関の衰退をもたらし、高齢者や
子供の移動手段に大きな影響を与えている。
　そのため、本県では、平成 15 年 11 月か
ら、地球温暖化防止のための二酸化炭素削
減、公共交通機関の維持、道路における渋
滞の緩和を目的に、通勤に自家用車を利用
している職員を対象に、公共交通機関や自
転車、徒歩による通勤を促す「ノーマイカー
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デー運動」に取り組んでいる。
　平成 15 年度は、県本庁の職員約 860 人
を対象に、毎月第２水曜日に５回実施した。
延べ約 2,700 人が参加し、参加率は 63％で
あった。ノーマイカーデーを通じ約 10トン
の二酸化炭素を削減するとともに、対象者
のうち６人が通勤方法を公共交通機関利用
に変更した。
　今後は、広く和歌山市内の行政機関や民
間企業等に運動の輪を拡げるとともに、実
施方法等について協議会を通じ議論してい
くこととしている。
６　エネルギー活用促進事業
　電源地域における地域振興施策の推進を
図るとともに、新エネルギー全般について
の普及啓発や導入の促進を図った。
７　新エネルギーの推進
　日本は諸外国に比べエネルギーの対外依
存度、石油依存度、輸入依存度が高く、エ
ネルギーの中長期的な安定供給が望まれて
いる。さらに地球温暖化等の地球環境問題
についての関心の高まり等により、新エネ
ルギーに注目が集まっている。
　平成 15年４月、電気事業者に対して、そ
の販売電力量に応じ一定割合以上の新エネ
ルギー電気の利用を義務づけるＲＰＳ法が
施行された。法で対象となるのは、太陽光
発電、風力発電、バイオマス発電、中小水

力発電等の新エネルギー等。
　和歌山県においても、関係機関との協議
や、木質系バイオマスのエネルギー利用調
査等を実施し、新エネルギーの推進に努め
ている。

８　森林吸収源データ緊急整備事業
　地球温暖化防止に資する森林の炭素吸収
効果等を算定・報告するため、県が管理し
ている森林資源データの精度の検証等を実
施している。平成 15年度は、森林簿の面積
精度検証及び蓄積精度検証を実施した。

９　木質バイオマス資源有効利用調査事業
　地球環境に優しい新エネルギーとして期
待が高まっている木質バイオマスの有効利
用を図るため、平成 15年度に県内で利用可
能な木質バイオマス資源量、収集コスト等
の基礎データをはじめ、３つのモデルでの
木質バイオマスエネルギー利用可能性を検
討した「和歌山県木質系バイオマスのエネ
ルギー利用調査報告書」を策定した。

10　森林吸収源対策推進プラン策定事業
　森林の二酸化炭素吸収機能向上のための
森林整備や緑の雇用事業の推進に向け、必
要な森林整備を適切かつ計画的に実施して
いくために、平成 15年度に県の方針を定め、
県内 10の重点区域を選定し、取組方針を定
めた「森林吸収源対策推進プラン」を策定
した。

Ⅱ　オゾン層破壊防止対策の推進

　現状と課題

　オゾン層は高度1万m以上の成層圏にあり、
太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収し人間
や動植物をその影響から守っている。このオ
ゾン層がフロン等により破壊され、地上に到
達する紫外線の量が増加することによって、
人の健康被害や生態系への影響が懸念されて
いる。これらの問題に対応するための国際的
な取り決めとして 1985 年にオゾン層の保護
に関するウィーン条約が、1987 年にオゾン層
を破壊する物質に関するモントリオール議定
書が採択され、オゾン層破壊物質の生産削減

等が合意された。わが国では、1988 年に特定
物質の規制等によるオゾン層の保護に関する
法律を制定し、特定フロンについては 1995 年
末に生産が全廃されている。しかし、既に製造・
使用されているエアコンや冷蔵庫等に充填さ
れたフロン等のオゾン層破壊物質については、
廃棄時等に大気中に排出されるおそれがあり、
回収・処理のための取組みを進める必要があ
る。また、フロン等の代替物質への転換・脱
フロン化に向けた積極的な取組みが必要であ
る。
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　取　組

　オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン
を大気中にみだりに放出することを禁止し、
機器の廃棄に、フロン類を適正に回収、破壊
処理することを義務づけた、「特定製品に係
るフロン類の回収及び破壊の実施に関する法
律（フロン回収破壊法）が平成 13年６月に制
定され、業務用冷凍空調機器については、平
成 14 年４月１日から、カーエアコンについ
ては平成 14 年 10 月１日から、これらの機器
の廃棄時に冷媒として残存している＊フロン類
（CFC、HCFC、HFC）の回収が義務付けられた。
　なお、都道府県知事の登録を受けた者でな
ければフロン類の回収等を行うことは出来な
い。

（図表 63参照）
資料編 13－ 3（P.350）

　第一種フロン類回収業者：

廃棄される業務用冷凍空調機器（第一種
特定製品）からフロン類を回収すること
を業として行う者。

　第二種特定製品引取業者：
使用済自動車のカーエアコン（第二種特
定製品）を引き取ることを業としている
者。

　第二種フロン類回収業者：
使用済自動車のカーエアコン（第二種特
定製品）からフロン類を回収することを
業としている者。

図表 63　フロン回収破壊法関係登録状況
平成 16年３月 31日現在　累計　

第一種回収 第二種引取 第二種回収 計

和歌山市及び県外 ３８１ ２０９ １０３ ６９３

海 南 保 健 所 管 内 ８ １７ ８ ３３

岩 出 保 健 所 管 内 ９ ６７ ２９ １０５

高野口保健所管内 １２ ４４ ２３ ７９

湯 浅 保 健 所 管 内 ８ １１９ ２３ １５０

御 坊 保 健 所 管 内 ７ ９３ １９ １１９

田 辺 保 健 所 管 内 ３４ １２５ ３９ １９８

新 宮 保 健 所 管 内 １５ ４３ １５ ７３

古 座 支 所 管 内 ４ １８ ２ ２４

計 ４７８ ７３５ ２６１ １, ４７４

（注）　第一種回収：第一種フロン類回収業者の登録事業者数
　　　第二種引取：第二種特定製品引取業者の登録事業所数
　　　第二種回収：第二種フロン類回収業者の登録事業所数

フロン類
　フロン回収破壊法では、
CFC( クロロフルオロカーボ
ン )、HCFC( ハ イ ドロクロ
ロフルオロカーボン ) 及び
HFC( ハイドロフルオロカーボ
ン ) のうちオゾン層破壊又は
地球温暖化の原因物質を「フ
ロン類」としています。
　無色・無臭・不燃性で化学
的に安定しており、半導体の
洗浄剤として、また、冷蔵庫
やクーラーの冷媒等として使
われてきました。
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　現状と課題

　今日の環境問題は、身近な生活環境の問題
から地域の産業型公害、地球規模での環境問
題など、私たち一人ひとりの生活のあり方か
ら社会経済構造のあり方まで、幅広い分野に
根ざす問題である。これを解決していくには、
まず、すべての人々が自らの活動と環境のか
かわりを十分理解し、今までの価値観を転換
していく必要がある。また、本県の豊かな自
然を保護し、適切に利用していくには、県民
の自然に対する理解を深め自然を尊ぶ心をつ
ちかうことが必要である。県では、環境月間
記念講演会や＊こどもエコクラブ事業の実施、
自然とのふれあい体験、自然観察会などを通
して、県民の環境に対する正しい理解と環境
保全活動への参加意識を高めることを目的に
普及、啓発事業を行っている。また、学校教
育の中では、総合的な学習の時間をはじめ、

各教科、特別活動等で相互に連携を図りなが
ら、学校教育全体の中で環境教育が総合的に
進められている。すべての人々が環境に関心
を持ち、それぞれの責任と役割を認識し、そ
れを行動につなげていくためには、学校、地域、
家庭、職場、環境保全活動など様々な場にお
いて、子供から大人まですべての年齢層を対
象に意識啓発、環境教育・環境学習を行う施
策の推進が必要である。

　取　組

１　「環境の日」及び「環境月間」における環
　境保全啓発活動
　事業者及び国民の間に、広く環境の保全
についての関心と理解を深めるとともに、
積極的に環境の保全に関する活動を行う意

第５章　すべての人々とともに築く環境の時代
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　今日の様々な環境問題を解決していくため
には、これまで私たちが構築してきた経済社
会システムや、ライフスタイルそのものを変
えていかなければならない。そのためには、
「環境の世紀」を生きていく私たち一人ひとり
が本当の豊かさについて、もう－度考えてみ
ることが必要である。また、今日の環境問題
について正確な知識を身につけ、自ら何がで

きるのかについて考えるとともに、それを実
行できる人を育てることも必要である。また、
実行は新しい出会いを生み出す。そしてそれ
が取組みの輪を広げ、さらに大きな成果へと
つながる。私たちは、このような取組みを積
み重ねることによって、環境の世紀を育てて
いかなければならない。

　ここでは、社会を構成するすべての個人や
団体がそれぞれの役割に応じて自主的積極的
に環境保全に取り組むことができるよう、人々
の環境保全意識の向上と、個々の取組みを中
心となって推進する人材の育成を目指した「環
境教育・環境学習の充実と環境保全意識の普

及啓発」、また、県民や事業者等の環境保全活
動の促進と県民、事業者、民間団体及び行政
が連携した取組体制を築くことを目指す「県
民参加の促進とパートナーシップづくり」に
ついて報告する。

Ⅰ　環境教育・環境学習の充実と環境保全意識の普及啓発

こどもエコクラブ
　次世代を担う子供たちが地
域において、楽しく主体的に
環境学習及び環境保全活動を
行えるよう、環境省は、全国
に小中学生数人から 20 人程
度からなるこどもエコクラブ
を発足させた。環境省の委託
により、( 財 ) 日本環境協会に
全国こどもエコクラブ事務局
を置き、会員手帳、バッチ、
ニュースレター等を作成、会
員に配布するほか、環境学習
のためのプログラムや学習教
材の提供等を行うもので、地
方公共団体及び各種団体等と
協力して事業を進めることに
より、子供たちの環境学習及
び環境保全活動の推進を図る
ものである。
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図表 64　学校教育における環境学習の取組

学　　習　　区　　分 取　　組　　内　　容

自 然 環 境 を 理 解 す る た め の 学 習
・学校内外の樹木、草花、野鳥等の自然観察学習
・自然と親しむ自然体験学習
・野外での宿泊を伴う自然教室

地域の社会・文化環境理解のための学習

・大気汚染、水質汚濁等の調査
・地域の古老から聞き取る生活変化の調査
・家庭、地域のごみ調べ
・河川の汚染調査
・海や湖沼の赤潮調査
・クリーンセンターや終末処理場の見学

勤 労・ 奉 仕 体 験 的 な 学 習
・地域の清掃活動
・花いっぱい運動
・牛乳パックや空き缶、新聞紙等のリサイクル活動

地球規模の環境問題理解のための学習
・酸性雨の調査
・大気汚染の調査
・熱帯雨林破壊や地球温暖化の理解

識を高めることを趣旨として、環境基本法
に基づき、6月 5 日を「環境の日」として
定めている。県でも毎年「環境の日」を含
む 6月を環境月間として様々な広報・啓発
活動を行っている。

資料編 11－２（P.329）
２　環境学習アドバイザーの派遣
　平成１５年７月より環境学習アドバイ
ザー派遣事業を実施している。
　環境についての専門的知識のある人材（ア
ドバイザー）を県で登録し、学校からの要
請に応じてアドバイザーを派遣し、講師、
児童生徒がともに環境保全や自然保護への
理解や取組方法を学ぶ機会を提供した。
　環境学習アドバイザーは、102 名を登録
している。（平成 16年４月１日現在）
　平成 15 年 10 月から平成 16 年３月まで
の派遣実績は、17 件であった。平成 16 年
度からは、派遣先を学校から市町村、事業者、
住民団体等が実施する研修会、講演会、学
習会等にも拡大している。

３　学校教育における環境教育
　環境問題は身近な事象から地球規模で進
行している事象にまで及んでいるため、学
校教育では、児童生徒一人ひとりに、人間
と環境とのかかわりについての理解と認識
を深めさせるとともに、身近な生活や環境
に配慮した行動のできる資質や能力の育成
が求められている。

　そのため、各学校においては、総合的な
学習の時間をはじめ、各教科、道徳、特別
活動などの教育活動全般を通じ、自然の大
切さを学び、自然を守るための実践的な学
習を行っている。また、きのくにエコスクー
ル事業として次のような取組を行っている。
○きのくにエコプログラム協議会の設置
・本県学校における環境教育の基本とな
る「学校における環境教育指針」を
作成し、全公立小・中学校及び県立
学校に配付した。

・きのくにエコスクール基準等の検討を
行った。

○きのくにエコスクール基準（試案）の作成
　　循環型社会に対応できるような学校経
営上のチェック項目を含んだ基準（試案）
を作成した。
○きのくにエコスクール指定校
・小学校５校、中学校３校、県立学校４
校を指定。

・指定期間は、平成 15年 4月 1日から
平成 16年 3月 31日。

・各指定校においては、「学校における
環境教育指針」に基づき作成された
「きのくにエコスクール基準」の試案
の検証に取り組むとともに、地域や学
校、児童生徒の実態を踏まえ、環境教
育及び環境保全活動に取り組んだ。

（図表６４参照）
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４　自然観察会の実施
　自然とのふれあいは、私たちの心を豊か
にするとともに、自然保護の意識を高める
上でも非常に重要である。私たちの周りに
身近に存在する自然について、できるだけ
多くの方々に知って、ふれあってもらうた
め、各種の行事を開催している。自然観察
会は、私たちの周りで身近に見られる自然
の営みについて、専門家の解説を聞きなが
ら観察を行うものである。平成 15 年度は、
環境省近畿地区自然保護事務所と共催で串
本町串本海中公園において海中観察会を、
那智勝浦町ゆかし潟において夏の自然観察
会を開催した。
５　全国星空継続観察の実施
　自分たちの住む地域の星空の観察を通し
て、大気や地球環境の保全に対する関心を
高めることを目的とする「全国星空継続観
察（スターウォッチング・ネットワーク）」
を実施した。
６　県民による水生生物調査
　県民による自主的な水生生物の調査が行
われ、27団体 6個人の合計744人が参加し、
古座川水系等の計 36 河川で延べ 95 地点に
及ぶ調査報告があった。その結果、きれい
な水（水質階級Ⅰ）が 76地点、少しきたな
い水（Ⅱ）18地点、きたない水（Ⅲ）１地点、
大変きたない水（Ⅳ）０地点であった。

資料 5－ 45（P.274）
〔水質階級分類表〕
水　質　階　級

　　　　　Ⅰ　きれいな水
　　　　　Ⅱ　少しきたない水
　　　　　Ⅲ　きたない水 

Ⅳ　大変きたない水　　
( 環境省方式 )

７　こどもエコクラブ活動支援
　平成 7年度から環境省の呼びかけで全国
各地に、子供たちが地域の中で仲間と一緒
に地域の環境や地球環境問題について学習、
活動する「こどもエコクラブ」が設立された。
本県においても事務局を設置し、市町村事
務局を通じてこどもエコクラブの活動を支
援している。
　平成 15 年度は、県下で 22 クラブが登録
し、454 名のクラブ員 ( サポーター 51 名 )
が環境保全活動や自然観察会などを行って

いる。
資料編 11－１（P.328）

８　緑の少年団育成
　自然や人を愛する心豊かな人間に育つこ
とを目的として、子供たちが自然の中で緑
を愛し、守り、育てる活動を助成する。

９　森林・林業教育実施事業
　森林の機能、森林文化、林業の大切さを
理解し、森林・林業を守ろうとする意識を
高めるため、園児、児童等を対象に間伐や
枝打ちなどの林業体験や炭焼き、木工体験
などを交えながら、森林の働きや重要性、
森林を守り育てる林業の大切さについて学
習する「森林・林業教室」を実施し、県内
の 87校で延べ 4,260 人の参加を得た。
　また、県教育研修センターとの連携によ
り、教職員を対象とした研修会を2回開催し、
40 人の参加を得た。この研修会では、幼稚
園の先生を対象として木の枝などを使った
造形活動、森との親しみ方等についての講
義などを行った。

10　環境保全のための広報・啓発用冊子の作
　成
　環境保全の重要性を広く県民に訴え意識
の高揚を図るため、広報・啓発用冊子やポ
スター、パンフレット等を作成し、配布す
る他、学習会等においての利用を促してい
る。

( 図表 65参照 )
11　県庁における事業者としての環境保全取
　組活動
⑴　環境保全型製品の率先購入（＊グリーン
購入 ) の促進
　　用紙類については、古紙を配合してい
るものを選択し、PPC 用紙については概
ね古紙配合率 100%、白色度 70 のものを
購入している。また、文房具類等につい
ても再生素材を使用したものや分別廃棄
可能なもの等環境にやさしい商品の購入
に努めている。
⑵　電子県庁推進事業
　　庁内LANに接続したパソコンを活用し、
インターネットを利用した情報収集・発
信・ファイル送受信等により情報の共有
化を図り、行政事務の高度化・効率化を
図る。
　　また、電子申請システムや総合文書管

グリーン購入
　環境に与える負荷を最小限
に抑え、限りある資源を有効
に活用する製品を優先的に購
入することをいう。
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理システムの構築を行い、ペーパレス化
を推進する。

12　環境マネジメントシステム
⑴　環境マネジメントシステムの意義
　　かつて、環境問題といえば、公害や都
市生活型の環境問題など地域に限定され
た問題であった。しかし、1980 年代以降
オゾン層の破壊や地球の温暖化等環境へ
の影響が、次世代にまで被害を及ぼしか
ねないことから、地球レベルでの環境問
題が焦点になってきた。こうした流れの
中で持続的な発展を可能とする社会を実
現するため、事業者が自発的に環境負荷
の削減に取り組むための有力なツールと
して、環境マネジメントシステムの構築
の必要性が、クローズアップされるよう
になった。国際的な非政府機関である国
際標準化機構（＊ISO) が、環境パフォー
マンスの改善を継続的に進めるため平
成 8年 9月に環境マネジメントシステム
ISO14001 を発行した。この規格は、あら
ゆる組織が、自主的に環境保全に関する
取組を進めるため、自らが環境方針、環
境目的及び目標を明確にし、自らの事業
活動、製品又は、サービスが環境に及ぼ
す影響について管理し、健全な環境を保
全していくための仕組みである。環境マ
ネジメントシステムの構築に取り組むこ
とにより、組織における環境保全に対す
る意識が高まり、積極的な環境保全活動

を推進することができる。
⑵　県庁内での取組
　　県庁においても大規模な事業者、消費
者であるという認識のもと、ISO14001
の規格に基づいた環境マネジメントシス
テムを構築し、平成 13 年 2 月に認証を
取得した。システムを構築することによ
り、自然環境の保全、保護及び環境への
負荷の低減に積極的に取り組む姿勢を対
外的にアピールし、県民、県内企業・団体、
市町村へ環境面でのリーダーシッブを発
揮するとともに、光熱水費の低減、紙の
使用量削減といった経常経費の削減や職
員の環境への配慮意識の高揚を図るもの
である。
⑶　ISO14001 の認証取得状況
　　近年、全国的に環境マネジメントシス
テムの構築に取り組む企業や自治体が増
えている。県内では平成 16年 3月現在の
認証取得企業は 56社であり、環境保全に
対する関心の高まりもあり、増加傾向に
ある。

( 図表 66参照 )

図表 65　環境に関する広報・啓発用印刷物等一覧

名　　　　　　称 発行部数 内　　　　　　　　容

「みんなで地球をすくうために」
7,000 部
B5 版

16 ページ

子どもたちに地球環境問題の知識やその解決に向けて
取り組んでもらうための教材 ( 小学生高学年向き )

浄化槽ハンドブック ( 保存版 )
1,000 部
変則 B5版
10ページ

浄化槽の効果やしくみ、適正な維持管理方法等につい
て、表やイラストを交えわかりやすく紹介している。

和歌山県の環境 (平成15年版 )
1,500 部
A4 版
20 ページ

平成 14年版環境白書を写真、カラーグラフ、イラス
トを交え、わかりやすく要約している。

「ごみの本　　　　　　　　　
　　　－みんなで考えよう－」

12,000 部
B5 版

22 ページ
ごみの減量とリサイクルについてイラストを交え、わ
かりやすく紹介している。
　　B5版：小学５年生向き
　　A5版：保育所・幼稚園保護者向き

12,000 部
A5 版
22 ページ

lSO( 国際標準化機構
:International Organization 
for Standardization)
　ISO は、1947 年に設立さ
れた国際的な非政府機関であ
り、物質及びサービスの国際
交換を容易にし、知的、科学的、
技術的及び経済的活動分野に
おいて国際間の協力を助長す
るために世界的な標準化をし、
その関連活動の発展を図るこ
とを目的としている。ISO で
は、14000 シリーズとして平
成 8年 9月に環境マネジメン
トシステム規格、同 10 月に
環境監査規格 . 翌年 6 月にラ
イフサイクルアセスメントに
関する規格を発行し、環境ラ
べル、環境パフォーマンス評
価などについて検討がすすめ
られている。
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　現状と課題

　近年の都市・生活型公害や地球環境問題等
を解決するためには、県民一人ひとりが被害
者であると同時に加害者でもあるという人と
環境とのかかわりを認識し、環境に配慮した
生活・行動をとることが必要である。そして、
それぞれの立場や役割に応じての取組みを着
実に進めながら、経済社会システムそのもの
を環境への負荷の少ないものに変えていかな
ければならない。このため、県としては積極
的な意識啓発や環境保全活動に関する機会や
情報の提供、支援を行う必要がある。また、
環境問題は、様々な立場の人々が複雑に関係
していることから、個人や団体の単独の活動
だけでは解決がむずかしいことが多く、その
ため、関係するすべての人々がそれぞれの責
任を分担し、相互に連携・協力して環境保全
に取り組んでいくパートナーシップを育てて
いくことが必要である。

　取　組

１　生石高原ススキ草原復元事業
生石高原県立自然公園内にある生石山頂
上部のすすき草原は、近畿でも有数の規模を
持ち、優れた景観とともに草原特有の豊か

な生態系を有している。
　しかしながら、近年その規模が縮小し、
草原としての景観が崩れつつあることから、
平成 10年度から平成 12 年度までの 3年間
で復元計画を策定するとともに、行政と県
内外の住民とのパートナーシップによる保
全・復元活動を行ってきた。
　以降、保全活動の中心的な役割を担う「生
石山の大草原保存会」が設立され、地元市
町及び民間企業で構成する「生石高原観光
協会」と協力し、保存会の活動に対して支
援を行っているが、平成 14年度からは山焼
きによる保全が試験的に実施され、山焼き
に係る防火水槽等を設置する地元町への支
援を行っていくこととした。

２　和歌山環境フォーラム' 03 の開催
　平成 15 年 10 月に「和歌山環境フォーラ
ム' 03」を開催した。このイベントは、昨年
まで行政が中心になり、主に「エコ商品」
の展示を行ってきた「環境フェア」が発展
したもので、今回初めて、ＮＰＯ・企業な
どが中心になり組織した同フォーラム実行
委員会主催で行われた。
　今後、各団体の横の連携を深め、同様の
フォーラムを開催しながら環境保全に向け

和歌山県環境マネジメントシステム

◎対象範囲
県庁本庁舎 ( 本館、北別館、東別館 ) 及び警察本部庁舎
◎対象組織
知事部局、企業局、教育委員会事務局、議会事務局、人事委員会事務局、地方労働委員会事務
局、監査委員事務局、海草振興局、警察本部 ( 対象職員　約 2,500 名 )
◎取組事項
①　エコオフィスの推進
　　庁舎内の光熱水、コピー用紙の使用量削減や廃棄物の減量化等
②　イベントにおける環境への配慮の実施
③　「和歌山県環境基本計画」に掲げる重点的取組の推進
④　建設副産物の再利用の推進

図表 66　和歌山県環境マネジメントシステムの概要

Ⅱ　参加の促進とパートナーシップづくり
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てのパートナーシップの推進を図って行く
こととしている。

３　各主体が実施する活動情報の提供
　県内の市町村や団体・企業などの各主体
が実施する環境保全活動を広く情報提供す
ることにより、県民の参加を促し、また新
しい繋がりが生まれる。平成 15年度は、環
境月間中の各主体の環境保全活動を各方面
に情報提供した。
　また、和歌山県の環境情報ホームページ
「わかやまエコネット」上で団体等の活動内
容を紹介している。（ホームページアドレス
　http://wave.pref.wakayama.lg.jp/econet/）

４　わかやま環境大賞・環境賞
　環境保全に関する実践活動が、他の模範
となる個人又は団体を表彰し、その活動事
例を広く県民に紹介することにより、県民
の環境保全に関する自主的な取組を促進す
ることを目的に平成 14年２月に創設した表
彰制度である。
　平成 16 年（第 3回）は、20 件の応募の
中から「わかやま環境賞選考委員会」の選
考を経て 6 団体・１個人が受賞（大賞 1、
環境賞 5特別賞１）した。

資料編 13－ 4（P.351）

水生生物調査の様子
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平成 16年度における環境保全施策
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市　町　村　名
環境公害担当

審　議　会　等 環 境 関 係 条 例 電  話  番  号
公害担当課 係（班） 専 兼

和 歌 山 市 環 境 政 策 課

大 気 騒 音 班
水 質 班

政 策 班
地 域 環 境 班

５　
４　
１　
３⑴
４　

環境保全対策特別委員会
和歌山市環境審議会
環境保全対策協議会

和歌山市排出水の色等
規制条例
和歌山市環境基本条例

073-432-OOO1

海 南 市 市 民 環 境 課 公 害 対 策 係
生 活 環 境 係 ２ ３ 公害対策審議会 海南市美しいまちづくり条例

海南市公害対策審議会条例 073-482-4111

橋 本 市 生 活 環 境 課 環 境 対 策 係 １ ２ 橋本市環境保全審議会 橋本市環境保全条例 0736-33-6100
有 田 市 生 活 環 境 課 生 活 環 境 係 ４ 環境対策審議会 美しいまちづくり条例 0737-83-1111

御 坊 市 環 境 衛 生 課 環 境 保 全 係 ２ ３ 公害対策審議会 御坊市公害対策審議会
条例 0738-23-5506

田 辺 市 環 境 課 保 全 係 ４ 田辺市環境美化条例 0739-22-5300
新 宮 市 生 活 環 境 課 環 境 衛 生 係 １ 新宮市美化条例 0735-22-5231
下 津 町 環 境 課 環 境 第 一 係 ２ 下津町公害対策審議会 073-492-1212
野 上 町 住 民 課 １ 073-489-5903
美 里 町 住 民 課 ２ 073-495-2021
打 田 町 保 健 環 境 課 生 活 環 境 係 ２ 0736-77-2511
粉 河 町 生 活 環 境 課 生 活 環 境 係 ３ 公害防止対策審議会 公害防止条例 0736-73-3311
那 賀 町 健 康 衛 生 課 １ 環境問題審議委員会 0736-75-3111
桃 山 町 生 活 環 境 課 環 境 衛 生 係 １ 環境保全推進委員会 0736-66-1100
貴 志 川 町 住 民 生 活 課 環 境 衛 生 係 ２ 環境保全審議会 0736-64-2525

岩 出 町 生 活 環 境 課 生 活 環 境 係 ３ 岩出町の環境をまもる審議会 岩出町の環境をまもる
条例 0736-62-2141

か つ ら ぎ 町 生 活 環 境 課 生 活 環 境 係 ４ かつらぎ町環境保全審議会
かつらぎ町公害対策等審議会 0736-22-0300

高 野 口 町 生 活 環 境 課 生 活 環 境 係 ２ 0736-42-3311
九 度 山 町 住 民 課 保 健 衛 生 係 ２ 0736-54-2019
高 野 町 住 民 課 衛 生 係 １ 0736-56-2931
花 園 村 住 民 課 衛 生 係 １ 0737-26-0321

湯 浅 町 環 境 対 策 課 環 境 係 ４ ゆあさ環境対策委員会
公害対策研究審議会

湯浅町放置自動車等の
発生防止及び適正な処
理に関する条例

0737-63-2525

広 川 町 住 民 環 境 課 環 境 係 ２ 0737-63-1122
吉 備 町 企 画 室 ２ 0737-52-2111
金 屋 町 企 画 課 企 画 調 整 係 ２ 0737-32-3111

清 水 町 住 民 環 境 課 環 境 係 １ 清水町環境保全審議会 清水町環境と美化に関
する条例 0737-25-1111

美 浜 町 企 画 課
住 民 課

環 境 係
衛 生 係

１
１

美浜町発電所環境問題
等調査委員会条例 0738-22-4123

日 高 町 保 健 衛 生 課 １ 0738-63-3801
由 良 町 環 境 衛 生 課 環 境 衛 生 係 ２ 由良町すいせん 21委員会 0738-65-0202
川 辺 町 保 健 福 祉 課 １ 0738-22-9041
中 津 村 生 活 環 境 課 １ 中津村環境保全委員会 公害防止条例 0738-54-0321
美 山 村 住 民 課 生 活 環 境 係 １ 0738-56-0323

龍 神 村 環 境 課 生 活 環 境 係 ４ 環境保全審議会
水道水源保護審議会

龍神村環境と美化に関
する条例
龍神村水道水源保護条例

0739-78-0111

南 部 川 村 環 境 課 生 活 環 境 係 １ 0739-74-2400
南 部 町 生 活 環 境 課 環 境 係 １ 0739-72-2015

印 南 町 生 活 環 境 課 環 境 衛 生 係 ２ 印南町生活排水対策の
推進に関する条例 0738-42-1732

白 浜 町 生 活 環 境 課 生 活 環 境 係 ２

白浜町緑をつくり守る
条例、白浜町安全で住
みよいまちづくり条例、
白浜町蛍保護条例　他

0739-43-5555

中 辺 路 町 生 活 環 境 課 環 境 衛 生 係 ２ 中辺路町環境保全審議会
中辺路町水道水源保護審議会

中辺路町環境保全条例
中辺路町水道水源保護条例 0739-64-0500

大 塔 村 保 健 環 境 課 環 境 係 １ 大塔村環境保全条例 0739-48-0301

上 富 田 町 産 業 建 設 課
住 民 生 活 課

振 興 係（ 農 薬 公 害 ）
環 境 衛 生 係（ 産
業 公 害 ･ 生 活 環 境 ）

１
１ 0739-47-0550

日 置 川 町 生 活 環 境 課 環 境 衛 生 係 １ 日置川町環境保全基金条例 0739-52-2300
す さ み 町 環 境 保 健 課 ２ 0739-55-2004
串 本 町 環 境 保 健 課 ５ 公害対策審議会 公害防止条例 0735-62-0555
那 智 勝 浦 町 生 活 環 境 課 ３ 0735-52-0555
太 地 町 企 画 観 光 課 １ 0735-59-2335
古 座 町 住 民 課 １ 0735-72-0081
古 座 川 町 住 民 課 １ 0735-72-0180
熊 野 川 町 住 民 課 １ 熊野川町環境基本条例 0735-44-0301
本 宮 町 生 活 環 境 課 １ 本宮町環境保全条例 0735-42-0070
北 山 村 行 政 課 １ 0735-49-2331

50 市町村合計 ２２ ９５

１－５　市町村の環境保全行政組織
（平成 16年 7月 1日現在）
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２　総合的環境行政関係
２－１　県環境基本計画の進捗に係る目標の達成状況一覧
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２　総合的環境行政関係

２－２　① 第６次和歌山地域公害防止計画事業費一覧　

２－２　② 第７次和歌山地域公害防止計画事業費一覧
（単位：百万円）

（単位：百万円）
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２－３　公害防止協定等締結状況一覧

甲 乙 対象事業場 立会人 締結・変更年月日

和 歌 山 県
和 歌 山 市

住友金属工業㈱

和歌山製鉄所
和歌山市湊 1850
番地に立地する同
製鉄所及び関連工
場　　　　　　　

　　

海 南 市 長
有 田 市 長
下 津 町 長
貴 志 川 町 長
岩 出 町 長

昭和 46年 2月 27日（締結）
昭和 48年 6月 12日（変更）
昭和 50年 3月 10日（変更）
昭和 53年 3月 31日（変更）
昭和 61年 1月 21日（変更）
平成 11年 7月 12日（変更）
平成 16年３月 24日（変更）

和 歌 山 県
 海南市、
 和歌山市
 は別途協
 定を締結  
　

関 西 電 力 ㈱ 海 南 発 電 所

近畿通商産業局長
海 南 市 長
和 歌 山 市 長
有 田 市 長
下 津 町 長
野 上 町 長
美 里 町 長
吉 備 町 長

昭和 47年 4月 8日（締結）
昭和 48年 12月 19 日（変更）
昭和 51年 3月 1日（変更）
昭和 53年 3月 31日（変更）
昭和 56年 2月 12日（変更）
平成16年２月５日（覚書変更）

和 歌 山 県
  海南市は
  別途協定
  を締結

和 歌 山 石
油 精 製 ㈱

海 南 工 場

和 歌 山 市 長
有 田 市 長
下 津 町 長
野 上 町 長
美 里 町 長
吉 備 町 長

昭和 47年 3月 7日（締結）
昭和 50年 9月 20日（変更）
昭和60年7月1日（地位承継）
平成4年 4月 1日（地位承継）
平成１３年４月１日（名称変
更）

和 歌 山 県
有 田 市

東 燃
ゼネラル石油㈱

和 歌 山 工 場

和 歌 山 市 長
海 南 市 長
下 津 町 長
野 上 町 長
美 里 町 長
湯 浅 町 長
吉 備 町 長

昭和 47年 3月 7日（締結）
昭和 50年 9月 20日（変更）
昭和 53年 3月 31日（変更）
平成元年 7月 5日（名称変更）
平成12年7月1日（地位承継）
平成１３年５月１日（変更）

和 歌 山 県
由 良 町

三 井 造 船 ㈱ 由 良 修 繕 部
昭和 48年 2月 5日（締結）

和 歌 山 県
御 坊 市
美 浜 町

関 西 電 力 ㈱
御 坊 発 電 所
御坊第二発電所

日 高 町 長
由 良 町 長
川 辺 町 長
中 津 村 長
南 部 川 村 長
南 部 町 長
印 南 町 長
湯 浅 町 長
広 川 町 長

昭和 59年 3月 14日（締結）
平成 12年 2月 4日（変更）

和 歌 山 県
和 歌 山 市

関 西 電 力 ㈱ 和歌山発電所
海 南 市
貴 志 川 町
岩 出 町

平成 12年 3月 30日（締結）
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２－４　公害種類別苦情件数一覧
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２　総合的環境行政関係

２－５　公害防止条例に基づく指定工場一覧

工　　　場　　　名 所　　　在　　　地

住友金属工業株式会社　和歌山製鉄所（和歌山） 和歌山市湊 1850 番地

和歌山共同火力株式会社 　　　〃

河合石灰工業株式会社　和歌山工場 　　　〃

住金ケミカル株式会社　和歌山事業所 　　　〃

本州化学工業株式会社　和歌山工場 和歌山市小雑賀 2丁目 5番 115 号

花王株式会社　和歌山工場 　　〃　　湊 1334 番地

南海化学工業株式会社　和歌山工場 　　〃　　小雑賀 1丁目 1番 38号

関西電力株式会社　海南発電所 海南市船尾字中浜 260 番地の 96

和歌山石油精製株式会社　海南工場 　　〃　　藤白 758 番地

住友金属工業株式会社　和歌山製鉄所（海南） 　　〃　　船尾 260 番地の 100

東燃ゼネラル石油株式会社　和歌山工場 有田市初島町浜 1000 番地
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２　総合的環境行政関係

２－７　環境保全施設整備資金融資状況一覧

年
度 防止施設の種類 件数 事業費 融資額

S.45

〜

H.2

ば い 煙 処 理 42 624,611 383,140

粉 じ ん 処 理 48 559,839 398,580

排 水 処 理 133 3,522,039 1,616,920

水 質 測 定 機 器 7 49,817 43,780

騒 音 防 止 16 221,933 159,042

振 動 防 止 1 5,350 5,000

悪 臭 防 止 4 116,440 69,900

産業廃棄物処理 7 153,325 93,700

工 場 移 転 8 243,089 154,500

小 計 266 5,496,443 2,924,562

3

ば い 煙 処 理 1 40,000 20,000

排 水 処 理 1 192,544 20,000

産業廃棄物処理 5 47,428 42,425

小 計 7 279,972 82,425

4

排 水 処 理 3 96,975 75,186

騒 音 防 止 2 35,919 32,320

悪 臭 防 止 1 3,769 3,000

産業廃棄物処理 2 93,946 50,320

小 計 8 230,609 160,826

5

排 水 処 理 2 69,579 40,000

産業廃棄物処理 2 96,120 77,000

排 水 処 理 及 び
産業廃棄物処理 1 42,309 20,940

小 計 5 208,008 137,940

6
排 水 処 理 1 3,136 2,800

小 計 1 3,136 2,800

7
ば い 煙 処 理 1 81,800 30,000

小 計 1 81,800 30,000

9

排 水 処 理 1 10,765 9,000

産業廃棄物処理 1 17,270 15,540

小 計 2 28,035 24,540

15
排 水 処 理 1 23,244 20,000

小 計 1 23,244 20,000

合 計 291 6,351,247 3,383,093

（単位 : 千円）
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公　　園　　名 再検討実施日 点検実施日 指定年月日

瀬 戸 内 海 国 立 平成　３年　７月２６日 昭和２５年　５月１８日

吉 野 熊 野 国 立 昭和６３年１１月　７日 平成　９年１２月１６日 昭和１１年　２月　１日

高 野 龍 神 国 定 平成　２年　４月　６日 昭和４２年　３月２３日

金 剛 生 駒 紀 泉 国 定 平成　８年１０月　２日 昭和３３年　４月１０日

西 有 田 県 立 平成　８年　５月　７日 昭和３１年１１月　１日

生 石 高 原 県 立 平成　８年　５月　７日 昭和３０年　２月　５日

田 辺 南 部 海 岸 県 立 平成　９年　６月１０日 昭和２９年　７月　６日

白 崎 海 岸 県 立 平成１０年　６月１２日 昭和３０年　２月　５日

煙 樹 海 岸 県 立 平成１３年　９月２８日 昭和２９年　７月　６日

熊野枯木灘海岸県立 平成１３年　９月２８日 昭和２９年　７月　６日

大 塔 日 置 川 県 立 平成１４年　７月１２日 昭和４６年　６月３０日

紀 仙 郷 県 立 平成１６年度中予定 昭和３３年　４月１９日

３－２　公園区域及び公園計画の見直し状況一覧
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平成 16年 3月末現在（面積単位：ha）

３－３　和歌山県の自然公園一覧

公園名

公園区域（陸域）
普通
地域 合計

指定・変更年月日及び告示番号
（厚は厚生省・内は内務省・環は環境庁・県は和歌山県告示） 関係市町村名特別保

護地区
特別地域

第 1種 第 2種 第 3種 小計 公園区域 特別地域

国

立

公

園

吉
よしのくまの

野熊野 115 493 2,153 1,813 4,459 6,929 11,503

S11.2.1 内 33
S25.2.1 厚 43（潮岬）
S45.7.1 厚 227（錆浦）
S56.7.20 環 61
S63.11.7 環 52

S15.1.11 厚 3
S42.3.29 厚 118（潮岬〕
S45.7.1 厚 229（錆浦）
S56.7.20 環 63
S63.11.7 環 53
H9.12.16 環 92

新 宮 市
串 本 町
那 智 勝 浦 町
太 地 町
古 座 町
熊 野 川 町
本 宮 町
北 山 村

瀬
せとないかい

戸内海 － 6 315 161 482 － 482

S25.5.18 厚 145
S31.5.1 厚 104

（加太海面）
S38.3.9 厚 95

（加太追加）
S57.2.17 環 13
H3.7.26 環 38

S32.10.23 厚 343
S38.3.9 厚 98

（加太追加）
S57.2.17 環 15（和歌浦）
H3.7.26 環 40

和 歌 山 市

小 計 115 499 2,468 1,974 4,941 6,929 11,985

国
定
公
園

高
こうやりゅうじん

野 龍 神 154 830 1,160 11,502 13,492 396 14,042

S42.3.23 厚 103
H2.4.6 環 32

S42.3.23 厚 105
H2.4.6 環 33 ･ 34

高 野 町
花 園 村
清 水 町
龍 神 村

金
こ ん ご う い こ ま

剛 生 駒

紀
き

泉
せん － － 2 2,535 2,537 167 2,704

H8.10.2 環 56 H8.10.2 環 57 橋 本 市
高 野 口 町
か つ ら ぎ 町
那 賀 町

小 計 154 830 1,162 14,037 16,029 563 16,746

県

立

自

然

公

園

かつらぎ

高
こ う や さ ん け い

野 山 系
－ 5 3 742 750 － 750

S42.1.6 県 2
H8.10.2 県 826
（一部金剛生駒紀泉国定公園へ編入）

S42.1.6 県 4
H8.10.2 県 827
（一部金剛生駒紀泉国定公園へ編入）

橋 本 市
か つ ら ぎ 町
九 度 山 町

紀
き せ ん き ょ う

仙 郷 － － － － － 1,706 1,706

S33.4.19 県 275
H8.10.2 県 825
（一部金剛生駒紀泉国定公園へ編入）

打 田 町
粉 河 町
那 賀 町
岩 出 町

大
おお

池
いけ

貴
き し が わ

志 川
－ － － 199.8 199.8 345.2 545

S29.5.8 県 182
S33.4.19 県 275
S50.1.25 県 37

S50.1.25 県 40 和 歌 山 市
海 南 市
野 上 町
桃 山 町
貴 志 川 町

生
おいし こ う げ ん

石 高 原 － 77 391 1,386 1,854 － 1,854

S30.2.5 県 58
S31.11.1 県 646
S50.1.25 県 41
H8.5.7 県 445

S50.1.25 県 43
H8.5.7 県 447

海 南 市
野 上 町
美 里 町
金 屋 町
清 水 町

西
に し あ り だ

有 田 － 26 161 441 628 － 628

S31.11.1 県 646
S41.11.17 県 944
S47.5.2 県 304
H8.5.7 県 442

S47.5.2 県 306
H8.5.7 県 444

有 田 市
湯 浅 町
広 川 町

白
しらさきかいがん

崎 海 岸 － 75 108 276 459 115 574
S33.7.10 県 460
S46.6.30 県 470
H10.6.12 県 686

S46.6.30 県 473
H10.6.12 県 688

由 良 町

煙
えんじゅかいがん

樹 海 岸 － 1 361 1,118 ,1,480 173 1,653

S29.7.6 県 281
S33.11.1 県 646
S46.6.30 県 471
H13.9.28 県 768

S46.6.30 県 473
H13.9.28 県 768

御 坊 市
美 浜 町
日 高 町

田
た

辺
なべ

南
みな べ か い が ん

部 海 岸
－ 46 486 448 980 12 992

S29.7.6 県 281
S47.5.2 県 308
S52.12.20 県 1,006

S47.5.2 県 310
S52.12.20 県 1,009
H9.6.10 県 629

田 辺 市
南 部 町
白 浜 町

熊
くま

野
の

枯
かれ

木
き

灘
なだ

海
かい

岸
がん

－ 32 792 1,023 1,847 120 1,967

S29.7.6 県 281
S43.10.17 県 774
S45.7.1 ･ S63.11.7
（一部吉野熊野国立公園へ編入）
H13.9.28 県 765

S44.3.27 県 231
S45.7.1 ･ S63.11.7
（一部吉野熊野国立公園へ編入）
H13.9.28 県 769

白 浜 町
日 置 川 町
す さ み 町
串 本 町

大
おお

塔
とう

日
ひ

置
き

川
がわ － 171 393 2,869 3,433 70 3,503

S46.6.30 県 474
H14.7.12 県 642

S46.6.30 県 474
H14.7.12 県 642

大 塔 村
日 置 川 町

小 計 － 433 2,695 8,502.8 11,630.8 2,541.2 14,172

　 合　 計　 269 1,762 6,325 24,513.8 32,600.8 10,033.2 42,903

備考：吉野熊野国立公園には、海中公園地区 39.2ha（海域のみ）がある。（S45.7.1 厚 229 号）
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区分 公園名
公 園 利 用 者 数

11 12 13 14 15

国立公園

吉野熊野  5,424  5,159  4,902 4,855 4,732

瀬戸内海  4,113  4,349 4,571 4,804 4,606

小計  9,537  9,508  9,473 9,659 9,338

国定公園

高野龍神  1,842  1,839  1,869 1,787 1,806

金剛生駒紀泉  645  749  786 871 799

小計  2,487  2,588 2,655 2,658 2,605

県　　立
自然公園

かつらぎ高野山系 288  318 341 397 378

紀仙郷  2,558  2,397  2,618 2,669 2,591

大池貴志川  82  93  98 101 100

生石高原  490  538  569 685 723

西有田  556  646  607 589 556

白崎海岸  416  423  421 343 328

煙樹海岸  589  815  724 658 590

田辺南部海岸  1,091  869  913 906 836

大塔日置川  268  264  265 259 267

熊野枯木灘海岸  946 905 869 853 806

小計  7,284  7,268 7,452 7,460 7,178

合計  19,308  19,364  19,580 19,777 19,120

　 公 園 の 種 類　
年度

区分
11 12 13 14 15

国 立 公 園
　（ 2 か 所 ）　

特別地域 54 59 29 32 34

普通地域 11 8 1 2 6

国 定 公 園
　（ 2 か 所 ）　

特別地域 30 34 27 27 34

普通地域 1 2 1 9 3

県 立 自 然 公 園
　（ 1 0 か 所 ）　

特別地域 90 89 72 64 57

普通地域 10 8 3 13 7

地 域 別 計
特別地域 174 182 128 123 125

普通地域 22 18 5 24 16

合 計 196 200 133 147 141

３－５　自然公園内許可・届出の処理状況一覧

３－４　自然公園利用者数（過去５ヵ年）一覧
（単位：千人）

（単位：件）



３　自然環境関係

資料編 125

2

1

1

1

1

5

4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

3

1

4

1

1

2

1

3

1

2

1

1

4

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

6

1

2

2

2

8

2

1

2

4

5

11

73

5

1

1

1

1

4

14

11

2

3

4

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

7

3

12

３－６　① 県内温泉状況一覧
（平成 16年３月末現在）
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（平成 16年３月末現在）
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岩
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奈 良 県

参考＝温泉所在市町村

数字は泉源数を表す。

総数　485ヶ所

（2）

（4）

３－６　② 県内温泉分布図（平成 16年３月末現在）
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年度別

種別
11 12 13 14 15

温泉堀さく許可数 3 4 5 5 1

温 泉 増 掘 許 可 数 2 0 0 0 0

温泉動力装置許可数 3 5 5 3 3

温 泉 利 用 許 可 数 16 14 15 23 21

３－６　③温泉関係年度別許可状況
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３－７　生活環境保全林等一覧

番号 保全林の名称 位　　置 面　　積 実施年度 指定保安林の目的

1 紀伊風土記の丘生活環境保全林 和歌山市岩橋前山 ５２．９０ 49～ 51 干害防備・保健休養

2 紀 仙 郷 生 活 環 境 保 全 林 岩出町東坂本横出 ５．００ 52～ 54 〃

3 平 草 原 生 活 環 境 保 全 林 白浜町平草原 １４．００ 54～ 56 土砂流出防備保健休養

4 潮 騒 の 森 生 活 環 境 保 全 林 串本町潮岬牧崎 ２５．００ 57～ 60 潮害防備保健休養

5 雨 の 森 生 活 環 境 保 全 林 海南市大野中西谷 ４３．３０ 58～ 61 土砂流出防備保健休養

6 南 山 の 森 生 活 環 境 保 全 林 川辺町南山 １３．５０ 59～ 62 〃

7 七 越 峯 生 活 環 境 保 全 林 本宮町向山 ７５．００ 62～元 水源かん養保健休養

8 きび・千葉の森生活環境保全林 吉備町大賀畑 １７．３０ 63～ 2 土砂流出防備保健休養

9 五 百 原 生 活 環 境 保 全 林 龍神村五百原 １００．００ 63～ 2 水源かん養保健休養

10 なかつ・平成の森生活環境保全林 中津村船津中尾 １７．００ 63～ 3 土砂流出防備保健休養

11 生 活 環 境 保 全 林（ 多 ） 吉備町熊井 ３．００ 元～ 2 〃

12 〃 かつらぎ町中飯降 ８．７３ 元～ 2 〃

13 〃 岩出町根来前山 １０．１０ 元～ 3 〃

14 どんどろの森生活環境保全林 古座川町洞尾 １６．００ 2～ 4 〃

15 紀 泉 高 原 生 活 環 境 保 全 林 粉河町中津川富士掛 ３４．００ 3～ 6 〃

16 ダム湖畔の森生活環境保全林（多） 広川町下津木平瀬 ６．４０ 5 〃

17 おおじゃの森生活環境保全林 古座川町佐田 ８．０２ 6～ 7 水源かん養保健休養

18 瀞の郷の森生活環境保全林 熊野川町玉置口 ２１．５０ 5～ 6 水源かん養土砂崩壊防
備保健休養

19 百 合 山 生 活 環 境 保 全 林 打田町竹房最初 １５．８０ 5～ 7 土砂流出防備保健休養

20 円 満 の 杜 生 活 環 境 保 全 林 那智勝浦町大野円
満地 １４．００ 5～ 7 〃

21 海浜の森煙樹生活環境保全林 美浜町和田松原 ６６．００ 2～ 7 潮害防備保健休養

22 宮 の 森 生 活 環 境 保 全 林 野上町梅本 ４．７３ 6～ 9 土砂流出防備保健休養

23 重 畳 山 生 活 環 境 保 全 林 古座町伊串 ７．７０ 7～ 8 〃

24 逍 遥 の 森 生 活 環 境 保 全 林 日高町産湯奥山 １１．６０ 7～ 10 〃

25 生 活 環 境 保 全 林 粉河町杉原 ４２．００ 8～ 10 〃

26 〃 美山村椿山初湯川 ５．８０ 9～ 12 〃

27 〃 田辺市秋津川船原 ８．９０ 10～ 13 〃

（面積単位：ha）
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３－８　都市公園の現況一覧
（平成 16年３月 31日現在）

区　　　　分 箇　所　数 面　　　積
都市計画区域内
人口ー人当たり面積

住区基幹公園

街 区 公 園 172 48.01ha O.53 ㎡

近 隣 公 園 29 48.38ha 0.54 ㎡

地 区 公 園 7 27.89ha 0.31 ㎡

都市基幹公園
総 合 公 園 11 157.70ha 1.75 ㎡

運 動 公 園 9 86.74ha 0.96 ㎡

特 殊 公 園

風 致 公 園 4 27.52ha 0.30 ㎡

歴 史 公 園 1 20.45ha 0.23 ㎡

墓 園 2 5.51ha 0.06 ㎡

緩 衝 緑 地 4 46.56ha 0.52 ㎡

都 市 緑 地 21 103.95ha 1.16 ㎡

緑 道 1 2.60ha 0.03 ㎡

広 場 公 園 3 1.97ha 0.02 ㎡

　 合 　 計 　 264 577.28ha 6.41 ㎡
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４　大気環境関係４　大気環境関係

４　大気環境関係

４－２　大気環境基準の評価方法一覧

長 期 的 評 価

大気汚染に対する施策の効果等を判断するうえから年間にわたる測定結果からみて
評価することが必要で、１日平均値につき測定値の高い方から 2％の範囲にある日
数を除外して評価を行う。ただし、1日平均値について環境基準を超える日が 2日
以上連続した場合には、このような取扱いはしない。

短 期 的 評 価
連続して、又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について環
境基準の評価を行う。なお、1日平均値の評価に当たっては、1時間値の欠測（異常
値を含む）が 1日（24時間）の内 4時間を超える場合には評価の対象としない。

98 パ ー セ ン ト
値 評 価

二酸化窒素の環境基準による大気汚染の評価については、測定局ごとに行うものと
し、年間における二酸化窒素の 1日平均値のうち、低い方から 98％に相当するもの
が 0.06ppm 以下の場合は環境基準が達成され、0.06ppm を超える場合には達成さ
れないものと評価する。

４－１　大気汚染に係る環境基準

物質 二酸化いおう 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 二酸化窒素

環
境
上
の
条
件

１時間値の１日平
均 値 が 0.04ppm
以下であり、か
つ １ 時 間 値 が
0.1ppm 以下であ
ること。

１時間値の１日平
均値が 10ppm 以
下であり、かつ１
時間値の８時間平
均値が 20ppm 以
下であること。

１時間値の１日平
均 値 が 0.10mg/
㎥であり、かつ１
時間値が0.20mg/
㎥であること。

１ 時 間 値 が
0.06ppm 以 下 で
あること。

１時間値の１日平
均 値 が 0.04ppm
か ら 0.06ppm ま
でのゾーン内又は
それ以下であるこ
と。

測
定
方
法

溶液導電率法又は
紫外線蛍光法

非分散型赤外分析
計を用いる方法

ろ過捕集による重
量濃度測定方法又
はこの方法によっ
て測定された重量
濃度と直線的な関
係を有する量が得
られる光散乱法、
圧電天びん法若し
くはベータ線吸収
法

中性ヨウ化カリウ
ム溶液を用いる吸
光光度法若しくは
電量法、紫外線吸
収法又はエチレン
を用いる化学発光
法

ザルツマン試薬を
用いる吸光光度法
又はオゾンを用い
る化学発光法

告示年月日 昭和 48年 5月 16日 昭和 48年 5月 8日 昭和 53年 7月 11
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４－３　大気関係各種測定の実施状況一覧

事　　　　業　　　　名 試料数 測定延項目数

二酸化いおう・二酸化窒素の測定 96 192

降下ばいじんの測定（デポジットゲージ法） 24 120

悪臭物質の測定 6 12

煙道排ガス測定　　（塩化水素ガス） 5 10

　　　　　　　　　（窒素酸化物） 280 560

　　　　　　　　　（ばいじん） 10 30

重油等燃料中の硫黄分測定 44 44

環境省委託調査事業 287 3,137

環境測定分析精度統一管理調査 23 208

有害大気汚染物質調査（アルデヒド類） 24 48

　　　　　　　　　　　（VOCs） 36 216

　　　　　　　　　　　（金属） 12 60

　　　　　　　　　　　（水銀） 12 12

　　　　　　　　　　　（ベンゾピレン） 12 24

合　　　　　計 871 4,673
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〔測定項目内訳〕

二酸化いおう・二酸化窒素：ＳＯ２、ＮＯ２
降下ばいじん：総量、不溶性量、水溶性量、貯水量、水素イオン濃度（５項目）
悪臭物質：メチルメルカプタン、硫化水素（２項目）
煙道排ガス測定
　　（塩化水素ガス） ：塩化水素ガス、酸素量（２項目）
　　（窒素酸化物） ：窒素酸化物、残存酸素（２項目、１煙道１０試料測定）
　　（ばいじん） ：ばいじん総量、酸素、水分（３項目）
重油等燃料中の硫黄分 ：硫黄（１項目）
環境省委託調査事業：国設酸性雨：降水量、水素イオン濃度、導電率、硫酸イオン、硝酸イオン、
　　　　　　　　　　　　　　　　塩素イオン、アンモニウムイオン、カルシウムイオン、マグ
　　　　　　　　　　　　　　　　ネシウムイオン、カリウムイオン、ナトリウムイオン、（１１
項目）
環境測定分析精度統一管理調査
　　（模擬酸性雨）：酸性雨調査（湿性調査）うち降水量を除く１０項目。
　　（模擬煙道排ガス試料）：NOx、SOx（２項目）
　　（模擬大気試料）：トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン（４項目）
有害大気汚染物質調査
　　（アルデヒド類）：ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド（２項目）
　　（VOCs）：アクリロニトリル、クロロホルム、塩化ビニルモノマー、ベンゼン、トリクロロエ
　　　　　　 チレン、テトラクロロエチレン、1,3 －ブタジエン、ジクロロメタン、1,2 －ジクロ
　　　　　　 ロエタン（９項目）
　　（金属）：ひ素、ベリリウム、マンガン、全クロム、ニッケル（５項目）
　　（水銀）：総水銀（１項目）
　　（ベンゾピレン）：ベンゾ〔a〕ピレン（１項目）

４－４　① 大気汚染監視局位置図
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４－４　② 大気常時測定局設置の概要一覧
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４　大気環境関係４　大気環境関係
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４　大気環境関係

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

４－６　① トリエタノールアミン含侵ろ紙・パッシブ法による二酸化いおう及び二酸化窒素測定地点図

４－５　② 二酸化いおう濃度月平均値変化図
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４　大気環境関係４　大気環境関係

４－６　②二酸化いおう濃度測定結果一覧（トリエタノールアミン含侵ろ紙・パッシブ法による測定）
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４　大気環境関係

４－７　① 二酸化窒素濃度測定結果一覧（トリエタノールアミン含侵ろ紙・パッシブ法）
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４　大気環境関係

４－７　③ 二酸化窒素濃度日平均値の年間 98％値経年変化濃度月平均値変化図

４－７　④ 二酸化窒素濃度月平均値変化図
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４　大気環境関係４　大気環境関係

４－８　①一酸化炭素濃度年間測定結果一覧

４－８　② 一酸化炭素濃度月平均値変化図

平均値

ppm
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４　大気環境関係

４
－
９
　
①
浮
遊
粒
子
状
物
質
濃
度
年
間
測
定
結
果
一
覧

142



資料編

４　大気環境関係４　大気環境関係

４－９　②浮遊粒子状物質濃度月平均値変化図
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４　大気環境関係

所　在　地 番号 測　定　地　点 設置主体

和 歌 山 市
１ 岩 本 石 油 県

２ 中 之 島 小 学 校 県

下 津 町

３ 下 津 小 学 校 町

４ 下 津 町 役 場 町

５ 塩 津 第 一 配 水 所 町

６ 農 協 加 茂 支 店 町

７ 農 協 仁 義 支 店 町

４－ 10　① 降下ばいじん測定地点一覧

４－ 10　 ② 降下ばいじん測定地点図

（平成 15年４月１日）
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４　大気環境関係４　大気環境関係

４－ 10　③ 降下ばいじん量測定結果一覧

４－ 10　④ 降下ばいじん量月別変化図

トン /㎢ / 月
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４　大気環境関係

４－ 11　光化学オキシダント濃度年間測定結果一覧

４－ 12　光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

物 質 非　メ　タ　ン　炭　化　水　素　　　　　

指 針
光化学オキシダントの日最高１時間値 0.06ppmに対応する午前６時から９時までの非メタ
ン炭化水素の３時間平均値は、0.20ppmCから 0.31ppmC の範囲にあること。

（昭和 51年８月 13日通知）
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４　大気環境関係４　大気環境関係
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４　大気環境関係

４－ 15　有害大気汚染物質測定結果一覧
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４　大気環境関係４　大気環境関係

４－ 16　ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準一覧

４－ 17　環境測定車による測定結果一覧

①串本町鬮野川おける測定結果一覧

②高野町高野山における測定結果一覧
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４　大気環境関係

③岩出町荊本における測定結果一覧

測定項目

項　目

二酸化いおう
（ppm）

二酸化窒素
（ppm）

一酸化炭素
（ppm）

浮遊粒子状
物質

（㎎ /㎥）

光化学オキシ
ダント
（ppm）

非メタン炭化
水素

（ppmC）

期間平均値 0.002 0.008 0.40 0.029 0.025 0.28

1 時間値 最高値 0.013 0.029 1.11 0.095 0.113 6.72

日平均値
最高値 0.003 0.013 0.59 0.060 0.045 1.51

最低値 0.001 0.005 0.20 0.010 0.004 0.09

その他の項目

1 時間値が
0.1ppm を
超えた時間
数

日平均値が
0 . 0 6 p pm
を超えた日
数

８時間値が
20 ㎎ / ㎥
を超えた回
数

1 時間値が
0.20 ㎎ /㎥
を超えた時
間数

1 時間値が
0 . 0 6 p pm
を超えた時
間数

6 ～ 9
時 の 3
時間平
均値

最高値

2.79

最低値

0/719 時間 0/719 時間 0回 0/719 時間 49/450 時間 0.06

日平均値が
0 . 0 4 p pm
を超えた日
数

日平均値が
0 . 0 4 p pm
を超えた日
数

日平均値が
10ppm を
超えた日数

日平均値が
0.10 ㎎ /㎥
を超えた日
数

1 時間値が
0 . 1 2 p pm
を超えた時
間数

6 ～ 9 時 の
3 時 間 値 が
0.31ppm を超
えた日数

0/30 日 0/30 日 0/30 日 0/30 日 0/30 日 3/29 日
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４　大気環境関係４　大気環境関係

４－ 18　風向頻度、平均風速及び風配図
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４　大気環境関係
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５　水環境関係

５－１　公共用水域における水質汚濁に係る環境基準等一覧
　　①　人の健康の保護に関する環境基準

項　目 カドミウム 全 シ ア ン 鉛 六価クロム ひ 素 総 水 銀
ア ル キ ル
水 銀

P C B

基準値
0.01mg ／
ℓ以下

検出されな
いこと

0.01mg ／
ℓ以下

0.05mg ／
ℓ以下

0.01mg ／
ℓ以下

0.0005mg
／ℓ以下

検出されな
いこと

検出されな
いこと

項　目 ジ ク ロ
ロ メ タ ン 四塩化炭素 1,2 － ジ ク

ロロエタン
1,1－ジクロ
ロエチレン

シス－１．２－
ジクロロエチレン

1,1,1 － ト リ
クロロエタン

1,1,2 － ト リ
クロロエタン

トリクロロ
エ チ レ ン

基準値
0.02mg ／
ℓ以下

0 . 0 0 2m g
／ℓ以下

0 . 0 04mg
／ℓ以下

0.02mg ／
ℓ以下

0.04㎎／ℓ
以下

1mg ／ℓ以
下

0 . 0 0 6
㎎／ℓ以下

0.03mg ／
ℓ以下

項　目 テトラクロ
ロエチレン

1,3 －ジクロ
ロプロペン チ ウ ラ ム シ マ ジ ン チ オ ベ

ン カ ル ブ ベ ン ゼ ン セ レ ン 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

基準値
0.01mg ／
ℓ以下

0 . 0 0 2m g
／ℓ以下

O.006mg
／ℓ以下

0 .003mg
／ℓ以下

0.02 ㎎ ／
ℓ以下

0.01mg ／
ℓ以下

0.01mg ／
ℓ以下

10mg ／ℓ
以下

項　目 ふ っ 素 ほ う 素

基準値
0.8mg ／ℓ
以下

1mg／ℓ
以下

　　②　生活環境の保全に関する環境基準
　　　ア　河川（湖沼を除く）

項目

類型

利用目的の適応性

基　　　準　　　値

水素イオン濃度
（pH）

生物化学的
酸素要求量
（BOD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO） 大腸菌群数

AA
水 道 1 級
自然環境保全及び A
以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下 1mg／ℓ以下 25㎎／ℓ以下 7.5mg ／ℓ
以上

50MPN ／ 100
㎖以下

A

水 道 2 級
水 産 1 級
水 浴
及びB以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下 2mg／ℓ以下 25㎎／ℓ以下 7.5mg ／ℓ
以上

1,000MPN ／
100 ㎖以下

B
水 産 3 級
水 産 2 級
及び C以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下 3mg／ℓ以下 25mg ／ℓ以下 5mg／ℓ以上 5,000MPN ／
100 ㎖以下

C
水 産 3 級
工 業 用 水 1 級
及びD以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下 5mg／ℓ以下 50mg ／ℓ以下 5mg／ℓ以上 －

D
工 業 用 水 2 級
農 業 用 水
及び Eの欄にげるもの

6.0 以上 8.5 以下 8mg／ℓ以下 100 ㎎／ℓ以下 2mg／ℓ以上 －

E 工 業 用 水 3 級
環 境 保 全 6.0 以上 8.5 以下 10mg ／ℓ以下

ごみ等の浮遊が
認められないこ
と。

2mg／ℓ以上 －

153



資料編

　　　　　イ　海　域
　　　　　　ア　ＣＯＤ等を基準とする利用目的別類型
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項

目

類

型

   利用目的の適応性

基　　　　準　　　　値

水 素 イ オ ン

濃 度

　（ P H ）　

化 学 的

酸 素 要 求 量

　（COD）　

溶 存 酸 素 量

　（ D O ）　
大 腸 菌 群 数

n 一ヘキサン

抽 出 物 質

　（油分等）　

A

水 産 1 級

水 浴

自然環境保全及び B以

下の欄に掲げるもの

7.8 以上

8.3 以下
2mg/ ℓ以下

7.5mg/ ℓ

以上

1,000

MPN/100 ㎖

以下

検出されない

こと

B

水 産 2 級

工 業 用 水

及びCの欄に掲げるもの

7.8 以上

8.3 以下
3㎎ /ℓ以下

5mg/ ℓ

以上
－

検出されない

こと

C 環 境 保 全
7.0 以上

8.3 以下
8㎎ /ℓ以下

2mg/ ℓ

以上
－ －

　　　　　　イ　全窒素及び全燐を基準とする利用目的別類型

項目

類型
利用目的の適応性

基準値

全窒素 全燐

Ⅰ
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの

（ 水 産 2 種 及 び 3 種 を 除 く。）　　
0.2mg ／ℓ以下 0.02mg ／ℓ以下

Ⅱ

水 産 1 種

水 浴 及 び Ⅲ 以 下 の 欄 に 掲 げ る も の

（水産 2 種及び 3 種を除く。）                　　

0.3mg ／ℓ以下 0.03mg ／ℓ以下

Ⅲ
水 産 2 種 及 び Ⅳ の 欄 に 掲 げ る も の

（ 水 産 3 種 を 除 く。） 　　　　　　　             
0.6mg ／ℓ以下 0.05mg ／ℓ以下

IV

水 産 3 種

工 業 用 水

生 物 生 息 環 境 保 全

1mg／ℓ以下 0.09mg ／ℓ以下
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５－２　県内主要水域図
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５－３　水質の推移

①　主要河川の水質【BOD】の推移（75％値）

②　中小都市河川の水質【BOD】の推移（75％値）

③　主要海域の水質【COD】の推移（75％値）
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５－４　水質関係測定実施状況一覧
　　　　（県環境衛生研究センター実施分）

( 平成 15年度 )
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５－５　河川の水域・項目別測定回数一覧
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５－６　河川の BODの水域別環境基準達成状況
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５－ 7　紀の川水域水質測定結果
　　　　　①のとおり本川 7測定点、貴志川 1測定点でそれぞれ年 12回の測定を実施し、環境基準点である
　　　　藤崎井堰及び船戸の 2測定点で通日調査を実施した。
　　　　　その結果は、③のとおりである。この河川は環境基準類型（河川の部）Aをあてはめている。

河川の水質汚濁指標である BODの 75％値でみると環境基準点である恋野橋、藤崎井堰、船戸では
それぞれ 1.2mg ／ℓ、1.3mg ／ℓ、1.3mg ／ℓで環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）に適合している。

　　①　紀の川水域測定点図

大阪府

土
入
川 ８

紀の川
大橋

和
　
歌
　
川

紀の川

7 新六ヶ井堰

６ 船戸 ５ 高島橋

和歌山県

４ 藤崎井堰
桂
谷
川

３ 三谷橋

２ 岸上橋

１ 恋野橋

橋
本
川

奈
　
良
　
県

　　②　紀の川の BOD75％値の推移

◎印は、環境基準点
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　　③　紀の川水域水質測定結果一覧

（備考） ｘ：環境基準に適合しない日数　　ｙ：総測定日数　　（　）内は 75％値　　
 ｍ：環境基準に適合しない検体数　　ｎ：総検体数　　大腸菌群数の１．５E＋０３とは１．５×１０の３乗を意味する
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５－８　橋本川水域水質測定結果
　　　　　①のとおり 3測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は②のとおりである。
　　　　　この河川は、環境基準類型（河川の部）Aをあてはめている。
　　　　　BODの 75％値でみると、環境基準点である橋本では、1.4mg ／ℓで環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）　
　　　　に適合している。また、年間１回の通日調査を実施した。

　　①　橋本川水域測定点図

2 小原田

1 紀見橋

橋　本　市

大　 阪　 府

橋

本

川

川
谷
東

国道24号

3 橋本

紀　の　川

橋　本　市 ◎印は環境基準点◎印は、環境基準点
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　　②　橋本川水域水質測定結果一覧
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５－９　桂谷川・貴志川水域水質測定結果
　　　　〈桂谷川〉
　　　　　①－ 1のとおり 3測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。
　　　　　この河川は類型指定をしていないが、廃止鉱山の影響をみるため監視を継続している。

　　　　〈貴志川〉
　　　　　①－ 2のとおり 5測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。　
　　　　　この河川は、環境基準類型（河川の部）Aをあてはめている。
　　　　　BODの 75％値でみると、環境基準点である諸井橋では、0.8mg ／ℓで、環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）
　　　　に適合している。

　　①－１　桂谷川水域測定点図 　　　①－２　貴志川水域測定点図

1.桂橋

川

谷

桂

紀 の 川

3.河口 2.西谷川

南海貴志川線

貴　志　川　町

貴

志

川

紀　の　川

5.北島橋

調

月

桃　山　町

4.諸井橋

3.星子橋

野 田 原 川
山田ダム

2.八幡橋

野　上　町

1.小川橋

◎ 印は環境基準点
◎印は、環境基準点
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　　②　桂谷川・貴志川水域水質測定結果一覧
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５－ 10　日方川・山田川水域水質測定結果
　　　　〈日方川〉
　　　　　①のとおり 2測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。
　　　　　この河川は、環境基準類型（河川の部）Dをあてはめている。
　　　　　BODの 75％値でみると、日方川の環境基準点である新港橋では、4.9mg ／ℓで、環境基準値（Ｄ：
　　　　8mg／ℓ）に適合している。
　　　　　

　　　　〈山田川〉
　　　　　①のとおり 2測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。
　　　　　この河川は、環境基準類型（河川の部）Dをあてはめている。
　　　　　BODの 75％値でみると、山田川の環境基準点である海南大橋では、4.3mg ／ℓで、環境基準値（Ｄ：
　　　　8mg／ℓ）に適合している。
　　　　　

　　①　日方川・山田川水域測定点図

◎印は、環境基準点
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　　②　日方川・山田川水域水質測定結果一覧
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５－ 11　有田川水域水質測定結果
①のとおり 3測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この河川は、環境基準類型（河川の部）Aをあてはめている。
BODの 75％値でみると、環境基準点である保田井堰では、0.7mg ／ℓで、環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）
に適合している。

①　有田川水域測定点図

◎印は、環境基準点

　　②　有田川の BOD75％値の推移
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③　有田川水域水質測定結果一覧
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５－12　日高川水域水質測定結果
①のとおり本川 4測定点、西川 1測定点の計 5測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結

果は、③のとおりである。
この河川（西川を除く）は、環境基準類型（河川の部）Aをあてはめている。
BODの 75％値でみると、環境基準点である船津堰堤では、0.8mg ／ℓ、若野橋では、0.7mg ／ℓで、

ともに環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）に適合している。

　　①　日高川水域測定点図

◎印は、環境基準点

　　②　日高川の BOD75％値の推移
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③　日高川水域水質測定結果一覧
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５－ 13　南部川水域水質測定結果
①のとおり 3測定点で、それぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この河川の環境基準類型（河川の部）は、南部大橋から上流に水域 A、南部川に流入する古川に B

をそれぞれあてはめている。
BODの 75％値でみると、南部川の環境基準点である南部大橋では、1.6mg ／ℓで、環境基準値（Ａ：

２mg／ℓ）に適合しているが、支川である古川の環境基準点である古川橋では、3.7mg ／ℓで、環境
基準値（Ｂ：3mg／ℓ）を超えている。

①　南部川水域測定点図

◎印は、環境基準点

　　②　南部川の BOD75％値の推移
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③　南部川水域水質測定結果一覧
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５－14　左会津川水域水質測定結果
①のとおり 4測定点で、それぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この河川は、環境基準類型（河川の部）Aをあてはめている。
BODの 75％値でみると、環境基準点である高雄大橋では 1.2mg ／ℓ、会津橋では 1.6mg ／ℓで、
ともに環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）に適合している。

①　左会津川水域測定点図

田辺湾

田辺市

文里港

4 会津橋

3 高雄大橋

左会津川
2 目座橋

1 秋津橋

右

会

津

川

◎印は環境基準点◎印は、環境基準点

　　②　左会津川の BOD75％値の推移
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③　左会津川水域水質測定結果一覧
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５－ 15　富田川水域水質測定結果
①のとおり 2測定点で、それぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この河川の、環境基準類型（河川の部）は、富田川には Aをあてはめている。
BODの 75％値でみると、富田川の環境基準点である富田橋では、1.0mg ／ℓで、環境基準値（Ａ：
2mg／ℓ）に適合している。

①　富田川水域測定点図 岩田

朝来
生馬

1生馬橋富
田
川

庄川

十九淵

2富田橋

富田

◎印は環境基準点◎印は、環境基準点

　　②　富田川の BOD75％値の推移
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③　富田川水域水質測定結果一覧
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５－ 16　日置川水域水質測定結果
①のとおり 2測定点で、それぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この河川の環境基準類型（河川の部）は、日置川には AAをあてはめている。
BODの 75％値でみると、日置川の環境基準点である安宅橋では、0.9mg ／ℓで、環境基準値（ＡＡ：

1mg／ℓ）に適合している。

①　日置川水域測定点図

日

置
川

1.安宅橋

安宅
大
野

2.日置川大橋

日置

印は環境基準点
◎印は、環境基準点

　　②　日置川の BOD75％値の推移
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③　日置川水域水質測定結果一覧
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５－ 17　古座川水域水質測定結果

①のとおり 2測定点で、それぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この河川の環境基準類型（河川の部）は、古座川の高瀬橋から上流の水域にはＡＡ、下流の水域に

はＡをあてはめている。
BODの 75％値でみると、古座川の環境基準点である高瀬橋では、0.5mg ／ℓ未満、環境基準値（ＡＡ：
1mg／ℓ）に適合しており、古座橋でも、0.5mg ／ℓで環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）に適合している。

①　古座川水域測定点図

串
本
町

潮岬

大島

2 古座橋
西向

古 座
川
高地髙瀬

1 髙瀬橋
一雨 川口

◎印は、環境基準点

　　②　古座川の BOD75％値の推移
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③　古座川水域水質測定結果一覧
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５－ 18　太田川水域水質測定結果
①のとおり 2測定点で、それぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。
これらの河川の環境基準類型（河川の部）は、太田川にはＡをあてはめている。
BODの 75％値でみると、太田川の環境基準点である下里大橋では、0.5mg ／ℓ未満で、環境基準値（Ａ：

2mg／ℓ）に適合している。

①　太田川水域測定点図

勝浦港

太　地　町

太地港

那智勝浦町

市　屋

太　田　川 下
和
田
1.大宮橋

2.下里大橋
下里

瀧　神　港

◎印は、環境基準点
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②　太田川水域水質測定結果一覧
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５－ 19　那智川・二河川水域水質測定結果
　　〈那智川〉

①のとおり、2測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。
これらの河川の環境基準類型（河川の部）は、那智川の市野々橋から上流の水域にはＡＡ、下流の

水域にＡをそれぞれあてはめている。
BODの 75％値でみると那智川の環境基準点である市野々橋では、0.5mg ／ℓで、環境基準値（ＡＡ：
１mg／ℓに適合しており、川関橋でも 0.7mg ／ℓで環境基準値（A:2mg ／ℓ）に適合している。

　　〈二河川〉
①のとおり、1測定点で年 6回の測定を実施した。その結果は、②のとおりである。
この河川の環境基準類型（河川の部）は、二河川にはＡをあてはめている。
BOD の 75％値でみると、二河川の環境基準点である二河橋で 0.6mg ／ℓで、環境基準値（Ａ：

2mg／ℓに適合している。

①　那智川・二河川水域測定点図

那智の滝

那智勝浦町

市野々

那

智
川

1 市野々橋

2 川関橋

新
宮

天満

勝浦湾

二

川
河 二河

1二河橋

湯
川

太地湾

◎印は、環境基準点
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②　那智川・二河川水域水質測定結果一覧
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５－20　熊野川水域水質測定結果
①のとおり 7測定点で、それぞれ年 12 回の測定を実施し、貯木橋で年２回の通日調査を行った。

その結果は、③のとおりである。
この河川の環境基準類型（河川の部）は、熊野川にはＡ、熊野川の支川の市田川には Eをそれぞれ

あてはめている。
BODの 75％値でみると熊野川の環境基準点である宮井橋では 1.1mg ／ℓ、熊野大橋では、1.6mg
／ℓで環境基準値（Ａ：2mg／ℓ）に適合している。
また、市田川の環境基準点である貯木橋は 3.4mg ／ℓで環境基準値（Ｅ：10mg ／ℓ）に適合している。

①　熊野川水域測定点図
熊　野　川

二津野ダム

奈良県

本宮

熊野川町

四滝(三重県測定)宮井
1 宮井橋

2 三和大橋

熊

野

川

小鹿

◎印は環境基準点
新　宮　市

三
　
重
　
県

３ 熊野大橋 鵜殿

南檜杖
市
田
川

５ 熊野川河口
4 貯木橋

北

山
川

北　山　村

小森ダム

七色ダム

◎印は、環境基準点

　　②　熊野川の BOD75％値の推移
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③　熊野川水域水質測定結果一覧



資料編 197



資料編198



資料編 199

５－21　和歌山市の水質測定結果
和歌山市内の公共用水域及び地下水の常時監視並びに工場排水の水質測定等は、和歌山市が実施し

ている。
和歌山市地域の水質測定点は①及び②、水質測定結果は③及び④、に掲げている。

①　内川・築地川及び水軒川水域測定点図
　　（和歌山市測定分）

測 定 点 名

20 鳴 神 橋

21 新 在 家 橋

22 伊 勢 橋

23 若 宮 橋

24 有 本 川

25 甫 斉 橋

26 海 草 橋

27 新 堀 橋

28 仮 堰

29 旭 橋

30 丈 夫 橋

31 新 橋

32 住 吉 橋

33 材 木 橋

17 築 地 橋

18 港 橋

19 養 翠 橋

測 定 点 名

34 土 入 橋

35 河 合 橋

36 島 橋

37 梶 橋

②　土入川水域測定点図（和歌山市測定分）

37

35

34

36
土
入
川

紀 の
川

北港

24 23

21
22

25

26

32
33

17

27

28

18

19

31

29

30

紀の
川

本
港

築
地
川

市堀川

真
田
堀
川

水
　
軒
　
川

和
歌
川

和
田
川

有本川

大門川

20

南
港

◎印は、環境基準点

◎印は、環境基準点
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③　築地川及び水軒川水域水質測定結果一覧
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④　大門川・有本川・真田堀川・和歌川・市堀川・和田川・土入川水域水質測定結果一覧
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５－ 22　主要海域における要監視項目測定結果及び指針値

①　測定結果 ②　指針値
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５－ 23　海域の水域・項目別測定回数一覧
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５－ 24　海域のＣＯＤの水域別環境基準達成状況
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５
－
25
　
海
域
の
窒
素
・
燐
の
水
域
別
環
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準
達
成
状
況
一
覧
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5 － 26　海南海域水質測定結果
①のとおり 5測定点で年 12回（3測定点で、中層年 6回を含む。）の測定を実施した。
その結果は、③のとおりである。
この海域は、環境基準類型（海域アの部）は、海南港区 (st.2) に B、その他の海域 (st.1,3,4,5) に Aを

あてはめている。
海域アの水質汚濁指標である CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境

基準値（A：2mg／ℓ、B：3mg／ℓ）に適合している。

①　海南海域測定点図

st1

st4 st3

st5

st2海南海域

和歌浦湾
片
男
波

海南市

ＣＯＤ等の環境基準点 ☆Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐの環境基準点  ＣＯＤ等かつＴ-Ｎ、Ｔ-Ｐの環境基準点 その他の観測点

②　海南海域の COD75％値の推移
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③　海南海域水質測定結果一覧
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5－27　下津・初島海域水質測定結果
①のとおり 8測定点で年 12回（4測定点で、中層年 6回を含む。）の測定を実施した。その結果は、

③のとおりである。
この海域の環境基準類型（海域アの部）は、下津港区 (st.1)、有田港区泊地 (st.5) 及び初島漁港区 (st.7)

に B、有田川河口部 (st.8) 及びその他の海域 (st.3,4,6) には、Aをあてはめている。
CODの 75％値でみると、有田川河口で 2.2(mg ／ℓ ) で、環境基準値（A：2mg／ℓ）を越えており、
その他の環境基準点（A：２mg／ℓ、B：３mg／ℓ）では適合している。

①　下津・初島海域測定点図

②　下津・初島海域の COD75％値の推移
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③　下津・初島海域水質測定結果一覧



資料編218



資料編 219



資料編220



資料編 221



資料編222



資料編 223

5 － 28　湯浅湾海域水質測定結果
①のとおり 6測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この海域は、環境基準類型（海域アの部）は、Aをあてはめている。
CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境基準値（2mg ／ℓ）に適合

している。

①　湯浅湾海域測定点図

②　湯浅海域の COD75％値の推移
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③　湯浅湾海域水質測定結果一覧
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5－29　由良湾海域水質測定結果
①のとおり 6測定点で年 12回（4測定点で、中層年 6回を含む。）の測定を実施した。その結果は、
③のとおりである。
この海域の環境基準類型（海域アの部）は Aをあてはめている。CODの 75％値でみると、環境基

準点については、いずれの地点も環境基準値（2mg／ℓ）に適合している。

①　由良湾海域測定点図

②　由良海域の COD75％値の推移
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③　由良湾海域水質測定結果一覧
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５－30　日高海域水質測定結果
①のとおり 7測定点で年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。この海域の環境

基準類型（海域アの部）は、St.1、St.2、St.3、St.5、St.7 に Aをあてはめている。
なお、St.8、St.9 については、環境基準類型をあてはめていない。
CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境基準値（2mg ／ℓ）に適合

している。

①　日高海域測定点図

②　日高海域の COD75％値の推移
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③　日高海域水質測定結果一覧
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５－31　田辺湾海域水質測定結果
①のとおり 7測定点で年 6回（中層を含む）の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この海域の環境基準類型（海域アの部）は、文里港区 (st.1) 及び田辺漁港区 (st.3) に B、その他の海
域 (st.2,4,5,6,7) には Aをあてはめている。
CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境基準値（A：2mg ／ℓ、B：

3mg／ℓ）に適合している。

①　田辺湾海域測定点図

②　田辺海域の COD75％値の推移
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③　田辺湾海域水質測定結果一覧
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５－32　串本海域水質測定結果
①のとおり 6測定点で年 6回（中層を含む）の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この海域の環境基準類型（海域アの部）は、Aをあてはめている。
CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境基準値（2mg ／ℓ）に適合

している。

①　串本海域測定点図

②　串本海域の COD75％値の推移
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③　串本海域水質測定結果一覧
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５－33　勝浦湾海域水質測定結果
①のとおり 6測定点で年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。この海域の環境

基準類型（海域アの部）は、勝浦港区 (st.6) に B、その他の海域 (st.1,2,3,4,5) に Aをあてはめている。
CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境基準値（A：2mg ／ℓ、B：
3mg／ℓ）に適合している。

①　勝浦湾海域測定点図

②　勝浦湾海域の COD75％値の推移
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③　勝浦湾海域水質測定結果一覧
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５－34　三輪崎海域水質測定結果
①のとおり 4測定点でそれぞれ年 6回の測定を実施した。その結果は、③のとおりである。
この海域の環境基準類型（海域アの部）は、佐野川の祓川（はらいがわ）橋梁を中心に半径 1,000m

の海域及び三輪崎漁港区 (st.1,2) に B、その他の海域 (st.3,4) に Aをあてはめている。
CODの 75％値でみると、環境基準点については、いずれの地点も環境基準値（A：2mg ／ℓ、B：
3mg／ℓ）に適合している。

①　三輪崎海域測定点図

②　三輪崎海域の COD75％値の推移
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③　三輪崎海域水質測定結果一覧
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５－ 35　和歌山海域水質測定結果

①　和歌山海域測定点図
（和歌山市測定分）
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②　和歌山海域水質測定結果一覧
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5 － 36　地下水の概況調査
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5 － 37　地下水の定期モニタリング調査
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5 － 38　平成 15 年度赤潮発生状況一覧

5－ 39　赤潮発生件数と漁業被害の推移
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5 － 40　平成 15 年度漁業公害発生状況一覧
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5 － 41　漁業公害発生件数と漁業被害の推移
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５－ 42 　①海水浴場等調査地点図
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５－ 42　② 海水浴場等調査結果一覧
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５－ 45　県民による水生生物調査地点等概要図
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５－ 46　都道府県別汚水処理人口普及率（平成 14年度末）
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５－ 47　紀の川流域下水道計画概要図
　　　　　　（伊都処理図）
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５－ 48　水洗化の状況一覧
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５－ 49　浄化槽設置数の推移一覧
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６－１　土壌の汚染に係る環境基準一覧

項　　　目 環　境　上　の　条　件 項　　　目 環　境　上　の　条　件

カ ド ミ ウ ム
検液1ℓにつき0.01㎎以下であり、かつ、
農用地においては、米 1kg につき 1㎎未
満であること。

1,2 － ジ ク
ロ ロ エ タ ン

検液 1ℓにつき 0.004 ㎎以下であること。

1,1 － ジ ク ロ
ロ エ チ レ ン

検液 1ℓにつき 0.02 ㎎以下であること。

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。 シス－ 1,2 －ジ
クロロエチレン

検液 1ℓにつき 0.04 ㎎以下であること。
有 機 燐 検液中に検出されないこと。

鉛 検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以下であること。
1,1,1 － ト リ
クロロエタン

検液 1ℓにつき 1㎎以下であること。

六 価 ク ロ ム 検液 1ℓにつき 0.05 ㎎以下であること。
1,1,2 － ト リ
クロロエタン

検液 1ℓにつき 0.006 ㎎以下であること。

ひ 素
検液 1ℓにっき 0.01 ㎎以下であり、か
つ、農用地（田に限る。）においては、土
壌 1kg につき 15㎎未満であること。

ト リ ク ロ
ロ エ チ レ ン

検液 1ℓにつき 0.03 ㎎以下であること。

テ ト ラ ク ロ
ロ エ チ レ ン

検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以下であること。

1,3 － ジ ク ロ
ロ プ ロ ペ ン

検液 1ℓにつき 0.002 ㎎以下であること。総 水 銀
検液 1ℓにつき 0.0005 ㎎以下であるこ
と。

チ ウ ラ ム 検液 1ℓにつき 0.006 ㎎以下であること。アルキル水銀 検液中に検出されないこと。

P C B 検液中に検出されないこと。 シ マ ジ ン 検液 1ℓにつき 0.003 ㎎以下であること。

銅
農用地（田に限る。）において、土壌 1kg
につき 125 ㎎未満であること。 チオベンカレブ 検液 1ℓにつき 0.02 ㎎以下であること。

ジクロロメタン 検液 1ℓにつき 0.02 ㎎以下であること。 ベ ン ゼ ン 検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以下であること。

四 塩 化 炭 素 検液1ℓにつき0.002㎎以下であること。 セ レ ン 検液 1ℓにつき 0.01 ㎎以下であること。

ふっ素 検液 1ℓにつき 0.8 ㎎以下であること。 ほ う 素 検液 1ℓにつき 1㎎以下であること。

６　土壌環境関係

[備考 ]
1　カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中
濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ原状において当該地下水中のこれらの
物質の濃度がそれぞれ地下水 1ℓにつき 0.01 ㎎、0.01 ㎎、0.05 ㎎、0.01 ㎎、0.0005 ㎎、0.01 ㎎、0.8 ㎎
及び 1㎎を超えていない場合には、それぞれ検液 1ℓにつき 0.03 ㎎、0.03 ㎎、0.15 ㎎、0.03 ㎎、0.0015 ㎎、
0.03 ㎎、2.4 ㎎及び 3㎎とする。
2　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。
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土
壌
汚
染
対
策
法
の
概
要

【
法
の
目
的
】

　
土
壌
の
汚
染
の
状
況
の
把
握
、
土
壌
の
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
被
害
の
防
止
に
関
す
る
措
置
等
の
土
壌
汚
染
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
健
康
の
保
護
を
図
る

【
対
象
物
質
】

　
鉛
、
砒
素
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
土
壌
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
人
の
健
康
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
２
５
特
定
有
害
物
質
）

【
概
　
　
要
】

６
－
２
　
土
壌
汚
染
対
策
法
の
概
要
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６－３　土壌汚染対策法の対象物質とその基準

281



資料編

７　騒音・振動・悪臭公害関係　
７
－
１
　
平
成
15
年
度
騒
音
・
振
動
関
係
測
定
実
施
状
況

事
　
　
業
　
　
名

事
　
業
　
概
　
要

測
　
定
　
場
　
所

実
　
施
　
期
　
間

実
　
施
　
内
　
容

湯
浅
御
坊
道
路
騒
音
調
査

湯
浅
御
坊
道
路
に
お
け
る
自

動
車
騒
音
及
び
交
通
量
の
調

査
を
行
っ
た
。

湯
浅
町
１
地
点

広
川
町
１
地
点

平
成
15
年
５
月
20
日

２
地
点
×
４
回
×
１
日

項
目
：
騒
音
・
交
通
量

環
境
測
定
車
に
よ
る
環
境
影
響
調
査

高
野
町
内
の
国
道
48
0
号
の

自
動
車
騒
音
・
振
動
の
調
査

を
行
っ
た
。

高
野
町
１
地
点

平
成
15
年
８
月
14
日

　
　
　
　
～
８
月
18
日

１
地
点
×
24
回
×
５
日

項
目
：
騒
音
・
振
動
・
交
通

量

平
成
15
年
度
特
定
施
設
届
出
に
伴

う
現
地
調
査

県
公
害
防
止
条
例
に
よ
り
届

出
の
あ
っ
た
騒
音
・
振
動
に

係
る
特
定
施
設
の
立
入
検
査

を
行
っ
た
。

県
が
直
接
届
出
を
受
理
し

た
工
場
・
事
業
場

平
成
16
年
２
月
24
日

　
　
　
　
  
２
月
25
日

　
　
　
　
  
２
月
27
日

　
　
　
　
  
３
月
４
日

　
　
　
　
  
３
月
５
日

騒
音
：
 1
8
工
場
28
6
施
設

振
動
：
16
工
場
   
68
施
設

関
西
国
際
空
港
航
空
機
騒
音
調
査

和
歌
山
市
加
太
地
区
周
辺
及

び
日
高
町
に
お
い
て
航
空
機

騒
音
調
査
を
行
っ
た
。

和
歌
山
市
２
地
点

日
高
町
１
地
点

平
成
15
年
 ９
月
12
日

  
  
  
  
 ～
９
月
26
日

平
成
16
年
２
月
10
日

　
　
　
　
～
２
月
26
日

３
地
点
×
２
回
×
７
日

項
目
：
騒
音
・
風
向
・
風
速

南
紀
白
浜
空
港
航
空
機
騒
音
調
査

南
紀
白
浜
空
港
に
離
発
着

す
る
航
空
機
の
騒
音
調
査
を

行
っ
た
。

白
浜
町
２
地
点

平
成
15
年
8
月
18
日

　
　
　
～
８
月
24
日

２
地
点
×
７
日

項
目
：
騒
音
・
風
向
・
風
速
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　 区 域 の 区 分　

　 時 間 の 区 分 　

　昼間（8時～ 20時）　
　 朝（6 時 ～ 8 時 ）　
　夕（20時～ 22時）　

　夜間（22時～ 6時）　

第 一 種 区 域 50 デ シ ベ ル 45 デ シ ベ ル 40 デ シ ベ ル

第 二 種 区 域 55 デ シ ベ ル 50 デ シ ベ ル 45 デ シ ベ ル

第 三 種 区 域 65 デ シ ベ ル 60 デ シ ベ ル 55 デ シ ベ ル

第 四 種 区 域 70 デ シ ベ ル 65 デ シ ベ ル 60 デ シ ベ ル

第 五 種 区 域 65 デ シ ベ ル 55 デ シ ベ ル 45 デ シ ベ ル

７－２　① 騒音に係る排出基準一覧 ( 県公害防止条例施行規則第７条 )

泫　１　学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周辺おおむね 50mの
　　　区域の騒音に係る基準は、上記の値から 5デシベル減じた値とする。

　　2　区域の区分は、次のとおりとする。
第一種区域　　都市計画法第 8条第 1項に規定する第一種低層住居専用地域及び第二種

低層住居専用地域
第二種区域　　都市計画法第 8条第 1項に規定する第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及
び騒音規制法第 3条第 1項の規定に基づく指定地域の存する市町村の地
域のうち、当該指定地域以外の区域

第三種区域　　都市計画法第 8条第 1項に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業
地域

第四種区域　　都市計画法第 8条第 1項に規定する工業地域及び工業専用地域
第五種区域　　上記区域以外の区域

　　3　騒音の測定場所は、原則として、工場等の敷地境界線とする。
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７－２　② 騒音に係る環境基準一覧

ア　道路に面する地域以外の地域の基準

　地　域　の　類　型　
　 基 　 準 　 値 　

昼 間（6 時 ～ 22 時 ） 夜 間（22 時 ～ 6 時 ）

AA 50 デ シ ベ ル 以 下 40 デ シ ベ ル 以 下

A及び B 55 デ シ ベ ル 以 下 45 デ シ ベ ル 以 下

C 60 デ シ ベ ル 以 下 50 デ シ ベ ル 以 下

泫　１　AA地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する
　　　地域とする。
　　２　A地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
　　３　B地域は、主として住居の用に供される地域とする。
　　４　C地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

イ　道路に面する地域の基準

　 地　 域　 の　 区　 分　
　 基 　 準 　 値 　

　 昼 　 間 　 　 夜 　 間 　

A 地 域 の う ち 2 車
線 以 上 の 車 線 を 有 す
る 道 路 に 面 す る 地 域

60 デ シ ベ ル 以 下 55 デ シ ベ ル 以 下

B地域のうち 2車線以上の
車線を有する道路に面する
地域及び C地域のうち車線
を有する道路に面する地域

65 デ シ ベ ル 以 下 60 デ シ ベ ル 以 下

泫　車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状
　の車道部分をいう。
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　 基 　 準 　 値 　

　 昼 　 間 　 　 夜 　 間 　

7 0 デ シ ベ ル 以 下 6 5 デ シ ベ ル 以 下

[ 備考 ]
　個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営
まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては
45デシベル以下、夜間にあっては 40デシベル以下）によることができる。

　　　ウ　幹線交通を担う道路に近接する空間における特例基準

地域の類型 　　　 当　 て　 は　 め　 る　 地　 域　　　　

A

和歌山市及び海南市のうち、都市計画法（昭和 43 年法
律 第 100 号 ） 第 9 条 第 1 項 か ら 第 4 項 ま で に 規 定 す る
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第
一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

B
和歌山市及び海南市のうち、都市計画法第 9条第 5項から第 7項
までに規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

C
和歌山市及び海南市のうち、都市計画法第 9条第 8項から第 11項
までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

７－３　騒音に係る環境基準の地域の類型指定一覧

泫　和歌山県は、AA地域の当てはめは行っていない。
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７－４　①自動車騒音に係る要請限度の地域の類型指定一覧

７－４　②指定地域内における自動車騒音に係る要請限度一覧（騒音規制法第 17条第 1項）

地域の類型 　 　 当 て は め る 地 域 　 　

ａ

　都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）に規定する第一種低層住居専

用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二

種中高層住居専用地域

ｂ
　都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地

域

ｃ
　都市計画法に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業

地域

　 区 域 の 区 分 　
　 基 準 値 　

昼間（6時～22時） 夜間（22時～6時）

ａ区域及び b区域のうち 1車線を有する

道路に面する区域
65 デ シ ベ ル 55 デ シ ベ ル

ａ区域のうち 2車線以上の車線を有する

道路に面する区域
70 デ シ ベ ル 65 デ シ ベ ル

ｂ区域のうち 2車線以上の車線を有する

道路に面する区域及び c区域のうち車線

を有する道路に面する区域

75 デ シ ベ ル 70 デ シ べ ル

泫　１　a区域とは、専ら住居の用に供される区域をいう。
　　２　b区域とは、主として住居の用に供される区域をいう。
　　３　c区域とは、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域をいう。
　　４　車線とは、縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有
　　　する帯状の車道部分をいう。
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７－４　③幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例基準

　 基 準 値 　

昼間（6時～ 22時） 夜間（22時～6時）

75 デ シ ベ ル 70 デ シ ベ ル

泫　１　幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、及び 4車線以上
　　　の車線を有する市町村道とする。
　　２　幹線交通を担う道路に近接する区域とは、2車線以下の車線を有する道路の場合は道
　　　路の敷地の境界線から15m、2車線を超える場合は、同境界線から20mまでの範囲と する。
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７－ 5 　① 和歌山市、海南市における騒音に係る環境基準達成状況

地区の区分
昼夜間とも達成 昼夜間のいずれかが達成 昼夜間とも超過 地点数

地点数 達成率（％） 地点数 達成率（％） 地点数 達成率（％） 合計

一 般 の 地 域 １６ ６９．６ ６ ２６．１ １ ４．３ ２３

道路に面する地域 １２ ６６．７ ２ １１．１ ４ ２２．２ １８
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７－ 5 　②地理情報システム (GIS) による和歌山市、海南市の道路沿道の住居等における騒音に係る環境基準　

　　　　 　達成状況の推定
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７
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①
 高
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町
自
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時
間
変
化
図

290



資料編

７
－
６
 　
②
 高
野
町
自
動
車
騒
音
測
定
結
果
一
覧

（
平
成
15
年
8
月
14
日
～
8
月
18
日
）
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７－７　① 阪和自動車道騒音測定地点図

大阪府

和歌山市

和歌山IC

岩出町

紀の川

貴志川町

海南東IC

海南市
海南IC

下津IC
下津町

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦⑧
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７－７　② 海南湯浅道路・湯浅御坊道路騒音測定地点図

有田市 有田川

吉備町吉備IC

湯浅町

湯浅IC

広川IC

広川町

由良町

日高町

川辺IC

日高川

美浜町 川辺町

御坊IC

御坊市

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮
⑯
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７－７ 　③ 基準時間帯（昼：6:00 ～ 22:00　夜：22:00 ～ 6:00）における等価騒音レベルの評価

（平成15年５月20日実施）
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７
－
７
　
⑤
阪
和
自
動
車
道
及
び
海
南
湯
浅
道
路
並
び
に
湯
浅
御
坊
道
路
の
交
通
量
内
訳
一
覧
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７－８①振動に係る排出基準 (県公害防止条例施行規則第７条)

区 域 の 区 分 時 間 の 区 分
昼間（８時～20時） 夜間（20時～８時）

第 一 類 区 域 ６ ０ デ シ ベ ル ５ ５ デ シ ベ ル
第 二 類 区 域 ６ ５ デ シ ベ ル ６ ０ デ シ ベ ル

(注） １ 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周辺おおむね50ｍ
の区域内の振動に係る排出基準は、上記の値から５デシベル減じた値とする。(ただし、第
一類区域の夜間を除く。)
２ 区域の区分は、次のとおりとする。
第一類区域 都市計画法第８条第１項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層

住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域の定めのない
地域。

第二類区域 都市計画法第８条第１項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、
工業地域及び工業専用地域の一部。

３ 振動の測定場所は、原則として、工場等の敷地境界線とする。

７－８　①振動に係る排出基準

７－８　②指定地域内における道路交通振動に係る要請限度一覧
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７
－
９
　
和
歌
山
市
道
路
交
通
振
動
調
査
結
果
一
覧
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７－ 10　① 高野町自動車振動時間変化図

７－ 10　② 高野町道路交通振動測定結果一覧
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７－ 11　悪臭物質の主な発生源等一覧
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７－ 12　悪臭防止法に基づく規制基準一覧（大気中における濃度）

43 100
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７－ 13　悪臭防止法に基づく規制基準一覧（排出水中における濃度）

0.001

0.001 0.1

0.1

0.001

0.001 0.1

0.1

0.001

0.001 0.1

0.1

0.001

0.001 0.1

0.1

0.002mg

0.002mg
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８－１　①ダイオキシン類環境調査結果（大気）

pg-TEQ/

No

0.0092 0.016 0.11 0.022 0.039

0.0053 0.0057 0.018 0.018 0.012

0.021 0.050 0.30 0.025 0.099

0.023 0.011 0.032 0.19 0.064

0.013 0.018 0.015 0.020 0.017

0.013 0.046 0.029 0.019 0.027

0.015 0.025 0.018 0.017 0.019

0.037 0.019 0.035 0.019 0.028

0.018 0.044 0.024 0.013 0.025

0.017 0.011 0.011 0.0085 0.012

0.014 0.015 0.013 0.013 0.014

0.018 0.025 0.017 0.017 0.019

№
調査地点 調査結果（pg-TEQ/ ㎥）

調査地点名称 地域分類 所在地 春季 夏期 秋期 冬期 年平均

１ 木本連絡所 一般地域 木ノ本
0.042

平成 15年 5月 20日
～ 27日　　　　　　

0.017
平成 15年 8月 5日
～ 12日　　　　　

0.047
平成 15年 11月 11 日
～ 18日　　　　　　

0.063
平成 16年 1月 27日
～ 2月 3日　　　　

0.042

２ 高松連絡所 一般地域 高松
0.039

平成 15年 5月 20日
～ 27日　　　　　　

0.029
平成 15年 8月 5日
～ 12日　　　　　

0.077
平成 15年 11月 11 日
～ 18日　　　　　　

0.083
平成 16年 1月 27日
～ 2月 3日　　　　

0.057

３ 安原支所 一般地域 桑山
0.046

平成 15年 5月 20日
～ 27日　　　　　　

0.014
平成 15年 8月 5日
～ 12日　　　　　

0.078
平成 15年 11月 11 日
～ 18日　　　　　　

0.069
平成 16年 1月 27日
～ 2月 3日　　　　

0.052

４ 河南コミュニ
ティセンター 一般地域 布施屋

0.044
平成 15年 5月 20日
～ 27日　　　　　　

0.016
平成 15年 8月 5日
～ 12日　　　　　

0.11
平成 15年 11月 11 日
～ 18日　　　　　　

0.082
平成 16年 1月 27日
～ 2月 3日　　　　

0.063

５ 和歌川終末
処理場　　

焼却施設
周辺地域 雑賀 －

0.023
平成 15年 8月 18日
～ 25日　　　　　

－
0.084

平成 16年 2月 12日
～ 19日　　　　　

0.054

６ 和歌山県環境衛
生研究センター

焼却施設
周辺地域 砂山 －

0.033
平成 15年 8月 18日
～ 25日　　　　　

－
0.12

平成 16年 2月 12日
～ 19日　　　　　

0.077

７ 南消防署宮
前出張所　

焼却施設
周辺地域 宮前 －

0.030
平成 15年 8月 18日
～ 25日　　　　　

－
0.11

平成 16年 2月 12日
～ 19日　　　　　

0.070

（和歌山市域）　和歌山市調査

（和歌山市域）　和歌山市調査
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８－１　②ダイオキシン類環境調査結果（公共用水域（河川）水質・底質）

№ 調査地点 調　査　結　果
採取日 水質 (pg-TEQ/ ℓ ) 底質 (pg-TEQ/g)

１ 伊 勢 橋（ 大 門 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.92   6.0
２ 若 宮 川（ 有 本 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.31 10      
３ 甫斉橋（真田堀川） H 1 5 . 9 . 4 0.28   5.2
４ 海 草 橋（ 和 歌 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.47   2.7
５ 旭 橋（ 和 歌 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.20 12
６ 新 橋（ 和 田 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.38 21
７ 住 吉 橋（ 市 堀 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.73 28
８ 土 入 橋（ 土 入 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.41   3.2
９ 河 合 橋（ 土 入 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.38 55
10 梶 橋（ 土 入 川 ） H 1 5 . 9 . 4 0.29

11 材 木 橋（ 市 堀 川 ）
H15.12.15 1.6    
H . 1 6 . 2 . 9 0.61
平 均 値 1.10

No

pg-TEQ/ pg-TEQ/g

H15. 8. 6 0.083 0.14

H15. 8. 6 0.066 0.38

H15. 8.26 0.79 0.89

H16. 1.22 0.041 24

0.42 12

H15. 8.26 2.8 140

H16. 1.22 0.65 97

1.7 120

H15. 8. 1 0.088 7.4

H15. 8. 1 0.30 0.69

H15. 8. 4 0.44 0.71

H15. 8. 4 0.63 1.6

H15. 8. 5 0.098 0.40

H15. 8. 5 0.091 0.32

H15. 8. 5 0.089 0.26

H15. 8. 6 0.088 0.47

H15. 8. 6 0.092 0.29

H15. 8. 7 0.088 0.26

H15. 8. 6 0.095 0.51

（和歌山市域）　和歌山市調査

（和歌山市域以外）　和歌山県調査

（国土交通省直轄河川）　国土交通省調査（速報値）

№
調　査　地　点 調　査　結　果

調査地点名称 所在地 採取日 水質 (pg-TEQ/ ℓ ) 底質 (pg-TEQ/g)

① 紀の川　船戸 岩出町 H15.10.28 0.088 0.81

② 熊野川　熊野大橋 新宮市 H15.10.15 0.070 0.79
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８－１　③ダイオキシン類環境調査結果（公共用水域（海域）水質・底質）

№ 調 査 地 点 調　査　結　果
採取日 水質(pg-TEQ/ℓ ) 底質 (pg-TEQ/g)

１ 松 江 沖 H15.5.22 0.029 7.6
２ 北 港 入 口 H15.5.22 0.030 0.64
３ 北 港 内 H15.5.22 0.028 4.5
４ 北 港 沖 H15.5.22 0.028 6.7
５ 本 港 内 H15.5.22 0.16 17
６ 本 港 入 口 H15.5.22 0.11 12
７ 本 港 沖 H15.5.22 0.030 3.0
８ 南 港 内 H15.5.22 0.058 15
９ 和 歌 川 河 口 H15.5.22 0.13 0.37
10 築 地 橋 H15.5.22 0.34 29

（和歌山市域）　和歌山市調査

（和歌山市域以外）　和歌山県調査

No

pg-TEQ/ pg-TEQ/g

H15. 8.26 0.32 110

St H16. 1.22 2.3 110

1.3 110

St H15. 8.26 0.52 89

St H15. 8.26 0.12 21

St H15. 8. 6 0.057 13

St H15. 8. 6 0.057 1.0

St H15. 8. 6 0.051 5.3

St H15. 8. 6 0.052 7.7

St H15. 8. 1 0.22 1.8

St H15. 8. 1 0.10 2.1

St H15. 8. 1 0.11 2.6

St H15. 8. 4 0.19 1.3

St H15. 8. 4 0.15 0.61

St H15. 8. 4 0.15 0.28

St H15. 8. 5 0.088 2.2

St H15. 8. 5 0.10 6.6

St H15. 8. 5 0.088 2.3

St H15. 8. 5 0.087 4.2

St H15. 8. 6 0.087 0.31

St H15. 8. 6 0.087 0.76

St H15. 8. 7 0.087 4.0

St H15. 8. 7 0.093 2.721

St H15. 8. 7 0.087 1.222

St H15. 8. 7 0.087 0.2623
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８－１　④ダイオキシン類環境調査結果（地下水）

（和歌山市域）　和歌山市調査

（和歌山市域以外）　和歌山県調査

No pg-TEQ/

H15.7.24 0.021

H15.7.24 0.047

H15.7.24 0.024

H15.7.24 0.021

H15.7.24 0.021

H15.7.24 0.021

No

pg-TEQ/

H15. 7.24 0.052

H15. 7.25 0.052

H15. 7.25 0.052

H15. 7.25 0.052

H15. 7.24 0.052

H15. 7.24 0.052

H15. 7.24 0.052

H15. 7.24 0.052

H15. 7.25 0.075

H15. 7.25 0.074

H15. 7.25 0.090

H15. 7.23 0.092

H15. 7.23 0.16

H15. 7.23 0.080

H15. 7.23 0.072

H15. 7.23 0.16

H15. 7.23 0.097

H15. 7.23 0.089

H15. 7.23 0.087

H15. 7.23 0.094

H15. 7.25 0.08721

H15. 7.25 0.08822

H15. 7.25 0.09023
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No

pg-TEQ/g

H15. 9. 4 0.018

H15. 9. 5 0.67

H15. 9. 4 6.6

H15. 9. 5 0.034

H15. 9. 1 0.079

H15. 9. 2 0.54

H15. 9. 2 0.99

H15. 9. 2 0.82

H15. 9. 1 7.9

H15. 9. 1 5.5

H15. 9. 1 0.81

H15. 9. 8 0.088

H15. 9. 8 0.040

H15. 9. 8 0.044

H15. 9. 8 0.055

H15. 9. 8 0.040

H15. 9. 8 0.13

H15. 9. 8 0.047

H15. 9. 8 1.7

H15. 9. 9 0.23

H15. 9. 9 0.1621

H15. 9. 9 0.1722

H15. 9.10 0.1923

H15. 9.10 0.1524

H15. 9.12 0.09425

H15. 9.10 9.426

H15. 9.11 0.01127

H15. 9.11 0.05828

H15. 9.11 0.2429

H15. 9.11 0.02930

H15. 9.11 0.8231

８－１　⑤ダイオキシン類環境調査結果（土壌）

（和歌山市域）　和歌山市調査（一般地域）

（和歌山市域以外）　和歌山県調査（一般地域）

地域分類 № 調査地点 採取日 調査結果 (pg-TEQ/g)

一般環境

１ 湊５丁目 H15 . 9 . 30 4.2
２ 鷺ノ森南ノ丁 H15.10.22 5.1
３ 木広町４丁目 H15.10.22 0.48
４ 秋月 H15.10.22 0.28
５ 栗栖 H15 . 9 . 30 0.82
６ 西浜 H15.10.22 2.2
７ 砂山南２丁目 H15.10.22 0.066
８ 南出島 H15 . 9 . 30 3.3
９ 寺内 H15 . 9 . 30 2.7
10 森小手穂 H15.10.22 3.3
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（和歌山市域）　和歌山市調査（焼却施設周辺地域）

№ 調査地点 採取日 調査結果 (pg-TEQ/g)

A －１ 弘 西 H15.6.26 0.020

A －２ 北 野 H15.6.26 0.080

A －３ 府 中 H15.6.26 0.070

A －４ 府 中 H15.6.26 4.8

A －５ 弘 西 H15.7.29 0.83

A －６ 上 野 H15.7.29 1.0

A －７ 北 H15.7.29 1.5

A －８ 山 口 西 H15.7.29 0.96

A －９ 島 H15.6.26 0.016

A － 10 川 辺 H15.7.29 2.4

B －１ 禰 宜 H15.7.29 0.017

B －２ 大 垣 内 H15.7.29 0.69

B －３ 東 田 中 H15.7.29 5.9

B －４ 布 施 屋 H15.7.29 0.043

B －５ 井 ノ 口 H15.7.29 11

C －１ 吉 礼 H15.8.  1 8.7

C －２ 吉 礼 H15.8.  1 19

C －３ 口 須 佐 H15.8.  1 12

C －４ 吉 礼 H15.8.  1 2.9

C －５ 木 枕 H15.8.  1 9.0

D －１ 田 尻 H15.8.27 13

D －２ 杭 ノ 瀬 H15.8.27 4.1

D －３ 杭 ノ 瀬 H15.8.27 2.7

D －４ 神 前 H15.8.27 5.6

D －５ 和 田 H15.8.27 1.9

E －１ 園 部 H15.9.30 0.029

E －２ 善 明 寺 H15.9.30 1.9

E －３ 善 明 寺 H15.9.30 0.43

E －４ 六 十 谷 H15.8.27 0.12

E －５ 大 谷 H15.8.27 0.97
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No No pg-TEQ/g

0.15

0.012

H15. 9. 5 1.5

35

8.4

1.4

6.6

H15. 9. 4 7.8

13

3.8

6.4

0.49

H15. 9. 1 1.3

1.0

0.94

13

17

H15. 9. 2 11

43

2.1

8.3

0.84

H15. 9. 3 0.34

2.4

3.0

0.0030

0.12

H15. 9. 9 0.14

0.0025

0.0036

0.42

0.30

0.74

0.61

H15. 9.12 7.0

0.78

1.0

1.0

H15. 9.10 0.42

0.13
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８－１　⑥ダイオキシン類環境継続調査結果

　　　（海南地区公共用水域・水質）　和歌山県調査

№
調査結果（pg-TEQ/ ℓ）

調査地点 採取年月日 H15.4.28 H15.8.26 H15.11.13 H16.1.22

① 日方川　新港橋 0.42 0.79 0.15 0.041

② 山田川　海南大橋 0.70 2.8 0.30 0.65

④ 海南海域　ST－２ 0.37 0.32 0.17 2.3

⑤ 海南海域　ST－３ － 0.52 － －

⑥ 海南海域　ST－４ － 0.12 － －

⑦ 海南海域　Ｋ１ 1.3 0.68 0.46 0.24

⑧ 海南海域　Ｋ２ 0.39 0.45 0.41 1.1

⑨ 海南海域　Ｋ３ 0.17 0.30 0.080 0.54

⑩ 海南海域　Ｋ４ 0.41 1.1 0.34 1.4

　　　（海南地区公共用水域・底質）　和歌山県調査

№
調査結果（pg-TEQ/g）

調査地点 採取年月日 H15.8.26 H16.1.22

① 日方川　新港橋          0.89     24

② 山田川　海南大橋 140     97

④ 海南海域　ST－２ 110   110

⑤ 海南海域　ST－３   89 －

⑥ 海南海域　ST－４   21 －

⑦ 海南海域　Ｋ１   35     40

⑧ 海南海域　Ｋ２ 250   370

⑨ 海南海域　Ｋ３ 110     51

⑩ 海南海域　Ｋ４ 990 1200

310



資料編

８　化学物質公害関係

pg-TEQ/g

1.9

H15.4.22 0.51

3.1

2.1

1.9

８－２　①外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）調査結果一覧（水質）

８－１　⑦ダイオキシン類水生生物調査結果
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８－３　農薬の本県への入荷実績一覧

（単位 : 千円）　　　

年度 殺虫剤 殺菌剤 殺虫殺菌剤 除草剤 殺そ剤
植物成長

調 整 剤
その他 合　計

8 3,925,737 2,601,635 49,352 1,314,893 1,213 133,503 97,066 8,123,399

9 3,522,590 2,701,900 68,814 1,413,943 1,218 197,275 95,352 8,001,092

10 3,532,985 2,949,864 109,613 1,468,357 1,056 153,34 888,971 8,304,194

11 3,123,745 3,059,990 136,300 1,194,403 572 197,960 140,883 7,853,853

12 3,440,772 2,950,684 169,592 1,239,092 1,104 157,544 137,449 8,096,237

13 3,526,261 2,388,140 177,366 1,231,103 0 209,895 140,211 7,672,976

14 3,610,770 2,382,959 194,005 1,123,364 19 162,698 125,815 7,599,630

８－２　②外因性内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）調査結果一覧（底質）
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９
－
１
　
ご
み
排
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量
及
び
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理
の
状
況
一
覧
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９－２　①ごみ排出量に対する資源ごみ（市民団体による収集を除く。）の割合一覧
（平成 13年度）
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９－２　②資源ごみの収集状況一覧
（平成 13年度）
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９－２　③年度別ごみ排出量一覧

９－２　④年度別ごみ種類別排出量一覧
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９－３　ごみ処理施設一覧
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９
－
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一
覧
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事
務
組
合
名

構
成
市
町
村
数

構
成
市
町
村

事
務
内
容

備
考

那
賀
郡
衛
生

環
境
整
備
組
合

6
打
田
町
、
粉
河
町
、

那
賀
町
、
桃
山
町
、

貴
志
川
町
、
岩
出
町

し
尿
処
理

橋
本
市
外
三
ヶ
町

衛
生
施
設
組
合

4
橋
本
市
、
か
つ
ら
ぎ

町
、
高
野
口
町
、
九

度
山
町

し
尿
処
理

有
田
衛
生
施
設

事
務

組
合

2
湯
浅
町
、
広
川
町

ご
み
処
理

し
尿
処
理

し
尿
処
理
業
の
許
可

そ
の
他

串
本
町
古
座
町

古
座
川
町
衛
生

施
設
事
務
組
合

3
串
本
町
、
古
座
町
、

古
座
川
町

し
尿
処
理

ご
み
処
理

す
さ
み
町
日
置
川
町

衛
生
施
設
事
務
組
合

2
日
置
川
町
、
す
さ
み

町
ご
み
の
最
終
処
分

し
尿
処
理

紀
南
環
境
衛
生
施
設

事
務

組
合

7

新
宮
市
、
熊
野
川
町

本
宮
町
、
北
山
村
、

及
び
三
重
県
の
御
浜

町
、
紀
宝
町
、
鵜
殿

村

し
尿
処
理

し
尿
処
理
業
の
許
可

火
葬
場
の
経
営

那
智
勝
浦
町
太
地
町

環
境
衛
生
施
設

一
部
事
務
組
合

2
那
智
勝
浦
町
、
太
地

町
し
尿
処
理

し
尿
処
理
業
の
許
可

貴
志
川
桃
山

清
掃
施
設
組
合

2
桃
山
町
、
貴
志
川
町

ご
み
の
収
集
運
搬

ご
み
の
資
源
化

御
坊
周
辺
広
域

市
町
村
圏
組
合

8

御
坊
市
、
美
浜
町
、

日
高
町
、
由
良
町
、

川
辺
町
、
中
津
村
、

美
山
村
、
印
南
町

ご
み
処
理
及
び
最

終
処
分

し
尿
処
理

事
務
組
合
名

構
成
市
町
村
数

構
成
市
町
村

事
務
内
容

備
考

南
部
町
南
部
川
村

環
境
衛
生
事
務
組
合

２
南
部
町
、
南
部
川
村

ご
み
処
理

ご
み
の
最
終
処
分

火
葬
場
の
経
営

上
富
田
町
大

塔
村
中
辺
路
町

清
掃
施
設
組
合

３
上
富
田
町
、
大
塔
村
、

中
辺
路
町

ご
み
処
理

有
田
周
辺
広
域
圏

事
務

組
合

４
有
田
市
、
吉
備
町
、

金
屋
町
、
清
水
町

ご
み
処
理
、
最
終

処
分
、
し
尿
処
理

病
院
（
診
療
所
）、

老
人
福
祉

田
辺
市
周
辺

衛
生
施
設
組
合

４
田
辺
市
、
南
部
町
、

南
部
川
村
、
龍
神
村

し
尿
処
理

富
田
川
衛
生

施
設

組
合

４
白
浜
町
、
中
辺
路
町
、

大
塔
村
、
上
富
田
町

し
尿
処
理

し
尿
処
理
業
の
許
可

海
南

海
草

環
境
衛
生
施
設
組
合

４
海
南
市
、
下
津
町
、

野
上
町
、
美
里
町

し
尿
処
理

熊
野
川
地
域

広
域

組
合

３
熊
野
川
町
、
本
宮
町
、

北
山
村

ご
み
処
理

橋
本
周
辺
広
域

市
町
村
圏
組
合

６

橋
本
市
、
か
つ
ら
ぎ

町
、
高
野
口
町
、
九

度
山
町
、
高
野
町
、

花
園
村

ご
み
処
理

知
的
障
害
者
更
正

施
設

９
－
５
　
廃
棄
物
処
理
関
係
事
務
組
合
一
覧

（
平
成
16
年
４
月
現
在
）
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９　一般廃棄物関係

９－６　し尿処理量内訳一覧
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９　一般廃棄物関係

９－７　し尿処理内訳一覧
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資料編

９　一般廃棄物関係

９
－
８
　
し
尿
処
理
施
設
一
覧
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９　一般廃棄物関係

9－ 9　市町村別　容器包装リサイクル法分別収集計画品目（第３期）

平成 15年度実施◎　平成 16年度実施○　平成 17年度実施□　平成 18年度実施△　平成１９年度実施●
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資料編

産業廃棄物関係

10　産業廃棄物関係

10 －１　産業廃棄物の業種別・種類別排出状況一覧（平成 12年度）
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資料編

10　産業廃棄物関係
10
－
２
　
大
阪
湾
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
最
終
処
分
場
（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
和
歌
山
基
地
）
受
入
状
況
一
覧

泫
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
和
歌
山
基
地
は
、
平
成
８
年
９
月
か
ら
業
務
を
開
始
し
て
お
り
、
平
成
８
年
度
は
７
ヶ
月
分
の
受
入
量
で
あ
る
。

（
単
位
：
ト
ン
）

種
類

年
度

1
一
般
廃

棄
　
物

2　
産
　
業
　
廃
　
棄
　
物

3
陸
　
上

残
　
土

合
 　
計

① 上
水
汚
泥

② 下
水
汚
泥

③
燃
え
殻

④ 汚
泥

（
除
①
②
）

⑤
鉱
さ
い

⑥ ば
い
じ
ん

⑦
  

廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
･

ゴ
ム
く
ず

⑧
  

金
属
く
ず
、

ガ
ラ
ス
･陶

磁
器
く
ず

⑨
が
れ
き
類

⑩
そ
の
他

計

8
17
,8
56

5,
16
0

1,
94
8

5,
21
7

8,
82
5
14
8,
60
8

2,
10
0

71
2,
13
6
68
,7
59

0
24
2,
82
4

0
26
0,
68
0

9
29
,9
98

9,
90
4

2,
28
7

9,
14
4

3,
18
4
25
2,
34
7

3,
16
3

14
2

5,
08
6
11
4,
30
0

0
39
9,
55
7

60
4
43
0,
15
9

10
30
,7
43

8,
56
0

1,
64
3

7,
14
9

5,
63
3
22
6,
97
4

3,
00
0

75
2,
36
9
32
,6
88

0
28
8,
09
1
20
,2
35
33
9,
06
9

11
34
,3
10

11
,3
58

1,
87
1

4,
02
0
12
,6
55
12
8,
12
0

2,
47
3

25
0

2,
06
6
10
,1
39

0
17
2,
95
2
25
,5
91
23
2,
85
3

12
40
,3
33

7,
24
4

2,
70
1

3,
28
2
10
,7
51

73
,4
80

2,
03
3

30
6

1,
43
1
18
,1
36

0
11
9,
36
4

5,
86
9
16
5,
56
6

13
33
,4
59

9,
66
4

2,
46
2

2,
96
0
14
,8
18

65
,0
82

1,
94
1

37
4

1,
51
4
40
,4
82

0
13
9,
29
7

0
17
2,
75
6

14
37
,2
33

8,
03
5

2,
49
0

1,
84
0

2,
47
8
53
,6
80

1,
61
7

45
1

1,
86
9

5,
50
0

34
77
,9
94

0
11
5,
22
7

15
38
,8
40

7,
33
0

2,
25
0

1,
01
4

3,
61
2
57
,7
90

1,
56
2

97
4

3,
93
2

5,
48
5

1,
15
4
85
,1
03

0
12
3,
94
3
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資料編

産業廃棄物関係

10 －３　㈱日本工業所事業場内におけるダイオキシン類等環境汚染対策
　　　　（産業廃棄物の行政代執行による撤去とダイオキシン類土壌汚染対策事業）

326



資料編

10　産業廃棄物関係
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資料編

11　環境教育及び環境保全啓発関係

11　環境教育及び環境保全啓発関係

11－１　こどもエコクラブ登録状況一覧

平成１６年３月現在
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資料編

11　環境教育及び環境保全啓発関係

11－２　環境月間行事等の実施状況一覧

行事名 実施期間・場所 概     要

①広報活動
　・マスメディア、ポスター
　　による PR
　・街頭啓発活動

6月中
県内スーパーマーケット店頭、
駅前他

マスメディア、ポスターによ
り環境月間の趣旨を広報する。
台所用水切り袋を配布し、環
境保全を訴える。

②環境月間記念講演会
6月５日㈭
和歌山県民文化会館小ホール

講演「はじめています。地球
　　　にやさしい新生活
　　～近自然工学のすすめ～」
和歌山大学　システム工学部
　助教授　中　島　敦　司　氏
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

12 －１　法律に基づく届出状況
　　① 　ばい煙発生施設届出数

　（平成 16年 3月 31日現在累計数）
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

　　　②　ー般粉じん発生施設届出数
（平成 16年 3月 31日現在累計数）
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

　
③
　
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
特
定
事
業
場
届
出
数
　

号
番
号

業
　
　
　
　
　
　
種

工
場
数

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

和
歌
山
市

海
南
市

橋
本
市

有
田
市

御
坊
市

田
辺
市

新
宮
市

海
草
郡

那
賀
郡

伊
都
郡

有
田
郡

日
高
郡

西
牟
婁
郡

東
牟
婁
郡

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

1
鉱
業
又
は
水
洗
炭
業

0
0

1
の
2

畜
産
農
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

14
1

1
7

4
3

6
33

7
8

5
9

7
35

1
17

2
畜
産
食
品
製
造
業

33
7

4
2

1
1

2
1

1
1

2
4

1
2

2
10

4
2

3
水
産
食
品
製
造
業

12
8

5
19

1
8

1
13

2
1

10
29

17
1

12
1

17
1

4
保
存
食
品
製
造
業

25
0

10
15

29
2

40
3

3
58

3
77

4
23

3

5
み
そ
・
し
ょ
う
油
等
製
造
業

42
0

4
3

1
2

1
1

1
2

6
2

9
2

5
3

6
小
麦
粉
製
造
業

0
0

7
砂
糖
製
造
業

0
0

8
パ
ン
・
菓
子
の
製
造
業
又
は
製
あ
ん
業

23
0

1
1

3
1

6
1

1
2

1
6

9
米
菓
製
造
業
又
は
こ
う
じ
製
造
業

7
0

2
3

1
1

10
飲
料
製
造
業

74
1

16
13

1
1

4
7

1
6

4
8

4
2

6
1

1

11
動
物
系
飼
料
又
は
有
機
質
肥
料
製
造
業

13
0

5
3

2
1

1
1

12
動
物
油
脂
製
造
業

5
0

2
1

1
1

13
イ
ー
ス
ト
製
造
業

0
0

14
で
ん
粉
又
は
化
工
で
ん
粉
製
造
業

1
0

1

15
ぶ
と
う
糖
又
は
水
あ
め
製
造
業

1
0

1

16
め
ん
類
製
造
業

61
0

21
4

2
3

3
5

6
3

5
1

2
2

3
1

17
豆
腐
又
は
煮
豆
の
製
造
業

14
8

3
39

8
10

8
6

5
2

5
7

4
15

12
10

1
14

5

18
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
製
造
業

0
0

18
の
2

冷
凍
調
理
食
品
製
造
業

3
O

3

18
の
3

た
ば
こ
製
造
業

0
0

19
紡
績
業
又
は
繊
維
製
品
製
造
業
若
し
く
は
加
工
業

40
0

17
4

2
1

2
14

20
洗
毛
業

1
1

1
1

21
化
学
繊
維
製
造
業

0
0

21
の
2

一
般
製
材
業
又
は
木
材
チ
ッ
プ
製
造
業

4
0

1
2

1

21
の
3

合
板
製
造
業

1
0

1

21
の
4

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
製
造
業

0
0

22
木
材
薬
品
処
理
業

1
0

1

23
パ
ル
プ
、
紙
又
は
加
工
品
製
造
業

2
1

1
1

1

23
の
2

新
聞
業
、
出
版
業
、
印
刷
業
又
は
製
版
業

8
0

7
1

24
化
学
肥
料
製
造
業

0
0

25
水
銀
電
解
法
に
よ
る
か
牲
ソ
ー
ダ
又
は
か
牲
カ
リ
製
造
業

0
0

26
無
機
顔
料
製
造
業

0
O

27
前
2
号
以
外
の
無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

10
2

3
2

1
4

2

28
カ
ー
バ
イ
ド
法
ア
セ
チ
レ
ン
誘
導
品
製
造
業

1
0

1

29
コ
ー
ル
タ
ー
ル
製
品
製
造
業

0
0

30
発
酵
工
業

0
0

31
メ
タ
ン
誘
導
品
製
造
業

0
0

32
有
機
顔
料
又
は
合
成
染
料
製
造
業

3
0

2
1

33
合
成
樹
脂
製
造
業

10
3

1
1

3
1

1
1

4
1

　（
平
成
16
年
3
月
31
日
現
在
累
計
数
）
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

号
番
号

業
　
　
　
　
　
　
種

工
場
数

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

和
歌
山
市

海
南
市

橋
本
市

有
田
市

御
坊
市

田
辺
市

新
宮
市

海
草
郡

那
賀
郡

伊
都
郡

有
田
郡

日
高
郡

西
牟
婁
郡

東
牟
婁
郡

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

34
合
成
ゴ
ム
製
造
業

0
0

35
有
機
ゴ
ム
薬
品
製
造
業

0
0

36
合
成
洗
剤
製
造
業

0
0

37
前
6
号
外
の
石
油
化
学
工
業
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
炭
化

水
素
又
は
炭
化
水
素
誘
導
品
の
製
造
業

0
0

38
石
け
ん
製
造
業

1
0

1
39

硬
化
油
製
造
業

0
0

40
脂
肪
酸
製
造
業

0
0

41
香
料
製
造
業

0
0

42
ゼ
ラ
チ
ン
又
は
に
か
わ
の
製
造
業

0
0

43
写
真
感
光
材
料
製
造
業

0
0

44
天
然
樹
脂
製
品
製
造
業

O
0

45
木
材
化
学
工
業

0
0

46
第
28
号
か
ら
前
号
以
外
の
有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業

1
0

1
47

医
薬
品
製
造
業

1
0

1
48

火
薬
製
造
業

0
0

49
農
薬
製
造
業

1
0

1
50

第
2
条
各
号
物
質
を
含
有
す
る
試
薬
の
製
造
業

0
0

51
石
油
精
製
業

0
0

51
の
2

工
業
用
ゴ
ム
等
ゴ
ム
製
品
製
造
業

2
0

2
51
の
3

医
療
用
若
し
く
は
衛
生
用
等
ゴ
ム
製
造
業

0
0

52
皮
革
製
造
業

0
0

53
ガ
ラ
ス
又
は
ガ
ラ
ス
製
品
製
造
業

1
0

1
54

セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業

20
0

3
1

1
1

5
5

3
1

55
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業

19
2

8
26

5
4

4
5

8
1

8
1

20
10

20
26

5
30

1
25

1
56

有
機
質
砂
か
べ
材
製
造
業

0
0

57
人
造
黒
鉛
電
極
製
造
業

0
0

58
窯
業
原
料
精
製
業

2
0

1
1

59
採
石
業

18
1

4
3

1
2

3
5

1
60

砂
利
採
取
業

43
14

2
1

3
1

3
3

5
1

5
2

10
7

4
1

7
2

61
鉄
鋼
業

2
0

1
1

62
非
鉄
金
属
製
造
業

1
0

1
63

金
属
製
品
製
造
業
又
は
機
械
器
具
製
造
業

3
0

1
1

1
63
の
2

空
き
び
ん
卸
売
業

0
0

64
ガ
ス
供
給
業
又
は
コ
ー
ク
ス
製
造
業

0
0

64
の
2

水
道
施
設
等

7
3

1
1

1
2

2
1

1
1

65
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

26
0

15
2

1
1

1
1

2
2

1
66

電
気
メ
ッ
キ
施
設

18
5

6
2

1
1

4
4

4
1

66
の
2

旅
館
業

87
6

53
13
8

9
12

33
40

51
3

56
3

9
17

21
33

91
3
22
5

25
14
1

19
66
の
3

共
同
調
理
場

6
0

1
1

2
1

66
の
4

弁
当
仕
出
屋
又
は
弁
当
製
造
業

9
0

1
3

3
1

1
66
の
5

飲
食
店

11
1

1
2

3
5

1
66
の
6

そ
ば
店
、
う
ど
ん
店
、
す
し
店
の
ほ
か
喫
茶
店
そ
の
他
の

主
食
外
の
飲
食
店

0
0
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

号
番
号

業
　
　
　
　
　
　
種

工
場
数

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

和
歌
山
市

海
南
市

橋
本
市

有
田
市

御
坊
市

田
辺
市

新
宮
市

海
草
郡

那
賀
郡

伊
都
郡

有
田
郡

日
高
郡

西
牟
婁
郡

東
牟
婁
郡

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

66
の
7
料
亭
、
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
等
の
飲
食
店
等

0
0

67
洗
た
く
業

35
8

2
11
1

12
8

13
20

40
32

7
18

19
18

11
23

1
23

1
68

写
真
現
像
業

15
7

0
52

3
5

5
7

10
13

5
13

8
9

4
16

7
68
の
2
病
院

5
5

1
1

3
3

1
1

69
と
畜
業
又
は
死
亡
獣
畜
取
扱
業

4
1

1
1

1
1

1
69
の
2
中
央
卸
売
市
場

0
0

69
の
3
地
方
卸
売
市
場

1
0

1
70

廃
油
処
理
施
設

0
0

70
の
2
自
動
車
分
解
整
備
事
業

4
0

4
71

自
動
式
車
両
洗
浄
施
設

19
4

1
73

7
7

5
12

13
14

1
5

20
5

8
5

8
12

71
の
2
科
学
技
術
に
係
る
研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
施
設

48
1

12
3

1
2

1
7

2
1

7
2

4
4

2
1

71
の
3
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設

15
1

2
1

1
1

1
1

1
1

4
2

1
71
の
4
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

2
0

2

71
の
5
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
よ
る
洗

浄
施
設

14
0

4
1

1
4

1
3

71
の
6
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
蒸
留
施

設
0

0

72
し
尿
処
理
施
設

19
7
17
4

34
27

2
2

6
5

8
8

29
29

7
5

4
2

5
5

6
4

5
18

18
57

55
16

14
73

下
水
道
終
末
処
理
施
設

13
12

3
3

1
1

2
1

1
1

4
4

2
2

74
共
同
処
理
施
設

3
1

1
1

1
1

指
　
定
　
地
　
域
　
特
　
定
　
施
　
設

20
4

66
73

19
22

6
22

6
5

2
10

3
27

15
24

5
16

7
5

3
計

3,
47
1
38
3
74
6

49
10
3

8
11
8

6
10
8

7
13
1

14
28
8

44
17
6

14
84

5
19
3

21
21
8

10
19
6

9
30
9

52
50
1
10
2
30
0

42

注
）
Ａ
：
届
出
特
定
事
業
場
数
 

　
　
Ｂ
：
Ａ
の
内
排
水
量
50
㎥
／
日
以
上
の
事
業
場
数
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

号番号 業　　　　　　種 工場数 郡　　　　　　市　　　　　　別
和歌山市 海南市 橋本市 有田市 海草郡 那賀郡 伊都郡 有田郡 日高郡

2 畜産食料品製造業 6 2 2 2
3 水産食料品製造業 2 1 1
4 保存食料品製造業 3 1 1 1
5 みそ・しょう油等製造業 1 1
8 パン菓子の製造又は製あん業 1 1
10 飲料製造業 5 3 2 1
12 動植物油脂製造業 1 1
16 めん類製造業 1 1

17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 1 1

18 の 2 冷凍調理食品製造業 1 1
18 の 3 たばこ製造業

19 紡績業又は繊維製品製造業加工業 26 4 3 3 16
27 無機化学工業製品製造業 3 2 1
32 有機顔料又は合成染料製造業 2 2
33 合成樹脂製造業 2 1 1
36 合成洗剤製造業 1 1
37 石油化学工業 1 1
46 有機化学工業製品製造業 4 2 1 1
47 医薬品製造業 3 2 1
51 石油精製業 3 1 1 1
52 皮革製造業 1 1
55 生コンクリート製造業 1 1
59 砕石業 7 1 3 3
60 砂利採取業 1 1
61 鉄鋼業 1 1
63 金属製品製造業又は機械器具製造業 2 2

64 の 2 水道施設等 7 6 1
65 酸又はアルカリによる表面処理施設 5 2 3

66 の 2 旅館業 8 5 2 1
66 の 3 共同調理場 3 1 1 1
66 の 4 弁当仕出屋又は弁当製造業 2 1 1
66 の 5 飲食店 10 7 3

67 洗たく業 1 1
68 の 2 病院 5 2 1 2

69 と畜業又は死亡獣畜取扱業 1 1
69 の 2 中央卸売市場 1 1

71 自動式車両洗浄施設 1 1
71 の 2 研究、試験、検査機関等 1 1

71 の 5 トリクロエチレン又はテトラクロロエチレンの洗浄施設
72 し尿処理施設 77 31 6 11 3 2 16 4 3 1
74 共同処理施設 6 4 1 1

計 208 84 17 16 9 4 40 28 10 1

　　　④　瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可特定事業場数

（平成 16年 3月 31日現在累計数）

　　　（注）表中の号番号は水質汚濁防止法施行令別表第 1による。
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

項 　 特 定 施 設 名 　 届 出 施 設 数
1 金 属 加 工 機 械 ６３４
2 空 気 圧 縮 機 及 び 送 風 機 ４，１５０
3 土 石・ 鉱 物 用 破 砕 機 等 １８０
4 織 機 ７６１
5 建 設 用 資 材 製 造 機 械 ２０
6 穀 物 用 製 粉 機 １９
7 木 材 加 工 機 械 ６５７
8 抄 紙 機 ４
9 印 刷 機 械 １３１
10 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 ９５
11 鋳 型 造 型 機 １７

計 ６，６６８
特 定 工 場 等 の 数 ９０６

（平成 16年 3月 31日現在累計数）

　　　⑤　騒音規制法に基づく施設等届出状況
　　　　ア　特定施設届出数

　 作 業 の 種 類 　 届 出 件 数
く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 １１
び ょ う 打 機 を 使 用 す る 作 業 ０
さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 １５３
空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 １４
コンクリートプラント等を設けて行う作業 ０
バ ッ ク ホ ウ を 使 用 す る 作 業 ５１
ト ラ ク タ ー シ ョ ベ ル を 使 用 す る 作 業 ３
ブ ル ド ー ザ ー を 使 用 す る 作 業 １０

計 ２４２

（平成 15年度分）
　　　　イ　特定建設作業届出数

項 　 特 定 施 設 名 　 届 出 施 設 数
1 金 属 加 工 機 械 ６２０
2 圧 縮 機 １，３９９
3 土 石 ･ 鉱 物 用 破 砕 機 等 ２１１
4 織 機 ７０
5 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク マ シ ー ン １３
6 木 材 加 工 機 械 ８
7 印 刷 機 械 ２０
8 ゴ ム 練 用 合 成 樹 脂 練 用 ロ ー ル 機 ３５
9 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 ４７
10 鋳 型 造 型 機 ０

計 ２，４２３
特 定 工 場 等 の 数 ３８４

（平成 16年 3月 31日現在累計数）

　　　⑥　振動規制法に基づく施設等届出状況
　　　　ア　特定施設届出数
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

　 作 業 の 種 類 　 届 出 件 数

く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 ４４

剛 球 を 使 用 し て 建 築 物 を 破 壊 す る 作 業 ０

舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 １

ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 １３４

計 １７９

　　　イ　特定建設作業届出数
（平成 15年度分）

　　⑦　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設等届出状況

　　　ア　特定施設（大気基準適用施設）届出数　
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

　　　イ　特定施設（水質基準適用施設）届出数
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

　　　ウ　自主測定報告件数等（大気基準適用施設）

（平成 16年３月 31日現在）
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

　　　エ　自主測定報告件数等（水質基準適用施設）

※　瀬戸内海環境保全特別措置法関係施設を含む。　　
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

12－ 2　条例に基づく届出状況
　　　①　大気関係特定施設設置届出数
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

　　　②　騒音関係特定施設設置届出数

（平成 15年度分）
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

　　　③　振動関係特定施設設置届出数

　　　④　騒音に係る特定建設作業届出数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （平成 15 年度分）  
　 作 業 の 種 類 　 届 出 件 数
杭 打 ち 機 等 を 使 用 す る 作 業 ５１
び ょ う 打 機 を 使 用 す る 作 業 ０
さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 ３２
空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 １６
コンクリートプラント等を設けて行う作業 ０
バ ッ ク ホ ウ を 使 用 す る 作 業 ５４
ト ラ ク タ ー シ ョ ベ ル を 使 用 す る 作 業 ６
ブ ル ド ー ザ ー を 使 用 す る 作 業 １０

計 １６９

　　　⑤　振動に係る特定建設作業届出数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  （平成 15年度分）
　 作 業 の 種 類 　 届 出 件 数
く い 打 機 等 を 使 用 す る 作 業 １７
鋼球を使用して建築物を破壊する作業 ０
舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 １
ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 ５７

計 ７５

　　　（平成 15年度分）
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12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

資料編

12
－
３
 　
①
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制
度
の
概
要

人
の
健
康
や
生
態
系
に
有
害
な
お
そ
れ
の
あ
る
化
学
物

質
に
つ
い
て
、
環
境
へ
の
排
出
量
及
び
廃
棄
物
に
つ
い

て
、
環
境
へ
の
排
出
量
及
び
廃
棄
物
に
含
ま
れ
て
の
移
動

量
を
、
事
業
者
が
自
ら
把
握
 

把
 
 
握

届
 
 
出

公
 
表

集
 
計

前
年
度
の
把
握
分
を
国
に
報
告
 

（
都
道
府
県
経
由
で
届
出
）
 

※
届
出
期
間
 
毎
年
度
４
月
１
日
～
６
月
３
０
日

国
は
事
業
者
か
ら
の
届
出
や
統
計
資
料
等
を
用
い

た
推
計
に
つ
い
て
集
計

行
政
庁
に
よ
る
集
計
結
果
の
公
表

 事
業
者
単
位
で
判
断
 

              事
業
所
単
位
で
判
断
 

常
用
雇
用
者
数
 

従
業
員
数
２
１
人
 

以
上

対
象
業
種
（
２
３
業
種
）
 

 
金
属
鉱
業
、
原
油
･
天
然
ガ
ス
鉱
業
、
製
造
業

電
気
業
、
ガ
ス
業
、
熱
供
給
業
、
下
水
道
業
、

鉄
道
業
、
倉
庫
業
、
石
油
卸
売
業
、
 

鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
卸
売
業
、
自
動
車
卸
売
業
、

燃
料
小
売
業
、
洗
濯
業
、
写
真
業
、
 

自
動
車
整
備
業
、
機
械
修
理
業
、
商
品
検
査
業
、

計
量
証
明
業
、
一
般
廃
棄
物
処
理
業
、
 

産
業
廃
棄
物
処
理
業
、
高
等
教
育
機
関
、
 

自
然
科
学
研
究
所
 

年
間
取
扱
量
 

「
年
間
取
扱
量
」
 

 
 
＝
「
年
間
製
造
業
」
+
「
年
間
使
用
量
」

●
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
３３
５
４
物
質
）

 
 
１ １
ト
ン
以
上
/
年
 

 
 
※
平
成
1
4
,1
5
年
届
出
分
は
５
ト
ン
以
上
/年

●
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
１１
２
物
質
）

 
 
００
．
５
ト
ン
以
上
/
年
 

特
別
用
件
施
設
 

 ・
鉱
山
保
安
法
上
の
関
連
施
設
 

・
下
水
道
終
末
処
理
施
設
 

・
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
 

・
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
 

・
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

法
上
の
特
定
施
設
 

 

対
象
物
質
に
つ
い
て
排
出
・
移
動
量
を
把
握
し
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
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資料編

12　公害防止に関する特定施設等の届出状況

12－３　②平成 15年度  業種別届出事業所数・排出量・移動量

345



資料編

13　その他

13　その他

１３－１　放射能の測定調査結果
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資料編

13　その他

　　　②　ゲルマニウム半導体検出器による核種分析測定結果
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資料編

13　その他

　　　③　空間放射線量率測定結果
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資料編

13　その他

１３－２　平成 15年度地域環境保全基金事業一覧

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 事　業　費

Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ 温 暖 化 戦 略
地球環境問題に対する自治体としての対策の検討
及び環境月間における各種広報、啓発事業の実施に
よって環境保全意識の高揚を促す。

1,323

　　①　地域環境保全基金事業

（単位：千円）

（単位：千円）

　　②　自然保護基金事業

事　　業　　名 事　　業　　内　　容 事　業　費

県 立 自 然 公 園 内 特 定
民有地等買上費補助事業

県立自然公園を保全するため、県立自然公園内の土
地を公園用地として買い上げる市町村に対し補助す
る。

0
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13　その他

13－３　 フロン回収・破壊法のシステム

14 4 1

14 10 31

]

［平成 14年 10 月１日
本格施行］

（平成 17年１月１日以降）
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13　その他

13－４　第３回わかやま環境大賞・環境賞　受賞者一覧
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13　その他
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13　その他

森
林
の

吸
収

家
庭
で
の
実
践

事
業
所
で
の
実
践

能
力
向
上
共
同
研
究

■
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
温
暖
化
調
査
研
究

■
エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ
連
携
活
動
支
援

●
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
指
導
に
よ
る
モ
ニ
タ
ー
家
庭
で
の
取

●
省
エ
ネ
製
品
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
な
ど
、
エ
コ
商
品
の

組
の
実
地
研
究
と
実
践
マ
ニ
ュ
ア
ル
づ
く
り

開
発
・
普
及
を
推
進
す
る
事
業
所
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
支
援

Ｃ
Ｏ
２
吸
収
に
効
果
的
で

■
ジ
ュ
ニ
ア
・
ア
ー
ス
セ
イ
バ
ー
作
戦

■
わ
か
や
ま
エ
コ
オ
フ
ィ
ス
宣
言

●
子
ど
も
会
等
の
取
組
を
ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ
化
し
、
実
践
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